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Ⅰ はじめに 1 

 2 

１ こども大綱の閣議決定、こどもまんなか実行計画の策定 3 

 4 

 令和５年 12月 22 日、こども基本法に基づき、こども大綱が閣議決定された。こども大綱5 

は、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的に定めるものであり、おおむね6 

５年後を目途に見直すこととしているところである。こども大綱において、こども大綱に基7 

づき具体的に取り組む施策について、次のように定められている。 8 

 9 

（こどもまんなか実行計画によるＰＤＣＡとこども大綱の見直し） 10 

こども政策推進会議において、こども大綱に基づき具体的に取り組む施策を「こどもまん11 

なか実行計画」として取りまとめる。こども家庭審議会において、施策の実施状況やこども12 

大綱に掲げた数値目標・指標等を検証・評価し、その結果を踏まえ、毎年６月頃を目途に、13 

こども政策推進会議において「こどもまんなか実行計画」を改定し、関係府省庁の予算概算14 

要求等に反映する。これらにより、継続的に施策の点検と見直しを図る。 15 

「こどもまんなか実行計画」の実施状況とその効果、こども大綱に掲げた数値目標と指標16 

の状況、社会情勢の変化等を踏まえ、おおむね５年後を目途に、こども大綱を見直す。 17 

 18 

 これを踏まえ、こども政策推進会議において、こどもまんなか実行計画が取りまとめられ19 

ることとなる。 20 

 21 

２ こどもまんなか実行計画に記載する施策の範囲と改定頻度 22 

 23 

 こども大綱は、少子化社会対策基本法、子ども・若者育成支援推進法及び子どもの貧困対24 

策の推進に関する法律に基づく３つのこどもに関する大綱を一つに束ね、こども施策に関す25 

る基本的な方針や重要事項等を一元的に定めるものである。そのため、その下で具体的に取26 

り組む施策を取りまとめるこどもまんなか実行計画も、こどもや若者の健やかな成長のため27 

の施策のほか、少子化対策、こどもの貧困対策など、幅広いこども施策を網羅することとな28 

る。こども大綱と同日に閣議決定されたこども未来戦略の「加速化プラン」に盛り込まれた29 

施策も、こどもまんなか実行計画に包含される。 30 

 こども大綱はおおむね５年後を目途に見直しをすることとされているが、こどもまんなか31 

実行計画は毎年改定し、関係府省庁の予算概算要求等に反映することとされている。そのた32 

め、おおむね５年程度を見据えたこども大綱に対し、こどもまんなか実行計画は、当該年度33 

に実施する施策を中心に取りまとめられることとなる。 34 

 35 

３ こどもまんなか実行計画策定までの流れ 36 

 37 

 こども大綱において、こどもまんなか実行計画の改定に当たっては、こども家庭審議会に38 
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おいて、施策の実施状況やこども大綱に掲げた数値目標・指標を検証・評価することとされ1 

ており、こどもまんなか実行計画の策定に当たっても、こども家庭審議会に調査審議を行っ2 

た。 3 

 こども家庭審議会における調査審議は、「こども大綱の案の策定に向けた検討及び同大綱4 

に基づく施策の実施状況の検証・評価」を所掌事務とする基本政策部会において実施した。5 

具体的には、こども家庭審議会の各分科会・部会において、状況に応じて、所掌の範囲内で6 

こどもまんなか実行計画策定に向けた意見を取りまとめて基本政策部会に提出し、基本政策7 

部会では、昨年のこども大綱に向けた答申の調査審議における具体的な施策に係る意見や、8 

各分科会・部会の意見、こども大綱に向けた答申の中間整理の際にいただいたこども・若者9 

や子育て当事者等の意見の再整理、「こども若者★いけんぷらす」の「いけんひろば」を活10 

用した意見聴取により把握したこども・若者、子育て当事者等の意見、地方三団体からの意11 

見を踏まえて調査審議を行い、こどもまんなか実行計画の策定に当たっての審議会としての12 

意見を取りまとめた。 13 

 今後、政府において、こども家庭審議会からの意見を踏まえ、総合的な見地から検討・調14 

整を図った上で、こどもまんなか実行計画が策定されることを期待する。 15 

 16 

 17 

※こどもまんなか実行計画に含まれる内容 18 

①本文 19 

 こども大綱の「第３ こども施策に関する重要事項」及び「第４ こども施策を推進するために必要な20 

事項」について、具体的に取り組む施策を文章で記載している。 21 

 各項目について、まずこども大綱の記載を枠囲みで記載した上で、それに紐づく個別施策を列挙してい22 

る。骨太の方針に向けて、予算概算要求を念頭に置きつつ、本年度のこどもまんなか実行計画において23 

は、令和６年度に取り組むことを中心に具体的に記載したものであるが、こども未来戦略等の閣議決定文24 

書等で方向性が示されているものについては、以降の取組も記載している。 25 

 26 

②工程表 27 

 本文に記載した施策のうち、加速化プランの施策を含め、新規・拡充施策などの重要施策を中心に、令28 

和６～10 年度にどのように取り組んでいくか、本文の記載順に沿って、別紙１として工程表を取りまと29 

めた。 30 

 31 

③指標 32 

 本文に記載した施策について、進捗状況を検証するための指標を、本文の記載順に沿って、別紙２とし33 

て取りまとめた。こども家庭審議会において指標等を検証・評価し、その結果を踏まえてこどもまんなか34 

実行計画を改定し、継続的に施策の点検と見直しを図ることで、こども施策のＰＤＣＡの推進に活用す35 

る。 36 
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Ⅱ こども施策に関する重要事項 1 

１ ライフステージを通した重要事項 2 

（１）こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等 3 

全てのこども・若者に対して、こども基本法の趣旨や内容について理解を深めるための

情報提供や啓発を行うとともに、こどもの権利条約の認知度を把握しつつその趣旨や内

容についての普及啓発に民間団体等と連携して取り組むことにより、自らが権利の主体

であることを広く周知する。こどもの教育、養育の場においてこどもが自らの権利につい

て学び、自らを守る方法や、困難を抱える時に助けを求め、回復する方法を学べるよう、

こどもの権利に関する理解促進や人権教育を推進する。 

いじめ、体罰・不適切な指導、児童虐待、性暴力等、こどもの権利侵害を許さないとい

う意識を社会に浸透させるとともに、困難を抱えながらもＳＯＳを発信できていないこ

ども・若者にアウトリーチするため、こども・若者やこども・若者に関わり得る全てのお

となを対象に、人権に対する理解を深め人権尊重の意識を高める人権啓発活動を推進す

る。 

保護者や教職員、幼児教育・保育や青少年教育に携わる者などこどもや若者の健やかな

育ちや子育て当事者の支援に携わるおとなへの情報提供や研修等を推進し、また、広く社

会に対しても、こども基本法やこどもの権利条約の趣旨や内容について広く情報発信を

行うことにより、こども・若者が権利の主体であることを広く社会全体に周知する。 

 こどもの権利が侵害された場合の救済機関として、地方公共団体が設置するオンブズ

パーソン等の相談救済機関の実態把握や事例の周知を行い、取組を後押しする。 

(こども大綱 p.15) 

※こどもの権利条約…こども家庭審議会における当該条約の呼称についての議論を踏まえ、当事者であるこど4 

もにとっての分かりやすさの観点から、児童の権利に関する条約を「こどもの権利条約」と記載。 5 

 6 

（こども・若者の権利に関する普及啓発） 7 

 8 

こども基本法やこどもの権利条約に関する普及啓発、こどもの権利条約に関する認知度の把握 9 

こども・若者向けの普及啓発については、こどもの権利条約の考え方を含め、こども基本法の趣旨や内10 

容を説明した、こども向けのこども基本法のパンフレット（やさしい版）をイベント等で配布し、こども11 

基本法に関する動画（やさしい版）をこども家庭庁ホームページに公表することで、こども基本法及びこ12 

どもの権利条約について広く発信する。また、こども基本法を周知するためのクイズ動画も制作し、 学13 

校、放課後児童クラブや放課後子供教室、児童館、青少年センター、こども食堂等において、こども家庭14 

庁職員等による出張講座の開催に向けて取り組む。また、学校や家庭での学習を念頭に、こども基本法の15 

理念や内容について、小・中・高等学校のこどもや教員に分かりやすく伝える教育コンテンツを文部科学16 

省等と連携しながら、作成・周知する。【こども家庭庁】 17 

保護者や教職員、幼児教育・保育や青少年教育に携わる者などこどもや若者の健やかな育ちや子育て当18 

事者の支援に携わるおとなには、啓発素材などの情報を手軽に入手できるよう、情報共有を行うとともに、19 

関係省庁等と連携をしながら、研修などを通じて、こども基本法やこどもの権利条約の趣旨や内容、こど20 
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も・若者が権利の主体であることについて周知を図っていく。【こども家庭庁】 1 

こどもの権利条約の考え方を含め、こども基本法の趣旨や内容を説明した、こども基本法のパンフレッ2 

トを各地方公共団体でのシンポジウムやイベント等で配布したり、こども基本法に関する動画をこども3 

家庭庁ホームページに公表したりすることで、広く発信する。【こども家庭庁】 4 

おおむね３年毎を目途に、令和５年度と同規模の認知度調査を実施するなどして、こどもの権利条約及5 

びこども基本法の認知度を定期的に把握する。【こども家庭庁】 6 

 7 

学校教育における人権教育の推進     8 

人権教育の先進的な取組を実施する推進地域・指定校の指定による実践的な研究及び国レベルにおけ9 

る指導方法の在り方等に関する調査研究・普及の事業を行うとともに、都道府県教育委員会の担当者や教10 

員を対象とする各種研修・会議等の機会を通じて、こどもの権利条約やこども基本法等について周知・啓11 

発を行うなどして、こどもの権利を含む人権教育の一層の推進を図る。【文部科学省】 12 

 13 

人権啓発活動の実施 14 

法務省の人権擁護機関においては、「こどもの人権を守ろう」を啓発活動強調事項として掲げ、「人権教15 

室」の開催、啓発冊子の配布、いじめや児童虐待をテーマとした啓発動画の配信、「全国中学生人権作文16 

コンテスト」やこどもの人権問題に関する意識を啓発するインターネット広告を実施するなどしており、17 

今後は、地域学校協働活動として、地域住民と一体となった各種啓発活動も行うことを予定している。【法18 

務省】 19 

 20 

（こどもの権利が侵害された場合の救済） 21 

 22 

相談救済機関の調査研究、実態把握及び事例の周知 23 

地方公共団体が設置するオンブズパーソン等を含め、国内外の相談救済機関の事例に関する調査研究24 

を行い、調査研究結果を踏まえて、事例の周知を図る。【こども家庭庁】 25 

「全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会」等を開催し、地方公共団体が設置するオンブズパーソ26 

ン等の相談救済機関が、相互に取組実態や事例について、情報交換を行う場を設ける。【総務省】 27 

 28 

（２）多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり 29 

（遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着） 

遊びや体験活動は、こども・若者の健やかな成長の原点である。例えば、こどもが遊び

に没頭し、身体の諸感覚を使い、自らの遊びを充実、発展させていくことは、言語や数量

等の感覚などの認知的スキルや、創造力や好奇心、自尊心、想像力や思いやり、やり抜く

力、折り合いをつける力などの社会情動的スキルの双方を育むことに加え、多様な動きを

身に付け、健康を維持することにつながり、ひいては、生涯にわたる幸せにつながる。こ

ういった遊びや体験活動の重要性、学びへのつながりや、その機会を保障することの重要

性を改めて認識した上で、国や地方公共団体、地域、学校・園、家庭、若者、民間団体、

民間企業等が連携・協働して、こども・若者の全てのライフステージにおいて、年齢や発
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達の程度に応じて、自然体験、職業体験、文化芸術体験など多様な体験・外遊びを含む様々

な遊びができるよう、青少年教育施設の充実を含め、地域資源も生かした遊びや体験の機

会や場を意図的・計画的に創出する。地域や成育環境によって体験活動の機会に格差が生

じないよう配慮する。 

こどもの読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなものに

し、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で不可欠なものであり、家庭、地域、学

校・園等における取組を推進する。 

こどもが基本的な生活習慣を身に付けることができるよう、家庭、学校・園、地域、企

業、民間団体等の協力を得ながら、全国的な普及啓発を推進する。 

(こども大綱 p.16) 

 1 

（遊びや体験活動の推進） 2 

 3 

幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン（はじめの 100か月の育ちビジョン）を踏まえた「遊4 

びと体験」の推進 5 

はじめの 100 か月の育ちビジョン（令和５年 12 月 22 日閣議決定）に基づき政府の取組を推進するた6 

め、乳幼児に関する様々な科学的知見の蓄積・普及に向けた外遊びや絵本等の「遊びと体験」が乳幼児に7 

与える影響や乳幼児の育ちに関する生活実態等の調査研究、地域の多様な場に根差して乳幼児や保護者・8 

養育者と地域の人々や活動をつなぐコーディネーターの養成、保護者・養育者や専門職等に向けた普及啓9 

発等を進め、乳幼児の豊かな「遊びと体験」等を保障する。【こども家庭庁】 10 

 11 

幼稚園教育要領、保育所保育指針及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づく質の高い幼児教12 

育・保育の推進 13 

こどもの主体的な活動を大切にしながら、多様な遊びや体験を通じて乳幼児の健全な心身の発達を図14 

るため、幼稚園教育要領、保育所保育指針及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき質の高い15 

幼児教育・保育を推進する。【こども家庭庁、文部科学省】 16 

 17 

児童館における遊びのプログラム開発 18 

全国の児童館等が活用できる遊びのプログラムの開発を行い、成果の広報・普及を行う。その際、こど19 

もの年齢や発達段階、興味関心に応じたテーマを設定し、検討を行う。【こども家庭庁】 20 

 21 

農山漁村における農林漁業体験・宿泊体験の推進 22 

こどもの農山漁村体験の充実に向けて、関係省庁間の緊密な連携を確保し、受入地域の体制整備、受入23 

地域と小学校等との連携強化、体験プログラムの開発などを総合的に推進する。【内閣官房、内閣府、総24 

務省、農林水産省、文科省、環境省】 25 

 26 

こども・若者の体験活動の推進  27 
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こども・若者のリアルな体験活動の機会の充実を図るため、体験活動の重要性の理解を深める普及や啓1 

発を行うとともに、多様な関係者と連携した体制整備等を行う。【文部科学省】 2 

独立行政法人国立青少年教育振興機構では、全国 28か所に設置する国立青少年教育施設において、教3 

育的な観点から、総合的・体系的な一貫性のある体験活動等の機会や場を提供するほか、こどもの健全育4 

成を推進するため、「子どもゆめ基金事業」において、民間団体が実施する様々な体験活動等への支援を5 

行うとともに、こどもの体験活動等の振興を図るため、全国的な普及啓発を行う。【文部科学省】 6 

 7 

学校における体験活動の推進  8 

こどもの豊かな心や創造性を育むため、学校における自然体験、農山漁村体験活動等の様々な宿泊体9 

験活動の実施を推進する。【文部科学省】 10 

 11 

自然体験等の体験の機会の確保・充実に向けた取組の推進 12 

 こどもを含めたあらゆる人たちが、環境教育等促進法に基づき都道府県知事等から認定を受けた「体験13 

の機会の場」の活用を通じて、質の高い体験活動を行うことができるよう周知・啓発を行うほか、認定を14 

受けた民間事業者を対象とした研修や地方公共団体の担当者を対象とした会議等を通じて、体験プログ15 

ラムの充実や認定手続の円滑化等に取り組む。 16 

こどもたちが地域の自然を理解し、自然の中で生きる力を育めるよう、国立公園等で働くレンジャー17 

（自然保護官）の仕事体験の機会を提供するほか、国立公園等において様々な自然ふれあいプログラムを18 

実施する。【環境省】 19 

 20 

森林づくり、木育の推進 21 

植樹等の森林づくり活動や、森林空間を活用した遊びや体験活動の実施など森林環境教育を推進する。22 

また、行政、木材関連団体等による木材や木製品と触れ合う機会の提供等を通じて、木材の良さや利用の23 

意義を学ぶ「木育」を推進する。【農林水産省】 24 

 25 

こどもたちへの文化芸術体験機会の提供・充実 26 

 こどもたちに優れた文化芸術体験機会を提供することによって、豊かな人間性の涵養を図るとともに、27 

将来の文化芸術の担い手や観客育成等に資する。そこで、小学校・中学校等に文化芸術団体又は個人や少28 

人数の芸術家を派遣し、こどもたちに対し質の高い文化芸術を鑑賞・体験する機会を確保するとともに、29 

芸術家による表現手法を用いた計画的・継続的なワークショップ等を実施し、こどもたちの豊かな創造30 

力・想像力や、思考力、コミュニケーション能力などを養う。【文部科学省】 31 

 小・中・高等学校等において、芸術系大学等と連携し、芸術系教科等を担当する教員等向けに実演鑑賞32 

なども含む実践的な研修を行うことで、教員の資質能力の向上を図り、芸術教育の充実につなげる。【文33 

部科学省】 34 

 こどもたちに対して、茶道、華道、和装、囲碁、将棋、五節句等の伝統文化・生活文化・国民娯楽を継35 

承し、発展させるため、計画的・継続的に体験・修得できる機会を地域偏在を解消しつつ提供するほか、36 

多くのこどもたちが、オペラ、バレエ、クラシック、歌舞伎、能楽、演劇等、本格的な舞台公演に触れる37 
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ことにより、豊かな想像力を涵養するため、18 歳以下のこどもが無料で鑑賞できる劇場・音楽堂等で行1 

われる舞台公演を支援する。【文部科学省】 2 

 3 

読書活動の推進  4 

第五次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（令和５年３月 28日閣議決定）及び第６次学校5 

図書館図書整備等５か年計画（令和４年１月 24日文部科学省決定）に基づき、図書館・学校図書館の機6 

能強化や活性化に向けた特色ある先導的な取組に関するモデル事業、司書教諭の養成や「子ども読書の7 

日」の普及啓発等を通じて、読書活動の総合的な推進を図る。視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関8 

する基本的な計画（読書バリアフリー基本計画）（令和２年７月 14日文部科学省・厚生労働省決定）に9 

基づき、学校司書等の支援人材に対する研修や図書館関係者が連携した取組を支援し、その取組の成果を10 

全国に普及することで、地域の実情を踏まえた効果的な読書バリアフリーの取組を推進する。【文部科学11 

省】 12 

 13 

（生活習慣の形成・定着） 14 

 15 

「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進 16 

こどもの生活習慣づくりについて、社会全体の問題として、こどもの生活リズムの向上を図っていくた17 

め、「早寝早起き朝ごはん」全国協議会と連携し、優れた「早寝早起き朝ごはん」運動の好事例の収集・18 

横展開を行うなど、こどもの基本的な生活習慣の確立や生活リズムの向上につながる運動を推進する。19 

【文部科学省】 20 

 21 

「健やか親子２１」による全国的な普及啓発の推進 22 

乳幼児期は、こどもの健やかな発育・発達及び健康の維持・増進の基盤となる時期であり、望ましい食23 

習慣や生活習慣の形成に極めて大きな役割を果たす時期でもある。このため、こどもが食生活を始めとし24 

た基本的な生活習慣を身に付けることができるよう、社会全体に向けた普及啓発として「健やか親子２25 

１」のウェブサイトにおいて、母子保健に係るコンテンツを包括的に情報発信していく。【こども家庭庁】 26 

 27 

食育の推進 28 

第４次食育推進基本計画（令和３年３月 31 日食育推進会議決定）に基づき、こどもに対して地域の関29 

係者等が連携して取り組む食育活動を推進するとともに、食育推進全国大会や食育活動表彰等を通じて30 

情報発信を行うことで、食育への理解促進を図る。第４次食育推進基本計画において定めている目標の達31 

成状況を踏まえつつ、食育推進会議において次期食育推進基本計画を令和７年度末に策定する。【農林水32 

産省、関係省庁】 33 

 34 

（こどもまんなかまちづくり） 

こどもや子育て当事者の目線に立ち、こどものための近隣地域の生活空間を形成する

「こどもまんなかまちづくり」を加速化し、地域住民の理解を得た上で、こどもの遊び
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場とそのアクセスの確保や親同士・地域住民との交流機会を生み出す空間の創出などの

取組を推進する。 

子育てにやさしい住まいの拡充を目指し、住宅支援を強化する。 

(こども大綱 p.16) 

 1 

（こどもまんなかまちづくり） 2 

 3 

こども・子育て支援環境の充実化・導入 4 

こども・子育て支援環境の充実に向けて、中心市街地といった拠点だけではなく、日常生活に直結する5 

居住地周辺において、こどもの居場所や保護者同士が交流しやすい場所、バリアフリー施設といった環境6 

整備を総合的に推進する。また、全国の「道の駅」において、24時間利用可能なベビーコーナーや妊婦向7 

け屋根付き優先駐車スペースなどの子育て応援施設の整備を推進する。【国土交通省】 8 

 9 

こどもや子育て当事者の目線に立った公園づくり 10 

こどもや子育て当事者が安心・快適に日常生活を送ることができるようにするため、こどもや子育て当11 

事者の目線に立ち、こどもの遊び場の確保や、親同士・地域住民の交流機会の創出に資する都市公園の整12 

備を支援するとともに、都市公園におけるルールの見直し等により柔軟な利活用に取り組んでいる好事13 

例のノウハウ共有・横展開を図る。【国土交通省】 14 

 15 

通学路等の安全性の確保 16 

通学路等において、歩道や防護柵の整備、ハンプ等の物理的デバイスの設置等を推進し、こどもの安17 

全な通行を確保するための道路交通環境の整備を推進する。また、教育委員会、学校、警察、道路管理者18 

等で連携し、「通学路交通安全プログラム」等に基づく定期的な合同点検の実施やＰＤＣＡサイクルに基19 

づいた対策の改善・充実用の継続的な取組を支援する。【国土交通省】 20 

 21 

公共施設や公共交通機関等のバリアフリー化 22 

都市公園や道路、公共性の高い建築物等、鉄道等の公共交通機関における旅客施設や車両等において、23 

段差の改善・解消、エレベーターの設置、妊婦や子育て世帯にやさしいトイレの整備、授乳室の設置など24 

バリアフリー化を推進する。【国土交通省】 25 

 26 

こどもが親しめる水辺空間の実現 27 

河川に近づきやすい親水護岸やスロープの整備等により良好な河川空間を創出し、家族連れで水や生28 

物と触れ合う場を提供するとともに、河川の環境教育や水難事故の防止に向けた安全教育、川の指導者育29 

成を推進する。【国土交通省】 30 

 31 

子育て世帯等に関する住宅支援の強化 32 
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子育て環境の優れた公営住宅等の公的賃貸住宅や、子育て世帯に向けた民間の空き家等の活用を進め1 

るとともに、住宅金融支援機構が提供する全期間固定金利の住宅ローンを対象としたこどもの人数に応2 

じた金利引下げの実施などを通じて、住宅支援を強化する。【国土交通省】 3 

 4 

（こども・若者が活躍できる機会づくり） 

こども・若者が、一人一人異なる長所を伸ばし、特技を磨き、才能を開花させ、世界や

日本、地域社会の未来を切り開いていけるよう、異文化や多様な価値観、我が国の伝統・

文化への理解、チャレンジ精神、外国語によるコミュニケーション能力を育成する教育や

教養教育、留学生の派遣・受入れ、国内外の青少年の招聘（へい）・派遣等を通じた国際

交流を推進する。 

持続可能な社会の創り手として活躍できるよう、持続可能な開発のための教育（ＥＳ

Ｄ）を推進する。 

理数系教育やアントレプレナーシップ教育（起業家教育）、ＳＴＥＡＭ教育等を推進し、

イノベーションの担い手となるこども・若者や若手起業家等を育成する。 

特定分野に特異な才能のあるこども・若者について、その抱える困難に寄り添いつつ、

特異な才能を一層伸ばすことができるよう、大学、研究機関、地域の民間団体等の連携・

協働の下、応援する。 

在留外国人のこども・若者や海外から帰国したこどもについて、就学支援や適応支援、

日本語指導等、個々の状況に応じた支援を推進する。 

(こども大綱 pp.16-17) 

 5 

（自国文化・異文化理解、国際交流等の推進） 6 

 7 

こどもたちへの文化芸術体験機会の提供・充実【再掲】 8 

 9 

国際理解教育の振興 10 

各学校において異文化や多様な価値観への理解を深められるよう、先進的な地方公共団体（教育委員11 

会）の好事例等の情報提供や国際理解教育に関する専門的事項についての調査の実施などを行うととも12 

に、それらを踏まえて、今後の国際理解教育の在り方を検討する。【文部科学省】 13 

 14 

学校における外国語によるコミュニケーション能力を育成する教育の推進 15 

外国語でコミュニケーションを図る資質・能力を着実に育成するため、発信力（話す・書く力）の強化、16 

生徒の英語力の地域間格差の解消や教師の英語力・指導力の向上等、小・中・高等学校を通じた英語教育17 

の強化を図る。【文部科学省】 18 

 19 

留学生交流・教育の国際化の推進 20 

グローバルに活躍する人材育成を更に推進するため、高等学校段階からの海外経験・留学支援に係る21 

取組を促進するとともに、海外留学に関する情報発信や海外留学への関心喚起に向けた取組など、地方22 
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公共団体における留学への気運を醸成する取組を推進する。また、海外の大学等にて学位を取得する長1 

期留学への支援を引き続き推進していくとともに、大学間交流協定等に基づく短期留学の支援を推進す2 

る。【文部科学省】 3 

諸外国との国際交流や相互理解の促進、我が国の大学等における教育研究の活性化・水準向上等の観4 

点から、高等学校段階からの戦略的な外国人留学生の受入れの推進を図る。このため、関係府省・機関5 

等との連携の下、日本への留学に関心を持つ外国人への日本留学の魅力の発信や、外国人留学生に対す6 

る奨学金等の経済的支援、日本国内での国際交流体験、企業等と連携した国内就職支援等の受入れ環境7 

の整備を推進する。【文部科学省】 8 

大学教育のグローバル展開力の強化を図るため、我が国にとって戦略的に重要な国・地域との間で、9 

質保証を伴った学生交流等を推進する国際教育連携やネットワーク形成の取組を推進する。また、教育10 

の海外展開による留学生誘致や、地域と共に国際化を図ることにより、留学生が定着しやすい環境の整11 

備を進める。【文部科学省】 12 

 13 

青年国際交流事業の実施による人材育成 14 

日本青年を「国際社会・地域社会で活躍する次世代グローバルリーダー」に育成することを目的に、国15 

際的課題についてのディスカッション能力や国際社会での実践力の向上を図るため、「東南アジア青年の16 

船」事業、「世界青年の船」事業、国際社会青年育成事業等の各種の育成交流事業を実施する。【内閣府】 17 

 18 

国内外の青少年の招聘・派遣等を通じた国際交流 19 

国際的な視野を養うため、こども・若者に対し、国内外における共同体験を伴う異文化交流や意見交20 

換等の機会の充実を図る。【文部科学省】 21 

 22 

（持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の推進） 23 

 24 

持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の推進 25 

第４期教育振興基本計画（令和５年６月 16 日閣議決定）及び学習指導要領に基づき、各学校段階にお26 

いて、ＥＳＤの目的である「持続可能な社会の創り手」を育むとともに、我が国がＥＳＤの推進拠点とし27 

て位置付けているユネスコスクールを中心に、国内外の学校間の交流や好事例の発信等の活動の充実を28 

図る。【文部科学省】 29 

全国及び各地方（８ブロック）の「ＥＳＤ活動支援センター」の運営により、ＥＳＤを全国的に推進す30 

るためのネットワークを形成し、多様な主体が参画・連携してＥＳＤ活動に取り組む地域拠点等への支援31 

及び連携した取組を行う。また、環境教育等促進法に基づく基本方針の改定を踏まえ、ＥＳＤ活動支援セ32 

ンター等による中間支援機能の充実を図る。（令和６年５月閣議決定見込） 【環境省、文部科学省】 33 

「全国ユース環境活動発表大会」を開催して、環境活動と交流を促進し、ユースの主体的な取組の促進34 

やユースの声が脱炭素・ＳＤＧｓの実現に向けた社会・施策に生かされる環境づくりを推進する。【環境35 

省】 36 

 37 

（理数系教育、アントレプレナーシップ教育（起業家教育）、ＳＴＥＡＭ教育等の推進） 38 
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 1 

学校における理数系教育の推進 2 

こどもたちが科学へ興味・関心を持つことができるよう、学習指導要領に基づき、観察、実験などを行3 

うことを通じて科学的に探究する学習活動を充実する。併せて、実験器具などの理科教育設備の整備や、4 

観察実験アシスタントの配置に係る支援を実施する。【文部科学省】 5 

スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）支援事業において、将来社会を牽引する科学技術人材が育6 

つよう、先進的な理数系教育や文理融合領域に関する研究開発を実施する高等学校等を「スーパーサイエ7 

ンスハイスクール（ＳＳＨ）」として指定し支援するとともに、指定校と地域の学校等との連携の円滑化8 

やこれまでの研究開発の成果普及を進めるためコーディネーターの配置を推進する。【文部科学省】 9 

 10 

突出した意欲・能力を持つこどもが最先端の探究・ＳＴＥＡＭ・アントレプレナーシップ教育を受けられ11 

る機会の創出 12 

 次世代科学技術チャレンジプログラム（ＳＴＥＬＬＡ）において、突出した意欲や能力を有する小中高13 

生を対象に、その能力の更なる伸長を図るために、最先端の探究・ＳＴＥＡＭ、アントレプレナーシップ14 

教育を受けられる育成プログラムの開発・実施に取り組む大学等を支援する。【文部科学省】 15 

 16 

アントレプレナーシップ教育（起業家教育）の推進 17 

スタートアップ創出の基盤となる人材の量や多様性が増えるよう、スタートアップ・エコシステム拠点18 

都市を中心に高校生等へのアントレプレナーシップ教育プログラムの着実な実施を進める。さらに、優れ19 

た取組やノウハウの共有を行う拠点都市間のネットワーク構築を促進する。【文部科学省】 20 

高等専門学校においても、高い技術力を活かし、高等専門学校間の連携を図るとともに、アントレプレ21 

ナーシップ教育を推進する。【文部科学省】 22 

 23 

ＳＴＥＡＭ教育の推進 24 

こどもたちの探究的な学びをサポートするＳＴＥＡＭ教育コンテンツの普及促進等を通じ、ＳＴＥＡ25 

Ｍ教育を推進する。【経済産業省】 26 

各教科等での学習を実社会での問題発見・解決に生かしていくため、学習指導要領を踏まえ、ＳＴＥＡ27 

Ｍ教育等の教科等横断的な学習の充実を図るとともに、初等中等教育段階における探究・ＳＴＥＡＭ教育28 

の強化を図るため、「Society 5.0 の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ」を踏まえ、29 

日本科学未来館やサイエンスアゴラ等の対話・協働の場等を活用したＳＴＥＡＭ機能強化や地域展開等30 

を推進する。また、探究・ＳＴＥＡＭ教育を支える企業や大学、研究機関等と学校・こどもをつなぐポー31 

タルサイトを構築する。【文部科学省】  32 

 33 

（特定分野に特異な才能のあるこどもの応援） 34 

 35 

特定分野に特異な才能のあるこどもに対する指導・支援  36 

特異な才能のあるこどもについて、学習や生活上の困難に着目し、その解消を図るとともに個性や才能37 

を伸ばす。そのため、特異な才能のあるこどもの理解のための周知・研修の促進、多様な学びの場の充実、38 
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特性等を把握する際のサポート、学校外の機関にアクセスできるようにするための情報集約・提供及び実1 

証研究を通じた実践事例の蓄積等に総合的に取り組む。【文部科学省】 2 

 3 

（在留外国人のこども・若者や海外から帰国したこどもへの支援） 4 

 5 

ガイドブック・ポータルサイトの更新及び拡充 6 

在留外国人が我が国において安全・安心に生活・就労できるようにするために必要な基礎的情報（在7 

留手続、労働関係法令、社会保険、防犯、交通安全等）をまとめた「生活・就労ガイドブック」を政府8 

横断的に作成し、「外国人生活支援ポータルサイト」において、16言語※で公開しているところ、これ9 

らの更新・拡充を図っていく。【法務省】 10 

※日本語（やさしい日本語を含む。）、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム11 

語、ネパール語、タイ語、インドネシア語、ミャンマー語、クメール語（カンボジア語）、フィリピ12 

ノ語、モンゴル語、トルコ語、ウクライナ語 13 

 14 

幼児教育・保育の無償化並びに高校及び大学等の修学支援制度について、広報、周知する取組の推進 15 

外国籍等のこどもの日本語学習機会を確保するため、幼児教育・保育の無償化及び高校の修学支援制度16 

について広報、周知する取組を関係省庁が連携して推進する。また「永住者」の在留資格を持つ者等を対17 

象とした大学等の修学支援についても、広報、周知する取組を実施する。【法務省、こども家庭庁、文部18 

科学省】 19 

 20 

外国人等に対する日本語教育の推進 21 

外国人のこども・若者を含む外国人等に対する地域の日本語教育環境を強化するための総合的な体制22 

づくりを行う事業を推進する。また、こども・若者に対する日本語教師の研修を含めた現職日本語教師の23 

キャリア形成に必要な研修を専門機関で実施し、多様な活動分野における日本語教師の育成を促進する。24 

【文部科学省】 25 

 26 

外国人のこども・若者等への教育の充実   27 

帰国・外国人のこども・若者等の受入れから卒業後の進路までの一貫した指導・支援体制を構築する28 

ため、日本語と教科の統合指導や生活指導等を含めた総合的・多面的な指導の充実、指導・支援体制の29 

整備、多言語翻訳システムや遠隔指導等ＩＣＴの活用の促進、外国人高校生等に対するキャリア教育を30 

始めとした支援の充実など、地方公共団体の外国人のこども・若者等の教育の充実に係る取組に対して31 

支援する事業を実施する。また、生活・家庭環境、国籍・言語など多様な背景・事情により、就学に課32 

題を抱える外国人のこどもの就学を促進するため、地方公共団体が行う就学状況の把握、就学ガイダン33 

スや学校外での就学につなげるための日本語指導等に係る地方公共団体の取組に対して支援する。【文34 

部科学省】 35 

外国人のこども・若者等に関する教育の専門家からなるアドバイザリーボードを省内に設置し、政策36 

立案に向けた情報や助言を得るとともに、教育委員会等からの要請に基づくアドバイザー派遣を実施す37 

る。そのほか、全国の先進地域で作成された日本語指導や教科学習の教材のほか、保護者等への連絡文38 
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書等に活用できる多言語での翻訳文書など、外国人のこども・若者等の教育に関する情報や資料等を集1 

約したポータルサイト「かすたねっと」の運用を行う。【文部科学省】 2 

 3 

外国人のこども・若者等に関する状況調査の実施等 4 

外国人のこどもの就学状況等について実態把握のための調査を継続して実施（毎年度）するととも5 

に、学校での受入体制や教育環境の整備・充実等の検討に資するためのデータ収集に向けた調査を実施6 

（隔年度）し、分析を行う。【文部科学省】 7 

外国人のこども・若者のためのＪＳＬ対話型アセスメントＤＬＡを踏まえ、こども・若者の日本語能8 

力を評価するとともに、日本語指導の目標や指導内容決定の基礎となる能力記述文（Ｃａｎ－Ｄｏ）を9 

作成し、検証を行うとともに、学校における活用方法を具体的に示した資料を作成する。さらに、日本10 

語能力を始めとしたこども・若者の実態把握が十分に行われていない散在地域において、教育委員会と11 

関係機関が連携したネットワークを構築し、日本語指導の対象となるこども・若者の把握に関する研究12 

を実施する。【文部科学省】 13 

 14 

（こども・若者の可能性を拡げていくためのジェンダーギャップの解消） 

こども・若者が、性別にかかわらず、様々な可能性を広げていくことができるよう、学

校教育と社会教育において男女平等の理念を推進する教育・学習の一層の充実を図る。性

的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるため、心身の発

達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた知識の着実な普及、相談体制

の整備等の必要な施策を講ずるように努める。 

こどもに身近な存在である教職員等が固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み

（アンコンシャス・バイアス）を持つことがないよう、男女共同参画を推進するための研

修や周知啓発等の取組を推進する。 

女子中高生の理工系分野への興味・関心を高め適切に進路を選択することが可能とな 

るような取組を支援するとともに、大学が企業等と連携して行う理工農系分野に進学

する女子学生への修学支援の取組を促進する。 

様々な世代における固定的な性別役割分担意識の解消に資する取組に関する啓発や情報

発信を進める。 

(こども大綱 p.17) 

 15 

（教育を通じた男女共同参画の推進） 16 

 17 

教育を通じた男女共同参画の推進 18 

性別にかかわらず、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会を構築するため、学習指導要19 

領に基づき、発達段階に応じた、男女の平等や男女の相互理解と協力の重要性等についての指導が着実に20 

実施されるよう、関係会議等においてその趣旨の理解の徹底に努める。【文部科学省】 21 

 学校現場において、男女の尊重や自分を大事にすることの理解、固定的な性別役割分担意識解消の理解22 

を深める教育を推進するための教材、指導の手引き及び保護者向けの啓発資料を授業等で活用するよう23 
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促す。【文部科学省】 1 

 未就学児がジェンダーバイアスにより自分の可能性を狭めてしまわないよう、幼児期の教育現場等に2 

おける固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の解消に資する方策3 

について調査研究を行う。【文部科学省】 4 

 教育委員会や学校等に対し、初任者研修や校内研修等において固定的な性別役割分担意識や無意識の5 

思い込みを払拭するための教員研修プログラムの活用を促す。【文部科学省】 6 

 7 

（性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する知識の普及啓発・相談体制8 

の整備等） 9 

 10 

性的マイノリティのこども・若者に関する理解増進やきめ細かな対応の推進 11 

 学校教育や社会教育における人権教育を通して、多様性に対する理解、自他の人権の尊重等の態度を12 

育む取組を進めるとともに、性的マイノリティのこども・若者へのきめ細かな対応に資するよう、教職13 

員向けの啓発資料や、支援の事例の提供等の取組を進める。【文部科学省】 14 

 15 

人権擁護活動の実施 16 

法務省の人権擁護機関において「性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう」を啓発活動強調17 

事項に掲げ、各種人権啓発活動を実施する。また、法務省の人権擁護機関が設置する相談窓口において18 

は、性的マイノリティの方々からの相談も受け付けており、人権侵害の疑いを認知した場合には、相談19 

者の意向に応じ、人権侵犯事件として調査を行った上、事案に応じた適切な措置を講じる。【法務省】 20 

 21 

相談支援の実施 22 

一般的な生活上の悩みを始め、生活困窮者、ＤＶ被害者など社会的な繋がりが希薄な方々の相談を受け23 

付ける 24時間 365日無料の電話相談窓口において、性的マイノリティに関する相談にも対応する。【厚生24 

労働省】 25 

 26 

（理工系分野に進学する女子学生への修学支援の取組） 27 

 28 

理工系分野に進学する女子学生への修学支援の取組の推進 29 

女子中高生の理系進路選択支援プログラムにおいて、理工系分野への興味・関心を高め、適切に理系進30 

路を選択することが可能となるよう、地域で継続的に行われる取組を推進する。【文部科学省】 31 

理工農系の女子学生の修学や卒業後の活躍機会の確保を目的として、大学が民間企業等と連携して行32 

う取組を、大学の体制整備支援を通じて促進する。【文部科学省】 33 

 34 

（固定的な性別役割分担意識の解消に資する取組に関する啓発や情報発信） 35 

 36 

固定的な性別役割分担意識の解消に資する取組に関する情報収集や情報発信 37 
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固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の解消に向け、令和３1 

年度から実施している調査の結果を踏まえた取組を着実に実施するとともに、地方公共団体や経済団体2 

等を対象としたワークショップ等の啓発活動により、情報を発信する側の無意識の思い込み（アンコン3 

シャス・バイアス）の解消と、性別役割分担にとらわれない働き方を推進するため、広報担当や人事・4 

業務管理に携わる管理職、さらには経営層の意識改革と理解の促進を図る。【内閣府】 5 

固定的な性別役割分担意識の解消に資する取組に関する情報収集や情報発信を進める。【内閣府】 6 

 7 

（３）こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供 8 

（プレコンセプションケアを含む成育医療等に関する研究や相談支援等） 

不妊、予期せぬ妊娠や基礎疾患を持つ方の妊娠、性感染症等への適切な相談支援や、

妊娠・出産、産後の健康管理に係る支援を行うため、男女ともに性や妊娠に関する正し

い知識を身に付け、栄養管理を含めた健康管理を行うよう促すプレコンセプションケア 

の取組を推進するとともに、家庭生活に困難を抱える特定妊婦等を含む当事者が必要と

している支援に確実につながることができるよう、切れ目のない支援体制を構築する。 

妊娠・出産、不妊、産後ケア等のライフイベントや女性特有の健康課題について、フェ

ムテック の利活用に係る支援を行う。 

国立成育医療研究センターに、「女性の健康」に関するナショナルセンター機能を持

たせ、女性の健康や疾患に特化した研究やプレコンセプションケアを含む成育医療等に

関する研究、相談支援、人材育成等を進める。 

 成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針（成育医療等基

本方針）に基づく国民運動である「健やか親子２１」の取組により、こどもの成長や発

達に関して、子育て当事者である親や身近な養育者が正しい知識を持つことに加えて、

学校や企業等も含めた社会全体で親やこどもの多様性を尊重し、見守り、子育てに協力

していくことができるよう、国民全体の理解を深めるための普及啓発を促進する。その

際、こどもの誕生前から幼児期までの重要性に鑑み、幼児期までのこどもの育ちに係る

基本的なビジョン に基づく取組と適切に連携する。 

乳幼児期・学童期の健診・予防接種等の健康等情報の電子化及び標準化を推進する。

また、母子保健情報のデジタル化と利活用を進める。 

(こども大綱 pp.17-18) 

 9 

（プレコンセプションケアの推進） 10 

 11 

プレコンセプションケアの推進 12 

男女を問わず、性や健康に関する正しい知識の普及を図り、健康管理を行うよう促すプレコンセプショ13 

ンケアを含め、性や生殖に関する健康支援を総合的に推進する性と健康の相談センターにおいて、思春期、14 

妊娠、出産等のライフステージに応じた相談支援や、こども向けの性に関する教育等を行う専門家等に対15 

する研修等を継続的に実施する。【こども家庭庁】 16 

 17 
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（フェムテックの利活用に係る支援） 1 

 2 

フェムテック等の利活用を通じた女性の就業継続支援 3 

フェムテックの利活用等を通じ、月経、妊娠・出産、不妊、産後ケア等の健康課題を抱える女性の就業4 

継続支援を行う。【経済産業省】 5 

 6 

（成育医療等に関する研究等の推進） 7 

 8 

国立成育医療研究センターにおける「女性の健康」に関するナショナルセンター機能の構築等 9 

 国立成育医療研究センターに「女性の健康」に関するナショナルセンター機能を構築し、女性の健康や10 

疾患に関する病態の解明と予防及び治療に向けた研究を含む成育医療等に関する研究等を推進する。【厚11 

生労働省】 12 

 13 

プレコンセプションケアを含む成育医療等に関する研究、相談支援、人材育成等の推進 14 

「女性の健康」に関するナショナルセンター機能を持たせる国立成育医療研究センターにおける、プレ15 

コンセプションケアや産後ケア事業を含む成育医療等の提供に関する知見の収集、評価・分析、人材育成16 

等のシンクタンク機能の充実を図る。あわせて、令和６年度より、国立成育医療研究センターを含む全国17 

の拠点病院に設置された妊娠と薬外来と性と健康の相談センターが連携し、基礎疾患を持つ妊産婦や妊18 

娠を希望する女性等に対する、妊娠・授乳中の薬物治療に関する相談支援を行う。【こども家庭庁】 19 

 20 

（「健やか親子２１」を通じた普及啓発） 21 

 22 

こどもの成長や発達に関する正しい知識の普及啓発の促進 23 

成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針（成育医療等基本方針）に基づく24 

国民運動である「健やか親子２１」の取組の一環として、特設ウェブサイトにおける、母子保健に係る調25 

査研究の成果やコンテンツの社会全体に向けた情報発信を継続する。また、成育過程にある者の心身の健26 

やかな成育や妊産婦の健康の保持・増進に寄与する取組の普及を図るため、「健やか親子２１全国大会」27 

を定期的に開催し、当該取組を推進している個人・団体・地方公共団体・企業の表彰を行う。【こども家28 

庭庁】 29 

「健やか親子２１」の妊娠・出産・子育て期の健康に関する妊婦や保護者等に向けた普及啓発の取組と30 

連携し、関連イベントでパンフレットを配布するなど、「はじめの 100 か月の育ちビジョン」の内容やそ31 

れを踏まえた具体的な行動の在り方に関する広報を実施する。【こども家庭庁】 32 

 33 

（健診・予防接種等の健康等情報の電子化及び標準化、母子保健情報のデジタル化） 34 

 35 

母子保健のデジタル化の推進  36 

令和４年度に厚生労働省で開催された検討会を踏まえ、産後ケア事業等の情報を標準化し、マイナポー37 

タルを通じて閲覧できる情報を拡充していく。【こども家庭庁、厚生労働省】 38 
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妊婦健診等の母子保健情報の情報連携として、マイナンバーカードを健診の受診券として利用すると1 

ともに、マイナポータル等を活用して、事前に問診票をスマートフォンで入力できる取組について、複数2 

の地方公共団体で実証事業を実施しているところ、今後、情報連携の対象となる母子保健業務及び実施す3 

る地方公共団体を拡大し、住民・地方公共団体・医療機関間の母子保健情報の迅速な共有や業務効率化を4 

進める。【こども家庭庁、デジタル庁、厚生労働省】 5 

電子母子健康手帳を原則とすることに係る課題と対応の整理も進める。【こども家庭庁、厚生労働省】 6 

出産・子育て応援交付金における伴走型相談支援において、アプリやＳＮＳを活用した情報発信など、7 

デジタル技術を積極的に活用するほか、面談等の相談記録や経済的支援の支給記録に係る地方公共団体8 

間での情報連携について、デジタルを活用した情報連携システムの構築の検討を進める。【こども家庭庁】 9 

 10 

学校健康診断情報の電子化の推進 11 

デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和５年６月９日閣議決定）など政府全体のデジタル化の方針12 

や教育データ利活用の方針との整合性を図りながら、令和５年度作成の導入マニュアル等を活用しつつ、13 

学校や設置者に対する導入に向けた伴走型支援を実施するなど、マイナポータルを通じて学校健康診断14 

情報を閲覧できる仕組みの構築を推進する。【文部科学省】 15 

 16 

（慢性疾病・難病を抱えるこども・若者への支援） 

慢性疾病や難病を抱えるこども・若者について、児童福祉法及び難病の患者に対する医

療等に関する法律に基づき医療費の助成を行うとともに、成人後も切れ目のない医療費

助成が受けられるよう、指定難病の要件を満たす小児慢性特定疾病は速やかに指定難病

に追加していく。また、その自立を支援するための相談支援や就労支援等を推進する。 

こどもホスピスの全国普及に向けた取組を進める。 

(こども大綱 p.18) 

 17 

（慢性疾病・難病を抱えるこども・若者への支援） 18 

 19 

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 20 

慢性疾患を抱え、その治療が長期間にわたり身体面、精神面及び経済面で困難な状況に置かれているこ21 

どもやその家族を支援するため、医療費助成を行う。幼少期から慢性疾病に羅患しているため、学校生活22 

での教育や社会性の涵養に遅れが見られ、自立を阻害しているこども等について、地域による支援の充実23 

により自立促進を図る。【厚生労働省】 24 

 25 

（こどもホスピスの全国普及に向けた取組） 26 

 27 

「こどもホスピス」に関する調査研究の実施 28 

令和５年度に行った、いわゆる「こどもホスピス」に関する実態把握及び課題整理を行う調査研究にお29 

いて明らかとなった課題を踏まえ、当事者であるこどもやその家族の声を聴き、生命を脅かされている状30 

態にある(Life Threatening Conditions)こどもや療養生活の実態を継続的に把握するための調査研究を31 
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行う。【こども家庭庁】 1 

 2 

（４）こどもの貧困対策 3 

 今この瞬間にも、貧困によって、日々の食事に困るこどもや、学習の機会や部活動・地

域クラブ活動に参加する機会を十分に得られないこども、進学を諦めざるを得ないなど

権利が侵害された状況で生きているこどもがいる。こどもの貧困を解消し、貧困によるこ

うした困難を、こどもたちが強いられることがないような社会をつくる。こどもの貧困

は、経済的な面だけではなく、心身の健康や衣食住、進学機会や学習意欲、前向きに生き

る気持ちを含め、こどもの権利利益を侵害するとともに、社会的孤立にもつながる深刻な

課題であり、その解消に全力をあげて取り組む。貧困及び貧困の連鎖によってこどもたち

の将来が閉ざされることは決してあってはならない。こどもの貧困の背景には様々な社

会的な要因があることを国民全体で広く共有し、こどもの現在と将来が生まれ育った環

境によって左右されることのないよう貧困を解消し、貧困の連鎖を断ち切る必要がある。

地域や社会全体で課題を解決するという認識の下、教育の支援、生活の安定に資するため

の支援、保護者の就労の支援、経済的支援を進める。どのような状況にあるこどもであっ

ても、こうした支援を届けることにより、貧困を解消し、貧困の連鎖を断ち切ることは、

まずもって一人一人の豊かな人生を実現することにつながることに加え、我が国の将来

を支える人材が育つことにより、今後の我が国の成長・発展にもつながるものとも言え

る。 

保護者の所得など家庭の状況がこどもの学力や体験の機会に影響を与えるなど、教育

における格差の問題が指摘されている。全てのこども・若者が、家庭の経済状況にかかわ

らず、質の高い教育を受け、能力や可能性を最大限に伸ばして、それぞれの夢に挑戦でき

るようにする。学校を地域に開かれた、そして、地域につながっていくプラットフォーム

と位置付け、地域における関係機関・団体やスクールソーシャルワーカーが、要保護児童

対策地域協議会、子ども・若者支援地域協議会等の枠組みを活用して連携し、苦しい状況

にあるこどもや若者を早期に把握し、支援につなげる体制を強化する。また、家庭の経済

状況が理由で学校生活が制約されたり進路が狭まったりすることなく、全てのこどもが、

夢や希望を持ち、挑戦できるよう、将来の貧困の予防や、教育の機会均等を保障する観点

から、幼児教育・保育の無償化、義務教育段階の就学援助、高校生等への修学支援、大学

生等への修学支援により、幼児期から高等教育段階まで切れ目のない教育費負担の軽減

を図るとともに、高校中退を防止するための支援や高校中退後の継続的なサポートを強

化する。さらに、こどもが安心して多様な体験や遊びができる機会や、学習する機会を確

保し、必要な場合に支援につなげるための取組を支援する。成人期への移行期に親からの

ネグレクト等により必要な援助が受けられず困難な状況にある学生等の若者にも目配り

する。 

貧困の状況にあるこども・若者や子育て当事者が社会的孤立に陥ることのないよう、親

の妊娠・出産期からの相談支援の充実や居場所づくりなど、生活の安定に資するための支

援を進める。生活保護法や生活困窮者自立支援法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、児童
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扶養手当法等の関連法制を一体的に捉えて施策を推進する。 

保護者の就労支援において、子育て当事者の安定的な経済基盤を確保する観点から、単

に職を得るにとどまらず、所得の増大、職業生活の安定と向上のための支援を進める。仕

事と両立して安心してこどもを育てられる環境づくりを進める。ひとり親家庭はもちろ

んのこと、ふたり親家庭についても生活が困難な状態にある家庭については、保護者の状

況に合ったきめ細かな就労支援を進めていく。 

子育て当事者の日々の生活を安定させる観点から、様々な支援を組み合わせて経済的

支援の効果を高めるとともに、必要な世帯へ支援の利用を促していく。 

こどもの貧困は家庭の自己責任ではなく社会全体で受け止めて取り組むべき課題であ

るとの認識の下、国、地方公共団体、民間の企業・団体等の連携・協働により、こどもの

貧困に対する社会の理解を促進する。 

(こども大綱 pp.18-19) 

 1 

（教育の支援） 2 

 3 

幼児教育・保育の無償化【後掲】 4 

 5 

生活困窮者自立支援制度 子どもの学習・生活支援事業 6 

貧困によってこどもの将来が閉ざされることがないよう、こどもの将来の自立を後押しするため、生活7 

保護世帯を含む生活困窮世帯のこどもとその保護者を対象に、学習支援や生活習慣・育成環境の改善に関8 

する助言、進学や就労といった進路選択に関する情報提供・助言、関係機関との連絡調整など、きめ細か9 

で包括的な支援を行う。【厚生労働省】 10 

 11 

子どもの進路選択支援事業 12 

被保護世帯の子ども及び当該子どもの保護者に対し、アウトリーチ等により学習・生活環境の改善、進路13 

選択、奨学金の活用等に関する相談・助言を行う。【厚生労働省】 14 

 15 

ひとり親家庭及び低所得子育て世帯のこどもの学習支援 16 

ひとり親家庭や低所得子育て世帯等のこどもが抱える特有の課題に対応し、貧困の連鎖を防止する観17 

点から放課後児童クラブ等の終了後に、ひとり親家庭や低所得子育て世帯等のこどもに対し、児童館・公18 

民館・民家等において、学習支援を行うことにより、ひとり親家庭や低所得子育て世帯等のこどもの生活19 

の向上を図る。また、受験料、模試費用の補助を行うことで、ひとり親家庭や低所得子育て世帯のこども20 

の進学に向けたチャレンジを後押しする。【こども家庭庁】 21 

 22 

義務教育段階の就学援助の実施 23 

学校教育法第 19 条の規定に基づき、市町村が義務教育段階における就学援助を実施しており、国にお24 

いては、国庫補助事業を実施するほか、市町村が行う就学援助の取組の参考となるよう、就学援助の実施25 

状況等を定期的に調査・公表することで、各市町村における就学援助の適切な運用を促すとともに、就学26 
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援助が必要な世帯に活用されるよう、各市町村におけるきめ細かな周知・広報等の取組を促す。【文部科1 

学省】 2 

 3 

高校生等への修学支援による経済的負担の軽減 4 

全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、高等学校等の授業料を支援する高等学校5 

等就学支援金制度等を着実に実施する。また、授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得世帯の高6 

校生等に対する支援として創設された高校生等奨学給付金についても、着実に実施することにより、低所7 

得世帯への支援の充実を図る。さらに、高等学校等を中途退学した後に、再び高等学校等に入学して学び8 

直す者に対する修学支援を実施する。併せて、これらの修学支援が必要な世帯に利用されるよう、生徒等9 

やその保護者と関わる機会の多い教職員に対しての情報提供も含め、周知等に取り組む。【文部科学省】 10 

 11 

高等教育費の負担軽減【後掲】 12 

 13 

進学・就職準備給付金 14 

 貧困の連鎖を断ち切り、生活保護世帯のこどもの自立を助長するため、大学等に進学する際や就職して15 

自立する際に、進学・就職準備給付金を支給する。【厚生労働省】 16 

 17 

大学進学の際に住宅扶助を減額しない措置 18 

 生活保護世帯の子どもの大学等への進学を支援するため、平成 30 年度から、自宅から大学等に進学す19 

る者を世帯分離したとき時の住宅扶助費の減額をしない措置を行う。【厚生労働省】 20 

 21 

高校中退者等への学習相談・学習支援等の提供・実施  22 

高校中退者等を対象に、地域資源（高校、地域若者サポートステーション、ハローワーク等）を活用し23 

ながら社会的自立を目指し、高等学校卒業程度の学力を身に付けさせるための学習相談及び学習支援並24 

びに就労支援等を地方公共団体において提供・実施する。併せて、事業の全国展開を見据え好事例のノウ25 

ハウ共有・横展開を図る。【文部科学省】 26 

 27 

国立青少年教育振興機構における「青少年の『自立する』力応援プロジェクト」を通じた体験や遊びの機28 

会の確保 29 

こどもの体験の機会の格差が生じないようにするため、困難な環境にあるこどもを対象に、「生活・自30 

立支援キャンプ」の実施や「『子どもゆめ基金』助成事業」における経済的負担の軽減など、こどもたち31 

の生活習慣の確立や体験活動の充実のための支援を行う。【文部科学省】 32 

 33 

（生活の安定に資するための支援） 34 

 35 

円滑な食品アクセスの確保の推進 36 

貧困の状況にあるこどもやひとり親家庭等を含めた経済的に困窮している者の食品アクセス確保を図37 

るため、こども食堂やフードバンク等による食料提供を円滑にする地域の体制づくり等を推進する。加え38 
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て、関係省庁が連携し、食品アクセスの確保に関する支援策を取りまとめ、周知するとともに、関係省庁1 

の支援策を組み合わせるなどして、政策効果の更なる波及を促進する。【農林水産省、内閣府、消費者庁、2 

こども家庭庁、厚生労働省】 3 

 4 

こどもの生活支援の強化 5 

多様かつ複合的な困難を抱えるこどもたちに対し、既存の福祉・教育施設に加え、地域にある様々な場6 

所の活用を促して、安心安全で気軽に立ち寄ることができる食事等の提供場所を設ける。また、支援を必7 

要とするこどもを早期に発見し、行政等の適切な支援につなげる仕組みをつくることによって、こどもに8 

対する地域の支援体制を強化する。【こども家庭庁】 9 

 10 

ひとり親家庭に対する子育て・生活支援 11 

ひとり親家庭が修学や疾病、就業等により生活援助、保育等のサービスが必要となった際に家庭生活支12 

援員による支援を行うことで、ひとり親家庭の生活の安定を図る。また、一定期間、母子生活支援施設等13 

を活用し、離婚後の住まい・就業の支援や、同居する親子関係の再構築を含めた家庭・生活環境を整える14 

支援を行う。【こども家庭庁】 15 

 16 

生活困窮者自立支援制度 17 

 子育て世帯を含めた経済的に困窮する世帯の生活の安定に資するための支援として、生活困窮者自立18 

支援法に基づき、全国の福祉事務所設置自治体に相談窓口（自立相談支援機関）を設置し、複雑かつ多様19 

な課題を背景とする生活困窮者に対し、生活保護に至る前の段階で、自立に向け、以下の各種支援を実施20 

する。 21 

○住居確保給付金（就職のために住居を確保する必要がある者に対し、就職活動中に家賃相当額を原則３22 

か月、最大９か月支給。） 23 

○就労準備支援事業（生活リズムが崩れている、他者とコミュニケーションを取ることが難しいなどの理24 

由により直ちに一般就労を行うことが困難な者に対し、日常生活自立に関する支援から一般就労に向25 

けた基礎能力・知識の習得まで一貫した支援を実施。） 26 

○認定就労訓練事業（認定を受けた社会福祉法人等の自主事業として、一般就労に就く上でまずは柔軟な27 

働き方をする必要がある者に対し、その者の状況に応じた支援付き就労の機会を提供するとともに、就28 

労に必要な能力向上のために必要な訓練等を実施。） 29 

○家計改善支援事業（生活困窮者に対し、家計の状況の把握や家計改善の意欲を高めることを支援。） 30 

○一時生活支援事業（住まいに困難を抱える生活困窮者に対し、一時的な衣食住の提供や、地域で安定し31 

た生活を送れるよう、一定期間の見守りや生活支援を提供。） 32 

○子どもの学習・生活支援事業（再掲） 33 

また、地域の関係団体等と連携し、協働して地域づくりを行いながら、生活困窮者の早期発見や包括的34 

な支援につなげる。【厚生労働省】 35 

 36 

（保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援） 37 

 38 
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被保護者に対する就労支援 1 

被保護者就労支援事業において、被保護者の就労支援に関する問題について、福祉事務所に配置された2 

就労支援員が被保護者の相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行う。 3 

被保護者就労準備支援事業において、雇用による就業が著しく困難な被保護者に対し、就労に必要な知4 

識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。また、令和７年度から、生活困窮者向けの就労準備支援事5 

業を生活保護受給者も利用できることとし、事業の利用を促進する。【厚生労働省】 6 

 7 

生活保護受給者等就労自立促進事業 8 

生活困窮者や生活保護受給者等への就労支援について、ハローワークと福祉事務所等が連携した支援9 

を実施する。【厚生労働省】 10 

 11 

ひとり親家庭の就労支援 12 

ひとり親家庭の自立を促進するべく、就業相談から就業情報の提供等までの一貫した就業支援サービ13 

スやひとり親家庭個々のケースに応じた自立支援プログラム策定など、きめ細かな支援に取り組む。また、14 

看護師等の資格取得を目指すひとり親家庭の父母に対する給付金制度（高等職業訓練促進給付金制度）に15 

ついて、短期間で取得可能な民間資格を含む対象資格に拡大するなど、より幅広いニーズに対応できる制16 

度とする。そのほか、ひとり親を雇い入れ、人材育成・賃上げに向けた取組を行う企業に対する支援を引17 

き続き行うとともに、ひとり親家庭の父母の主体的な能力開発の取組みを支援する自立支援教育訓練給18 

付金の支給割合の拡充や、ひとり親に対する就労支援に係る事業の対象者要件を見直し、自立のタイミン19 

グまで支援を行う。【こども家庭庁、厚生労働省】 20 

 21 

希望する非正規雇用労働者の正規化 22 

より安定した働き方やスキルアップのため、正規雇用で働くことを望む非正規雇用労働者に対しては、23 

キャリアアップ助成金による正社員への転換に取り組む事業主への支援、在職中の非正規雇用労働者に24 

対するリ・スキリング支援やハローワークにおける担当者制によるきめ細かな就労支援を行う。【厚生労25 

働省】 26 

 27 

マザーズハローワークにおける就労支援 28 

 子育て中の女性等に対する就職支援を行うため、「マザーズハローワーク」「マザーズコーナー」を設置29 

し、求職者の状況に応じた支援を行う。【厚生労働省】 30 

 31 

生活が困難な状態にある保護者を含む保護者の就労支援に資する公的職業訓練の実施 32 

ハローワークの求職者のうち、就職のために職業訓練が必要な者に対して無料の公的職業訓練を実施33 

し、希望する仕事に就くために必要な職業スキルや知識等の習得を支援する。また、母子家庭の母及び父34 

子家庭の父の特性に応じたコースを実施するとともに、育児等で時間的制約のある求職者も受けやすい35 

よう、ｅラーニングコースや託児サービス付きの訓練コース等を実施する。【厚生労働省】 36 

 37 

男性の育児休業取得支援等を通じた「共働き・共育て」の推進【後掲】 38 
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 1 

育児期を通じたニーズに応じた柔軟な働き方の推進【後掲】 2 

 3 

長時間労働の是正【後掲】 4 

 5 

（経済的支援） 6 

 7 

ひとり親家庭への経済的支援 8 

ひとり親家庭等が、人生の様々な場面において、必要となる資金の貸付けを受けることができるよう取9 

り組む。また、ひとり親家庭への経済的支援を強化するため、児童扶養手当の所得制限額を引き上げると10 

ともに、多子加算を拡充する。【こども家庭庁】 11 

 12 

養育費確保支援 13 

 離婚協議開始前の父母等に対し、親子交流・養育費の取決めについて学ぶ講座の開催や公正証書の作成14 

支援、養育費の取決め等に関する弁護士への相談に関する支援等を行い、離婚後のひとり親がこどもを養15 

育するために必要な費用を確保することで、ひとり親家庭の生活の安定を図る。【こども家庭庁】 16 

 17 

義務教育段階の就学援助の実施【再掲】 18 

 19 

高校生等への修学支援による経済的負担の軽減【再掲】 20 

 21 

高等教育費の負担軽減【後掲】  22 

 23 

（必要な支援の利用を促す取組） 24 

 25 

相談支援体制の強化 26 

ひとり親家庭が必要な支援につながり、自立に向けた適切な支援が受けられるよう、IT 機器等の活用27 

を始めとしたひとり親家庭等のワンストップ相談及びプッシュ型の支援体制の構築・強化を図る。また、28 

就業支援専門員を配置し、母子・父子自立支援員と連携・協力しつつ、必要に応じて、母子・父子自立支29 

援員が弁護士や臨床心理士等の専門職種のバックアップを受けながら相談支援を行うことで、相談窓口30 

のワンストップ化を図る。【こども家庭庁】 31 

 32 

地域におけるこども・若者支援のための体制整備 33 

子ども・若者支援地域協議会の地方公共団体における整備を促進するとともに、要保護児童対策地域協34 

議会との連携を含めた機能向上等に向けた取組を推進する。【こども家庭庁】 35 

 36 

虐待・貧困により孤立し様々な困難に直面する学生等へのアウトリーチ支援の充実 37 

親からの虐待や貧困家庭であることに起因して孤立し、生活困窮や心身の不調等の様々な困難に直面38 
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する学生等に対し、生活援助物資をアウトリーチ型で届けることをきっかけとして、更なる相談支援につ1 

なげる取組を実施する。【こども家庭庁】 2 

 3 

アウトリーチ支援・宅食事業による見守り体制の強化 4 

市町村の要保護児童対策地域協議会が中核となって、こども宅食等の支援を行う民間団体等を含めた5 

様々な地域ネットワークを総動員し、支援ニーズの高いこども等を見守り、必要な支援につなげることが6 

できる体制の強化を推進する。【こども家庭庁】 7 

 8 

教育相談体制の充実 9 

 様々な課題を抱えるこどもに対し、心理・福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシ10 

ャルワーカー等を活用した学校におけるチームでの教育相談体制の充実を促進する。また、こどもが全国11 

どこからでも、夜間・休日を含めて、いつでも悩みを気軽に相談することができるよう、電話・ＳＮＳ等12 

を活用した教育相談体制の強化を進める。【文部科学省】 13 

 14 

（こどもの貧困に対する社会の理解促進） 15 

 16 

官公民の連携プロジェクト・国民運動の展開 17 

こどもの未来応援基金を通じたこどもに寄り添った活動を実施する民間団体への支援、支援を実施し18 

たい民間企業と支援を必要とする民間団体のマッチング等、「こどもの未来応援国民運動」を推進する。19 

【こども家庭庁】 20 

 21 

（５）障害児支援・医療的ケア児等への支援 22 

こども基本法に加え、障害者の権利に関する条約の理念を踏まえ、障害のあるこども・

若者、発達に特性のあるこども・若者の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を

推進し、それぞれのこども・若者の置かれた環境やライフステージに応じて、一般の子育

て支援との連続の中で、その発達や将来の自立、社会参加を支援する。 

特別児童扶養手当等の経済的支援を行うとともに、こどもと家族に寄り添いながら

個々の特性や状況に応じた質の高い支援の提供を進める。 

障害の有無にかかわらず、安心して共に暮らすことができる地域づくりを進めるため、

地域における障害児支援の中核的役割を担う児童発達支援センターの機能強化や保育所

等への巡回支援の充実を図るなど、地域における障害児の支援体制の強化や保育所等に

おけるインクルージョンを推進する。 

医療的ケア児、聴覚障害児など、専門的支援が必要なこどもや若者とその家族への対応

のための地域における連携体制を強化する。 

こどもや若者本人のみならず、保護者やきょうだいの支援を進める。障害や発達の特性

を早期に発見・把握し、適切な支援・サービスにつなげていくとともに、乳幼児期・学童

期・思春期の支援から一般就労や障害者施策への円滑な接続・移行に向けた準備を、保健、

医療、福祉、保育、教育、労働など関係者の連携の下で早い段階から行っていく。 
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特別支援教育については、障害のあるこどもと障害のないこどもが可能な限りともに

安全・安心に過ごすための条件・環境整備と、一人一人の教育的ニーズに応じた学びの場

の整備・充実を両輪として、インクルーシブ教育システムの実現に向けた取組を一層進め

る。障害のあるこども・若者の生涯にわたる学習機会の充実を図る。 

(こども大綱 pp.19-20) 

 1 

（障害の有無にかかわらず安心して共に暮らすことができる地域づくり） 2 

 3 

経済的支援と質の高い支援の提供 4 

精神又は身体に障害を有するこどもに対して特別児童扶養手当等を支給する。【厚生労働省】 5 

令和６年４月からの障害児の補装具費の所得制限の撤廃について、その円滑な運用を図る。【こども家6 

庭庁、厚生労働省】 7 

個々の特性や状況に応じた適切かつ質の高い支援の提供が図られるよう、令和６年度からの第３期障8 

害児福祉計画に基づく都道府県及び市町村における障害児支援体制の整備の推進を図るとともに、障害9 

福祉サービス等報酬における充実を踏まえた取組を進める。【こども家庭庁】 10 

全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が図られるよう、研修体系の構築など支援人材の育成を11 

進めるとともに、ＩＣＴを活用した支援の実証・環境整備を進める。【こども家庭庁】 12 

 13 

地域における障害児支援体制の強化とインクルージョンの推進 14 

令和６年４月の改正児童福祉法の施行を踏まえ、児童発達支援センターが地域における障害児支援の15 

中核的役割を担う機関として、①幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能、②地域の障害児16 

通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能、③地域のインクルージョン推進の中17 

核機能、④地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能の４つの機能を果たすことができるよう、児18 

童発達支援センターの機能強化を図るとともに、保育所等への巡回支援等の充実を図るため、必要な支援19 

を行う。また、障害の有無にかかわらず全てのこどもが共に育つ環境整備を進める観点から、地域のこど20 

もたちの集まる様々な場におけるインクルージョン推進の取組を進めるとともに、障害福祉サービス等21 

報酬における充実を踏まえた取組を進める。【こども家庭庁】 22 

令和６年度からの第３期障害児福祉計画に基づき、都道府県及び市町村における障害児支援体制の整23 

備が推進されるよう、地方公共団体と連携しながら対応を進めるとともに、次世代育成支援対策施設整備24 

交付金により支援する。【こども家庭庁】 25 

障害児支援体制の強化が全国各地域で進むよう、国や都道府県等による状況把握や助言等の広域的支26 

援を進め、地域の支援体制の整備を促進する。【こども家庭庁】 27 

 28 

専門的支援が必要な障害児への支援の強化 29 

医療的ケア児や重症心身障害児について、医療的ケア児支援センターや医療的ケア児等コーディネー30 

ターを中核として、相談支援や関係機関の相互の連携など地域の支援体制の整備を進める。また、家族の31 

負担軽減やレスパイトの時間の確保の観点から、医療的ケア児や重症心身障害児を一時的に預かる環境32 

の整備を進める。【こども家庭庁】 33 
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医療的ケア児が保育所等の利用を希望する場合に、その受入れが可能となるよう、保育所等の体制を整1 

備するとともに、医療的ケア児の育ちと生活の総合的な支援を行う。【こども家庭庁】 2 

医療的ケア児が安全・安心に学校で学ぶことができるよう、医療・保健・福祉等の関係機関と連携した3 

学校における医療的ケアの実施体制の構築や医療的ケア児の保護者の負担軽減に向け、医療的ケア看護4 

職員の配置促進等の取組を推進する。【文部科学省】 5 

 聴覚障害児について、乳児期からの切れ目のない支援及び多様な状態像への支援が適切に行われるよ6 

う、地域の支援体制の整備を進める。【こども家庭庁】 7 

聴覚障害児への早期支援の充実のため、地域における保健、医療、福祉の関係機関と連携した乳幼児教8 

育相談の機能強化等の取組を推進する。【文部科学省】 9 

強度行動障害を有するこどもの地域における支援体制の整備を進めるとともに、ケアニーズの高いこ10 

どもに対する支援が促進されるよう、障害福祉サービス等報酬における充実を踏まえた取組を進める。11 

【こども家庭庁】 12 

 13 

家族支援の充実、障害の早期発見・早期支援、関係機関の連携等 14 

相談支援や家族支援の充実を図る観点から、児童発達支援センターの機能強化を図るとともに、都道府15 

県が行う障害児等療育支援事業や市町村が行う障害者相談支援事業、障害福祉サービス等報酬における16 

充実を踏まえた取組を進める。【こども家庭庁、厚生労働省】 17 

障害児相談支援及び計画相談支援により、適切な支援やサービスの利用につなげるとともに、発達に特18 

性のあるこどもとその家族に対する発達相談などを始め、地域における、保健、医療、福祉、教育等の関19 

係者が連携した早期からの切れ目ない発達支援・家族支援の取組を進める。さらに、家族支援の充実や関20 

係機関の連携強化の観点から、障害福祉サービス等報酬における充実を踏まえた取組を進める。一般就労21 

を希望する障害児者に対しては、個々の希望や特性を踏まえたきめ細かな就労支援を実施する。【こども22 

家庭庁、厚生労働省】 23 

 24 

（障害のあるこども・若者の学びの充実） 25 

 26 

インクルーシブ教育システムの実現に向けた取組 27 

インクルーシブ教育システムの実現に向けて、家庭・教育・医療・保健・福祉の連携の下、発達障害児28 

や医療的ケア児を始めとする全ての障害のあるこどもへの支援体制の整備等、多様なニーズを有するこ29 

どもへのＩＣＴ活用も含めた支援基盤の強化を図る。さらに、通常の学級に在籍する障害のあるこどもへ30 

の支援として、自校通級や効果的・効率的な巡回指導等による通級指導体制の充実、多様な支援スタッフ31 

の確保・活用等を推進する。同時に、高等学校については、潜在的な対象者も踏まえた通級指導体制も充32 

実させる。あわせて、特別支援学校と小中高等学校等のいずれかを一体的に運営するインクルーシブな学33 

校運営モデルの創設、教師の専門性向上のための施策、新しい学びの実現に向けた環境整備なども含め、34 

特別支援教育の充実に取り組む。【文部科学省】 35 

 36 

学校卒業後における障害者の学びの支援推進 37 

「障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会の実現」に向け、障害者の持続的な学びの基盤を38 
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整備する。調査研究による現状分析・課題整理に基づき、地方公共団体における実施体制・連携体制を構1 

築するとともに、普及啓発、担い手の育成・確保、多様な実施主体による障害児者の学びを推進する。【文2 

部科学省】 3 

 4 

（６）児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援 5 

（児童虐待防止対策等の更なる強化） 

児童虐待は、こどもの心身に深い傷を残し、成長した後においても様々な生きづらさに

つながり得るものであり、どのような背景や思想信条があっても許されるものではない。

一方で、虐待に至った親にも自らの被虐待経験や、貧困、疾病、障害等の様々な困難が背

景にある場合が多いという現実もあり、子から親になった養育者自身が置かれている困

難に対する支援を社会全体で提供することにより、どのような困難があってもこどもへ

の虐待につながらないようにしていく必要がある。虐待相談対応件数の増加など、子育て

に困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育てに困

難を抱える世帯に対する包括的な支援体制の強化を行う。 

虐待は決して許されるものではないが、あらゆる子育て当事者が無縁ではないという

認識の下、不適切な養育につながる可能性のある家族の支援ニーズをキャッチし、こども

や家庭の声を、当事者の文脈を尊重して受け止め、子育ての困難や不安を分かち合うこと

で、子育てに困難を感じる家庭、こどものＳＯＳをできる限り早期に把握し、具体的な支

援を行う必要がある。このため、こども家庭センターの設置や訪問家事支援等の家庭支

援、こどもや親子の居場所支援の推進等を行うとともに、市町村の支援の中心となるこど

も家庭センターが、地域の保育所、学校などや支援の担い手である民間団体を含め、要保

護児童対策地域協議会などの地域のネットワークと一体となって継続的に支え、虐待予

防の取組を強化する。 

また、虐待による死亡事例（心中以外）の約半数を０歳児が占め、さらにその多くを月

齢０カ月児が占めている現実を踏まえ、孤立した環境の中で予期せぬ妊娠に悩む若年女

性等に対する相談・日常生活の支援や関係機関との調整等の支援の強化に取り組むとと

もに、こうした支援の存在が、予期せぬ妊娠に悩む若年女性などの支援を必要としている

本人に届くよう、相談窓口の周知などに取り組む。 

さらに、こどもにとって不安が大きく、ケアの困難度も高いという一時保護の性質を十

分に踏まえ、こどもの状況等に応じた個別ケアが可能となるよう一時保護所の環境改善

を進めるとともに、委託一時保護も含めてこどもの権利擁護を推進する。また、虐待等に

より家庭から孤立した状態のこども・若者がそのニーズに合わせて必要な支援を受けら

れるよう取り組む。 

児童相談所が一時保護や措置を行う場合等においては、こどもの最善の利益を保障し

つつこどもの意見又は意向を十分に勘案した判断を行うために、児童福祉法に基づく児

童相談所等による意見聴取を適切に実施するとともに、こどもの意見表明やこどもの権

利擁護を実現できる環境整備を積極的に推進する。また、一時保護開始時の司法審査の円

滑な導入を図る。 
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また、措置解除等に際して、親子の生活の再開や傷ついた親子関係の修復などのため

に、親子関係の再構築支援を推進する。 

性被害の被害者等となったこどもからの聴取における関係機関の連携を推進し、二次

被害を防止する観点から、こどもの精神的・身体的な負担軽減等に取り組む。また、こど

もからの聴取を適切に行えるよう、聴取を行う側の知見や技術の向上を図るとともに、こ

どもが安心して話すことができる環境整備を進める。 

こども家庭福祉分野は、こうした虐待を受けたこどものトラウマ等を含めたケアや要

支援・要保護家庭への相談支援を含むものであり、これに携わる者にはこどもと家庭の

双方に対する高い専門性が求められる。このため、新たな認定資格である「こども家庭ソ

ーシャルワーカー」等の専門資格の取得促進に取り組むとともに、市町村及び児童相談

所の体制強化を図るための人材の採用・育成・定着支援、専門人材の活用促進等を進め

る。また、支援現場の業務効率化のためのＩＣＴ化を推進する。 

(こども大綱 pp.20-21) 

 1 

（こども家庭センターの整備及び家庭支援の推進） 2 

 3 

こども家庭センターの体制整備 4 

 虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた支援の切れ目ない対応など、市町村としての包括的な5 

相談支援体制の強化を図るため、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母子保健と児童福祉の一体6 

的な相談支援を行う機能を有する機関であるこども家庭センターの整備を促進する。また、こども家庭セ7 

ンターが妊産婦や子育て家庭、ヤングケアラーを含めたこどものＳＯＳを受け止め、必要な支援を届ける8 

ため、こども家庭センターの相談対応体制の整備を推進しつつ、学校や精神科医療機関、妊産婦等生活援9 

助事業等の各種機関や事業と連携して個々の家庭の状況等に応じたサポートプランを作成し、家庭支援10 

事業等の支援につなげる。【こども家庭庁】 11 

 12 

家庭支援事業の推進 13 

子育ての負担を軽減し、子育て世帯やこどもの孤立を防ぎ、児童虐待を未然に防止するため、令和４年14 

改正児童福祉法において新設した子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業及び親子関係形成支15 

援事業や、レスパイトケア等を目的とした親子入所を可能とした子育て短期支援事業を含めた家庭支援16 

事業について、市町村における計画的な事業実施体制の整備が進むよう、国としても必要な支援を推進す17 

る。【こども家庭庁】 18 

 19 

（予期せぬ妊娠等に悩む若年妊産婦等への支援） 20 

 21 

予期せぬ妊娠等に悩む若年妊婦等への必要な支援の提供 22 

性と健康の相談センターにおいて、予期せぬ妊娠を含めた性に関する相談支援や、若年妊婦等への支援23 

に積極的なＮＰＯ等がアウトリーチやＳＮＳによる相談支援を実施するための支援を行う。また、若者向24 

けの相談支援サイト「スマート保健相談室」において、性や妊娠の悩みに対応する知識や予期せぬ妊娠等25 
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の相談窓口の情報を引き続き提供していく。更に妊婦健診未受診の妊婦などを必要な支援につなげるた1 

め、その家庭を訪問し、継続的に妊婦の状況を把握することによりハイリスク妊婦を早期に発見して、適2 

切な支援につなげる。【こども家庭庁】 3 

 4 

（一時保護所の環境改善及び孤立したこども・若者への支援） 5 

 6 

一時保護施設の環境改善に向けた設備・運営基準の策定・個別ケアの推進等 7 

 令和４年改正児童福祉法に基づき、令和６年度から新たに一時保護施設の設備運営基準を策定し、こど8 

もの権利擁護や個別的なケアを推進するための職員配置基準等、一時保護施設の質を担保するための事9 

項について規定することで、一時保護施設の環境改善を進める。また、こどもの状況等に応じた個別ケア10 

を推進するため、一時保護施設における小規模ユニットケアの推進、一時保護委託先の開拓及び委託先へ11 

の心理面でのサポートを行う。【こども家庭庁】 12 

 13 

こどもの権利擁護の推進 14 

令和４年改正児童福祉法に基づき令和６年度から児童相談所長等による意見聴取等措置が義務化され15 

るとともに、こどもの権利擁護に係る環境整備が都道府県等の業務として位置付けられ、意見表明等支援16 

事業も創設されることから、令和５年度に作成した運用マニュアル等の周知により適切な運用の徹底を17 

図るとともに、こどもの権利擁護に取り組む都道府県等への支援を推進する。【こども家庭庁】 18 

 19 

虐待等により家庭から孤立したこども・若者の居場所の整備 20 

 親からの虐待等に苦しみ、安心・安全な居場所や様々な支援を求める 10 代～20 代のこども・若者が、21 

そのニーズにあわせて必要な支援を受けられ、宿泊もできる居場所（こども若者シェルター）を整備する。22 

【こども家庭庁】 23 

 24 

一時保護時の司法審査の円滑な導入 25 

 一時保護の適正性や手続の透明性の確保のため、令和４年改正児童福祉法に基づき一時保護開始時の26 

司法審査が導入されることから、児童相談所における対応マニュアルの作成・周知等により、制度の円滑27 

な導入及び実施に向けて取り組む。【こども家庭庁】 28 

 29 

（親子関係の再構築支援） 30 

 31 

親子関係の再構築支援の推進 32 

令和４年改正児童福祉法に基づき令和６年度から親子再統合支援事業が都道府県等の事業として創設33 

されたことを踏まえ、令和５年度に作成したガイドラインの周知を図るとともに、親子関係の修復や再構34 

築のための親子関係再構築支援の取組を行う都道府県等に対する支援を推進する。【こども家庭庁】 35 

 36 

（性被害の被害者等となったこどもからの事情聴取） 37 

 38 
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性被害の被害者等となったこどもからの聴取における関係機関の連携強化と能力向上 1 

検察庁、警察、児童相談所等の関係機関の連携を強化し、被害者等となったこどもからの事情聴取に先2 

立って協議を行い、関係機関の代表者が聴取を行うとともに、事情聴取に際しては、聴取の場所、回数、3 

方法等に配慮するなどの取組を継続して推進する。また、被害者等となったこどもから適切な聴取を行う4 

ことができるよう、能力向上を図る。【こども家庭庁、法務省、警察庁】 5 

 6 

子どもからの聴取に関するＡＩ訓練ツールの開発 7 

被害者等となったこどもの負担軽減に配意しつつ信用性の高い供述を確保するための聴取技術の習得・8 

維持・向上を目的とした訓練ツールを開発し、現場での運用を目指す（内閣府科学技術・イノベーション9 

推進事務局による「研究開発と Society5.0との橋渡しプログラム（ＢＲＩＤＧＥ）」の施策として「子ど10 

もからの聴取に関するＡＩ訓練ツールの開発」を令和５年度、６年度の２か年計画で実施予定）。【警察庁】 11 

 12 

（こども家庭福祉分野に携わる人材の確保・育成支援） 13 

 14 

こども家庭ソーシャルワーカーの取得促進 15 

資格取得のための研修等に参加する場合の受講費用等の補助や、児童相談所、市区町村相談支援部門等16 

に資格を有する者を配置する場合の財政支援を行うとともに、施行状況の実態把握を進める。【こども家17 

庭庁】 18 

 19 

児童相談所の体制強化 20 

 新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン（令和４年 12 月 15 日児童虐待防止対策に関する関係府21 

省庁連絡会議決定）に基づき、令和６年度までに児童福祉司を 1,060人程度、令和８年度までに児童心理22 

司を 950人程度増員する。【こども家庭庁】 23 

全国の児童相談所における採用・人材育成・定着支援に向けた仕組みを構築し、事業実施を推進する。【こ24 

ども家庭庁】 25 

 26 

業務効率化のためのＩＣＴ化推進 27 

 児童相談所の職員が外出先から相談システムへのアクセスを可能とする等のシステムの高度化等児童28 

相談所等における業務軽減に向けたＩＣＴ化を行うとともに、児童虐待事案への迅速・的確な対応のため、29 

児童相談所と警察とで必要な情報提供を図るシステムを構築する。【こども家庭庁】 30 

 31 

教育相談体制の充実【再掲】 32 

 33 

（社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援） 

社会的養護を必要とする全てのこどもが適切に保護され、養育者との愛着関係を形成

し、心身ともに健やかに養育されるよう、家庭での養育が困難又は適当でない場合は、パ

ーマネンシー保障を目指して、養育環境の改善、親子関係再構築や家庭復帰の支援、親族

等による養育（親族等による里親養育・普通養子縁組含む）への移行支援、特別養子縁組
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の判断・支援に取り組みながら、家庭養育優先原則に基づき、こどもが「家庭における養

育環境と同様の養育環境」において継続的に養育されるよう、里親支援センターなどの関

係機関の支援等を通じた社会的養護の受け皿としての里親やファミリーホームの確保・

充実を進めるとともに、家庭や里親等での養育が適当でない場合は、「できる限り良好な

家庭的環境」において養育されるよう、児童養護施設等の小規模化・地域分散化等の環境

改善や、その人材確保に努める。あわせて、児童養護施設等の多機能化・高機能化を図る。

また、社会的養護の下にあるこどもの権利保障や支援の質の向上を図る。これらの際、社

会的養護を必要とするこどもの声に耳を傾け、その意見を尊重した改善に取り組むとと

もに、家庭養育優先原則とパーマネンシー保障の理念に基づく支援の在り方に留意して、

児童相談所におけるケースマネージメントを推進する。 

施設や里親等の下で育った社会的養護経験者は、施設退所後等において、進学・就労や

自立した生活を営む上で、家族からのサポートが期待できないといった背景から、様々な

困難に直面している場合が多いことを踏まえ、多職種・関係機関の連携による自立支援を

進めるとともに、一人一人段階を経て自立をしていけるような地域社会とのつながりを

もてるよう支援する。社会的養護の経験はないが同様に様々な困難に直面している若者

についても支援の対象として位置付けて支援に取り組む。 

(こども大綱 pp.21-22) 

 1 

（社会的養護を必要とするこども・若者に対する支援） 2 

 3 

里親等委託の推進 4 

遅くとも令和 11年度までに、全ての都道府県において、乳幼児の里親等委託率 75％以上、学童期以降5 

の里親等委託率 50％以上を実現するため、里親等委託を推進する。令和４年改正児童福祉法により児童6 

福祉施設と位置付けられた里親支援センターにおいて、里親のリクルートから里親委託措置解除後にお7 

ける支援に至るまでの一貫した里親支援が効果的に実施されるよう、その設置を促進するとともに、里親8 

支援センター等の職員の人材育成、里親における研修受講機会の増加などに取り組み、里親支援体制の構9 

築・強化を図る。【こども家庭庁】 10 

障害等を有するケアニーズの高いこどもを受け入れているファミリーホームにおける個別対応職員の11 

配置を支援することにより、支援体制を強化するとともに、安定的な運営を図る。【こども家庭庁】 12 

 13 

特別養子縁組の推進 14 

特別養子縁組制度のより一層の活用を促していく観点から、年間 1,000 件以上の特別養子縁組の成立15 

を目指し、最終的に特別養子縁組を希望する夫婦を増やすことを主眼に置いた広報の展開を進めるとと16 

もに、民間あっせん機関に対して、効果的な支援体制の構築や職員の資質向上を図るための支援を行う。17 

【こども家庭庁】 18 

里親支援センターやフォスタリング機関において、養子縁組家庭等に対し、必要な情報の提供、養育に19 

関する助言等の支援を行う。【こども家庭庁】 20 

 21 
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施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換 1 

おおむね令和 11年度までに「できる限り良好な家庭的環境」、すなわち小規模かつ地域分散化された施2 

設である地域小規模児童養護施設や分園型小規模グループケアでの養育がなされるよう、推進する。また、3 

これまで、こどもを保護し、養育する専門機関として重要な役割を担ってきた施設について、その専門性4 

を、施設の高機能化及び多機能化・機能転換を図る中において発揮し、地域において支援を必要とする家5 

庭等に対する支援機関として重要な役割を担っていけるよう、推進する。【こども家庭庁】 6 

 7 

児童養護施設等における人材育成 8 

児童養護施設等において、研修実績や業務内容に応じた処遇や、魅力発信、就業継続支援等により、必9 

要な人材の確保・育成・定着に向けた環境づくりを進める。【こども家庭庁】 10 

 11 

こどもの権利擁護の推進【再掲】 12 

 13 

児童相談所におけるケースマネージメント体制の構築 14 

 こどもの最善の利益を実現するために、児童相談所が家庭養育優先原則とパーマネンシー保障の理念15 

に基づいたケースマネージメントを徹底できるよう、必要な体制構築に向けた取組を推進する。【こども16 

家庭庁】 17 

 18 

（社会的養護経験者等に対する支援） 19 

 20 

自立支援の強化 21 

令和４年改正児童福祉法により、児童自立生活援助事業の年齢要件等の弾力化を行うとともに、社会的22 

養護経験者や虐待経験がありながらこれまで公的支援につながらなかった者等の孤立を防ぎ、必要な支23 

援に適切につなぐため、相互の交流を行う場所を開設し、対象者に対する情報の提供、相談・助言、関係24 

機関との連絡調整や、一時的な居住支援を行う、社会的養護自立支援拠点事業を創設したことを踏まえ、25 

その円滑な施行に取り組み、社会的養護経験者等の支援体制の構築・強化を図る。また、社会的養護経験26 

者等が休日夜間に緊急で一時避難が必要な場合に、社会的養護自立支援拠点等で受け入れ、必要な支援に27 

つなぐ。【こども家庭庁】 28 

児童養護施設等入所児童の自立の充実を図る観点から、大学等を受験する際に必要な費用や、退所後、29 

安定的な生活を営むための費用を支弁し、習い事やスマートフォンを用いた学習環境の整備を行うとと30 

もに、自立援助ホームの一般生活費の単価の引上げを行う。【こども家庭庁】 31 

障害等を有するケアニーズの高いこどもを受け入れている自立援助ホームにおける個別対応職員の配32 

置を支援することにより、支援体制を強化するとともに、安定的な運営を図る。【こども家庭庁】 33 

 34 

特定妊婦等に対する支援の強化 35 

令和４年改正児童福祉法により、家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母子等に対し、一時的な36 

住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報提供や医療機関等の関係機関との連携を行う、妊産婦等37 

生活援助事業を創設したことを踏まえ、その円滑な施行に取り組み、特定妊婦等の支援体制の構築・強化38 
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を図る。【こども家庭庁】 1 

 2 

（ヤングケアラーへの支援） 

本来おとなが担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこど

も、いわゆるヤングケアラーの問題は、ケアが日常化することで学業や友人関係等に支障

が出てしまうなど、個人の権利に重大な侵害が生じているにもかかわらず、こども本人や

家族に自覚がない場合もあり、顕在化しづらいことから、福祉、介護、医療、教育等の関

係者が情報共有・連携して、早期発見・把握し、こどもの意向に寄り添いながら、必要な

支援につなげていく。家族の世話などに係る負担を軽減又は解消するため、家庭に対する

適切なアセスメントにより世帯全体を支援する視点を持った対策を推進する。 

(こども大綱 p.22) 

 3 

（ヤングケアラーへの支援） 4 

 5 

ヤングケアラーの実態把握、支援体制の構築及び社会的認知度向上のための広報啓発 6 

ヤングケアラーは、家庭内のデリケートな問題であり、表面化しにくい構造であること等を踏まえ、地7 

方公共団体における実態把握を推進する。【こども家庭庁】 8 

ヤングケアラーを様々な支援に結び付けるコーディネーターの配置等、地方公共団体における支援窓9 

口の設置を推進する。【こども家庭庁】 10 

令和６年子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案において、子ども・若者育成支援推進法を改11 

正し、ヤングケアラーを関係機関等が各種支援に努めるべき対象として法律上明記したところであり、こ12 

うした対応を通じて、地方公共団体における取組のばらつきを解消し、支援の普及を図る。【こども家庭13 

庁】 14 

ヤングケアラーについて理解を深めるため、必要な広報その他啓発活動を行う。令和６年度までの「集15 

中取組期間」には、特に重点的な広報啓発を行う。【こども家庭庁】 16 

 17 

こども家庭センターの体制整備【再掲】 18 

 19 

教育相談体制の充実【再掲】 20 

 21 

（７）こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 22 

（こども・若者の自殺対策） 

小中高生の自殺者数が増加傾向にあり、危機的な状況となっている。誰も自殺に追い込ま

れることのないよう、生きることの包括的な支援として、こども・若者への自殺対策を強

力に推進する。こども・若者の自殺対策については、自殺に関する情報の集約・分析等に

よる自殺の要因分析や、ＳＯＳの出し方や心の危機に陥った友人等からのＳＯＳの受け

止め方に関する教育を含む自殺予防教育、全国展開を目指した１人１台端末の活用によ
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る自殺リスクの早期発見、電話・ＳＮＳ等を活用した相談体制の整備、都道府県等におけ

る多職種の専門家で構成される対応チームの設置促進等による自殺予防への的確な対

応、遺されたこどもへの支援、こども・若者の自殺が増加する傾向にある長期休暇明け前

後の集中的な啓発活動など、体制強化を図りながら、自殺総合対策大綱及びこどもの自殺

対策緊急強化プランに基づく総合的な取組を進めていく。 

(こども大綱 pp.22-23) 

 1 

（こども・若者の自殺対策） 2 

 3 

自殺総合対策大綱 4 

第４次自殺総合対策大綱（令和４年 10月 14日閣議決定）において、「子ども・若者の自殺対策の更5 

なる推進・強化」等に重点的に取り組むとされたことを踏まえ、こども家庭庁、文部科学省、厚生労働6 

省、警察庁など関係省庁が連携し、こども・若者の利用が多いＳＮＳを活用した相談事業の拡充、ＳＯ7 

Ｓの出し方教育を含む自殺予防教育の推進、タブレット等を活用した自殺リスクの早期把握、こどもの8 

自殺危機に対応していくチームの構築など、こどもの自殺対策を更に強化する。【厚生労働省】 9 

 10 

「こどもの自殺対策緊急強化プラン」の推進 11 

こどもの自殺対策の司令塔として関係省庁等と連携し、「こどもの自殺対策に関する関係省庁連絡会議」12 

の開催や、2023 年６月に同会議で取りまとめられた「こどもの自殺対策緊急強化プラン」の進捗状況の13 

把握等を通じて、同プランに基づく自殺対策を強力に推進する。【こども家庭庁】 14 

 15 

自殺統計原票の確実な作成・集計等こどもの自殺対策の推進 16 

「こどもの自殺対策緊急強化プラン」に基づき、自殺統計原票の確実な作成・集計、自殺するおそれ17 

のある行方不明者に関する行方不明者発見活動、インターネット上における自殺予告事案や自殺誘引等18 

情報に係るプロバイダ等と連携した対応、いじめや性被害等からこどもを守るための対応等の取組を推19 

進する。【警察庁】 20 

 21 

こどもの自殺の要因分析等 22 

「こどもの自殺対策緊急強化プラン」に基づき、こどもの自殺の要因分析のため、警察や消防、学校や23 

教育委員会、地方公共団体等が保有する自殺に関する情報の集約・分析に関する調査研究に取り組む。【こ24 

ども家庭庁、警察庁、消防庁、文部科学省、厚生労働省】 25 

 26 

こどもの自殺予防・自殺対策に関する広報啓発 27 

 夏休みの集中的な啓発活動・自殺予防週間（９月 10～16日）・自殺対策強化月間（３月）において、関28 

係省庁が連携して、こどもの自殺対策に向け、こどもに届くような広報に取り組む。【内閣官房、こども29 

家庭庁、警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省】 30 

 31 

「ＳＯＳの出し方に関する教育」を含めた自殺予防教育の推進 32 
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こどもが自身の心の危機に気付き、身近な信頼できる大人に相談できる力を培うために、「ＳＯＳの出1 

し方に関する教育」を少なくとも年に１回実施することを周知徹底する等、自殺予防教育の確実な実施を2 

進める。【文部科学省】 3 

 4 

１人１台端末を活用した取組の促進 5 

１人１台端末等を活用し、こどもの心身の状況把握や教育相談を実施することは、いじめの早期発見・6 

早期対応を可能とし、問題が表面化する前から積極的に支援に繋げていく上で重要であることから、教育7 

委員会等に対して周知を行うとともに、積極的な導入を促進する。【文部科学省】 8 

 9 

教育相談体制の充実【再掲】 10 

 11 

電話・ＳＮＳ等を活用した相談体制の整備 12 

法務省の人権擁護機関においては、「こどもの人権 110番」、「インターネット人権相談受付窓口（こ13 

どもの人権ＳＯＳ-eメール）」、「こどもの人権ＳＯＳミニレター」及び「ＬＩＮＥじんけん相談」など14 

の各種取組を通じ、こどもの人権問題に関する相談に応じるほか、１人１台端末等から人権相談が可能と15 

なる仕組みを構築する。また、これらの人権相談窓口の更なる周知広報を図る。【法務省】 16 

自殺対策に係る電話、メール、ＳＮＳ等による相談窓口の設置・運営の取組を行う地方公共団体・民間17 

団体への支援を実施する。【厚生労働省】 18 

 19 

「こども・若者の自殺危機対応チーム」の立ち上げ・運用支援 20 

都道府県・指定都市が、多職種の専門家で構成されるチームを設置し、市町村等では自殺未遂歴や自傷21 

行為の経験等があるこども・若者への対応が困難な場合に、助言等を行う事業の実施を支援する。【厚生22 

労働省】 23 

 24 

一元的な相談支援体制の構築等に向けた環境整備 25 

孤独・孤立を抱えた人が支援につながり続ける社会の実現を目指し、統一的な相談窓口から支援まで26 

つながる仕組みの構築等に向けて取り組む。令和４年度より＃9999を用いた相談ダイヤルの試行を行っ27 

てきたところであり、それらの試行の結果を踏まえ、ＳＮＳと電話相談の併用・連携、地域の公的支援28 

機関へのつなぎ、ＩＴを活用した相談対応の実施など新たな課題にも取り組みつつ、持続可能な仕組み29 

の開発を目指す。【内閣府】 30 

 31 

遺児への支援 32 

国又は地方公共団体を介した遺児を含む自死遺族関係団体等に対する活動等の支援（分かち合いの会、33 

法律面・生活面の相談支援）を実施する。【厚生労働省】 34 

 35 

（こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備） 

社会の情報化が進展する中、こどもが情報活用能力を身に付け、情報を適切に取捨選択

して利用するとともに、インターネットによる情報発信を適切に行うことができるよう
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にすることが重要な課題となっている。また、こどものインターネット利用の低年齢化が

進む中、こどもの健やかな成長を著しく阻害する有害情報も氾濫し、犯罪被害につながる

といった重大な問題も起きている。これらのことを踏まえ、こどもが主体的にインターネ

ットを利用できる能力習得の支援や、情報リテラシーの習得支援、こどもや保護者等に対

する啓発、フィルタリングの利用促進、ペアレンタルコントロールによる対応の推進な

ど、こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備に取り組む。 

(こども大綱 p.23) 

 1 

（こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備） 2 

 3 

こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備 4 

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律及び同法により定め5 

る「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画」6 

（令和３年６月７日子ども・若者育成支援推進本部決定）に基づき、青少年のインターネットの適切な利7 

用に関する教育及び啓発活動、フィルタリングの性能向上及び利用普及、民間団体等の取組の支援等を強8 

化する。特に、ＳＮＳに起因する事犯の被害児童数が高い水準で推移していること等を踏まえた同法及び9 

同基本計画によるフィルタリング利用率の向上の取組や、フィルタリングの促進だけでは防ぎきれない10 

被害の存在、インターネット利用者の低年齢化、利用時間の長時間化の進展等を踏まえたペアレンタルコ11 

ントロールによる対応を推進する。今後、令和６年夏を目途として次期計画を策定予定である。【こども12 

家庭庁、関係省庁】 13 

 14 

こどもを含む幅広い世代のＩＣＴリテラシー向上 15 

こどもが安心・安全にインターネットやスマートフォンといった多様なＩＣＴサービスを使いこなす16 

能力を取得する機会の増進と質の向上のため、こども、保護者・教職員等に対する学校等の現場での無料17 

の出前講座である「e-ネットキャラバン」を開催するほか、インターネットに係るトラブル事例の予防法18 

などをまとめた「インターネットトラブル事例集」を作成・公表する。また、フィルタリングを含むペア19 

レンタルコントロールによる対応の推進に資する調査研究や、こどもがインタ一ネット上の危険・脅威20 

に対応するための能力とその現状等を可視化するためのテスト等の実施を通じて、こどものＩＣＴ活用21 

のためのリテラシー向上を推進する。【総務省】 22 

 23 

こどもの情報活用能力に関する調査の実施、情報リテラシーの習得支援、情報モラル教育の推進 24 

プログラミング教育によって育成される資質・能力も含め、「情報活用能力」を構成する要素をこども25 

がどの程度身に付けているかを測定し、それを踏まえて、今後の情報教育関係施策の改善等に活用してい26 

く。【文部科学省】 27 

情報リテラシーの習得支援については、こどもや教員、保護者を対象とした情報モラルに関する情報を28 

まとめたサイトを運用し、動画コンテンツ・啓発資料を発達段階に応じて作成し公開する。場面ごとに29 

様々な問題に取り組め、動画・写真・イラストを見ながら、実践的に学べる問題コンテンツも公開する。30 

学校における情報モラル教育の取組の推進のため教員等を対象とした実践等を含めたセミナー・アーカ31 
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イブ動画を配信する。【文部科学省】 1 

 2 

ＳＮＳ等に起因する性被害等防止対策の推進 3 

ＳＮＳ上において、こどもの性被害等につながるおそれのある不適切な書き込みを発見し、注意喚4 

起・警告のメッセージを投稿する取組を推進する。【警察庁】 5 

ＳＮＳ事業者等に対し被害実態に関する情報を提供して事業者による自主的な被害防止対策の実施を6 

促進する。【警察庁】 7 

 8 

インターネット上の人権侵害に係る人権啓発活動の実施 9 

法務省の人権擁護機関において、インターネット上の人権侵害への取組として、中学生などを対象に携10 

帯電話会社と連携・協力し、スマートフォン等の安全な利用を学ぶための人権教室を実施するほか、啓発11 

冊子の配布や啓発動画の配信などの人権啓発活動を実施する。また、ＳＮＳ事業者団体等と共同して、Ｓ12 

ＮＳ利用に関する人権啓発サイトを開設している。【総務省、法務省】 13 

 14 

（こども・若者の性犯罪・性暴力対策） 

こども・若者に対する性犯罪・性暴力は、被害当事者の心身に長期にわたり有害な影響

を及ぼす極めて悪質な行為である。年齢や性別にかかわらず、また、どのような状況に置

かれたこども・若者であっても、性被害に遭うことはあってはならないとの認識の下、こ

ども・若者への加害の防止、相談・被害申告をしやすくする取組、被害当事者への支援、

継続的な啓発活動の実施等、総合的な取組を進めていく。 

生命を大切にし、こどもを性暴力・性犯罪の加害者、被害者、傍観者にさせないための

学校・園における生命（いのち）の安全教育の全国展開を図る。 

こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組み（日本版ＤＢＳ）の導入に向けて取り

組む。 

こども・若者の性被害は潜在化・深刻化しやすいことなどを踏まえ、相談窓口の一層の

周知やこども・若者が相談しやすいＳＮＳ等の活用を推進するとともに、地域における支

援体制の充実のための取組を推進する。 

(こども大綱 p.23) 

 15 

（こども・若者の性犯罪・性暴力対策） 16 

 17 

「子供の性被害防止プラン 2022」の推進 18 

児童ポルノの製造や児童買春を始めとするこどもの性的搾取等は、こどもの心身に有害な影響を及ぼ19 

し、かつ、その人権を著しく侵害する極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではない。「子供の20 

性被害防止プラン（児童の性的搾取等に係る対策の基本計画）2022」（令和４年５月 20日犯罪対策閣僚会21 

議決定）（以下、単に「プラン」という。）は、こどもの性的搾取等の撲滅に向けて政府が取り組むべき施22 

策をまとめ、多角的かつ包括的な対策を総合的に進めることにより、家庭、職域、地域等あらゆる場面に23 

おいて性的搾取等からこどもが守られる社会の実現を目指すものである。本プランに基づき、国民各層、24 
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民間事業者及び関係機関・団体と連携することはもとより、国際社会とも連携を図り、各府省庁において1 

施策を推進するとともに、その取組の状況を適宜検証する。【こども家庭庁、内閣官房、内閣府、警察庁、2 

総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、観光庁】 3 

本プランは、今後５年間を目途に、現行法を前提として、こどもの性的搾取等の撲滅に向けて政府が取4 

り組むべき施策をまとめたものである。今後、プラン策定から５年を経過した時期に、これを見直すこと5 

とする。【こども家庭庁、関係省庁】 6 

 7 

こどもの性的搾取等事犯に対する取締りの強化等 8 

時代とともにこどもの福祉を害する犯罪に係る被害の形態等が変遷していることを踏まえ、加害者に9 

対する恋愛感情に付け込んだ事案や、親族関係、雇用関係、師弟関係等を背景とした加害者の被害者に対10 

する強い影響力を利用した事犯などについて、その早期発見と被疑者の迅速な検挙に努め、被害に遭った11 

こどもの保護を図るとともに、低年齢児童ポルノ愛好者グループによる事犯、児童ポルノ販売グループ等12 

による事犯、ファイル共有ソフト利用事犯等の悪質な児童ポルノ事犯の検挙の徹底を図る。【警察庁】 13 

こどもや男性といった多様な被害者を含む性犯罪被害者への適切な対応を行えるよう、警察官等に対14 

する各種研修について、こどもの心理の専門家等や男性が被害者となる事件の捜査・支援の経験を有する15 

職員による講義の拡充、こどもの頃に被害を受けた当事者や男性被害者の声を反映させること等を通じ、16 

その内容を拡充する。【警察庁】 17 

 18 

改正刑法等の趣旨・内容の周知 19 

 法務省ホームページに改正刑法等の趣旨・内容周知のためのページを公開するほか、各種公刊物に改正20 

刑法等の趣旨・内容を掲載するなど広報を推進する。【法務省】 21 

 22 

性犯罪・性暴力に対する厳正な対処 23 

検察当局において、こどもや若者に対する性犯罪に対して、改正後の刑法等の関係法令の内容及び趣旨24 

を踏まえ、法と証拠に基づき厳正に対処する。【法務省】 25 

 26 

こども・若者の性犯罪・性暴力に係る相談・支援の強化 27 

 全国の都道府県等が設置・運営する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにつなが28 

る全国共通番号「#8891（はやくワンストップ）」について、こども・若者向けの広報の強化等により、こ29 

れまで以上に周知徹底を図る。【内閣府】 30 

 地域において、性別を問わず、こども・若者の被害者への支援が充実するよう、ワンストップ支援セン31 

ターにおける、専門性を持った相談員等の確保・養成、関係機関との連携体制の構築、相談しやすい環境32 

の整備等の取組を進めるとともに、電話相談や面談に加え、メールやＳＮＳ等のこどもや若者にとって相33 

談しやすい相談方法の導入が広がるよう、先行事例の共有や都道府県に対する交付金等による支援等を34 

行う。【内閣府】 35 

チャット形式等で相談できる国のＳＮＳ相談事業についても、こどもや若者に対する更なる周知を図36 

る。【内閣府】 37 

 38 
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（生命（いのち）の安全教育の推進） 1 

 2 

生命（いのち）の安全教育の推進 3 

 こどもたちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための「生命（いのち）の安全教育」の教材4 

や指導の手引き、動画教材を学校等の校内研修や授業等において活用するよう促す。教育委員会や学校等5 

に対し、性犯罪・性暴力対策に関する政府の取組や現状など「生命（いのち）の安全教育」の取組を進め6 

る上で必要となる情報を適時共有するなど普及啓発を行う。【文部科学省】 7 

 学校等における「生命（いのち）の安全教育」の実践を後押しし、全国展開の加速化を図るため、学校8 

や教育委員会等の取組事例を収集し横展開する。【文部科学省】 9 

「生命（いのち）の安全教育」の更なる拡大のため、特定の都道府県や市区町村等においてモデル地域10 

を設定し、当該域内での全校実施を目指す教育委員会等の普及展開に関する取組を支援する。【文部科学11 

省】 12 

 13 

（こども性暴力防止法案の提出と児童対象性暴力の防止のための総合的な取組の推進） 14 

 15 

こども性暴力防止のための総合的な取組 16 

令和６年３月に第 213 回通常国会に提出した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対17 

象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案（こども性暴力防止法案）」を起点として、こども家庭18 

庁が中心となり、同年４月にとりまとめた「こども性暴力防止に向けた総合的な対策」を推進する。【こ19 

ども家庭庁、関係省庁】 20 

 21 

（こども・若者が相談しやすい体制の整備） 22 

 23 

電話・ＳＮＳ等を活用した相談体制の整備法務省の人権擁護機関においては、「こどもの人権 110番」、24 

「インターネット人権相談受付窓口（こどもの人権 SOS-eメール）」、「こどもの人権 SOSミニレター」及25 

び「ＬＩＮＥじんけん相談」などの各種取組を通じ、こどもの人権問題に関する相談に応じるほか、１人26 

１台端末等から人権相談が可能となる仕組みを構築する。また、これらの人権相談窓口の更なる周知広報27 

を図る。【再掲】【法務省】 28 

 29 

教育相談体制の充実【再掲】 30 

 31 

（犯罪被害、事故、災害からこどもを守る環境整備） 

こどもが一生に残る傷を負う事件やこどもが生命を失う事故が後を絶たず、こどもの

生命・尊厳・安全を脅かす深刻な状況があること等を踏まえ、こどもの生命を守り、犯罪

被害や事故、災害からの安全を確保することが全てのこどもが健やかに育つための大前

提であるとの認識の下、有害環境対策、防犯・交通安全対策、製品事故防止、防災対策等

を進める。 

こども・若者が、犯罪、事故、災害等から自らと他者の安全を守ることができるよう、
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体験的な学びを含め、発達の程度に応じて、体系的な安全教育を推進する。こどもの安全

に関する保護者に対する周知啓発を進める。 

チャイルド・デス・レビュー（ＣＤＲ：Child Death Review）の体制整備に必要な検討

を進める。 

(こども大綱 pp.23-24) 

 1 

（有害環境対策、防犯・交通安全対策、製品事故防止、防災対策等の推進） 2 

 3 

有害環境対策の推進 4 

 こどもを犯罪被害等から守るため、関係省庁等と連携し、こどもや保護者等に対して、インターネッ5 

ト利用や犯罪被害対策に関して正しく理解するための普及啓発活動等を実施する。【文部科学省】 6 

 7 

犯罪被害からこどもを守るための取組の推進 8 

教育委員会、学校、地方公共団体、保護者、防犯ボランティア、地域住民等と連携し、通学路等にお9 

ける安全対策、学年や理解度に応じた防犯教室の実施等の犯罪被害からこどもを守るための取組を推進10 

する。【警察庁】 11 

 12 

こども・若者の非行・被害防止に向けた全国強調月間 13 

こども・若者を取り巻く環境の変化を踏まえつつ、毎年７月を「青少年の非行・被害防止全国強調月14 

間」として設定し、関係機関・団体・地域住民等が相互に協力・連携しながら、地域が一体となったこ15 

ども・若者の非行・被害防止に向けた諸活動を集中的に実施することにより、こども・若者の健全育成16 

について国民の理解を深めるとともに積極的な参加を促し、国民運動の一層の充実と定着を図る。【こ17 

ども家庭庁、関係省庁】 18 

 19 

通学路等の交通安全対策・登下校防犯対策の推進 20 

学校、教育委員会、警察、道路管理者等の関係者が連携し、通学路等において、こどもの安全な通行21 

を確保するための道路交通環境の整備を、ハード・ソフトの両面から推進する。【こども家庭庁、関係22 

省庁】 23 

登下校時における防犯対策に関し、政府が「登下校防犯ポータルサイト」を運用し、関係省庁の施策24 

や各地域の取組等の情報を集約・発信し、地域の取組を支援する。また、同ポータルサイトの内容を見25 

直し、登下校時における防犯対策に取り組む関係者の参考となるよう、引き続き充実させる。【こども26 

家庭庁】 27 

 28 

道路の無電柱化・安全で快適な自転車等通行空間の創出 29 

 学校周辺の通学路等で安全かつ円滑な交通の確保のため無電柱化を推進する。また、歩行者、自転車、30 

自動車等が適切に分離された安全で快適な自転車通行空間の計画的な整備を推進する。【国土交通省】 31 

 32 

こどもの事故防止に関する取組の推進 33 
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「こどもの事故防止に関する関係府省庁連絡会議」を開催し、関係府省庁が緊密に連携して、各種取組1 

等の情報交換、「こどもの事故防止週間」の実施等により、事故防止に向けた取組を推進する。【こども家2 

庭庁、関係省庁】 3 

こどもの事故に関する情報の収集・分析を行い、それを基に保護者等へ向けた注意喚起等の情報提供を4 

行う。【こども家庭庁、関係省庁】 5 

就学前のこどもに、予期せず起こりやすい事故とその予防法、もしもの時の対処法のポイントをまとめ6 

たハンドブックの作成・周知により、事故防止策の普及啓発を行う。【こども家庭庁】 7 

 8 

こどもの製品事故防止への取組の実施 9 

こども向け製品による事故を未然に防止するべく、玩具等のこども向け製品に対する規制の在り方に10 

ついて検討を進める。【経済産業省】 11 

 12 

非常災害対策 13 

令和６年能登半島地震や過去の非常災害発生時の教訓も踏まえ、発災後は、早急に被害状況を把握する14 

とともに地方公共団体とも緊密に連携を図り、こどもの最善の利益を考慮しつつ、被災地のニーズに寄り15 

添いながら円滑に生活の再建や災害復旧等に取り組めるようにする観点から、保育所等の利用者負担減16 

免や避難先における保育の提供、被災したこどもの居場所づくりの支援、被災した妊産婦や乳幼児等の心17 

身の健康等に関する相談支援などに備えるとともに、児童福祉施設等への施設整備費の補助等を通じて18 

非常災害対策を進める。【こども家庭庁】 19 

 20 

（体系的な安全教育の推進） 21 

 22 

防犯・交通安全・防災教育を含む学校における体系的な安全教育の推進 23 

 こども・若者が、日常生活における安全確保のために必要な事項を実践的に理解し、自他の生命尊重24 

を基盤として、生涯を通じて安全な生活を送る基礎を培うとともに、進んで安全で安心な社会づくりに25 

参加し貢献できるような資質・能力を養成することを目指し、発達の程度を踏まえつつ、学校における26 

体系的な安全教育を推進する。安全に道路を通行するために必要な技能及び知識を体験に基づいて習得27 

し、その必要性を理解できるようにするため、心身の発達段階に応じた参加・体験・実践型の交通安全28 

教育を推進する。【文部科学省、警察庁】 29 

 30 

学校における安全管理の取組の充実及び家庭、地域、関係機関等との連携・協働による学校安全の推進   31 

 学校においてこども・若者が生き生きと活動できる安全な環境を確保するため、学校における安全点32 

検や、学校管理下において発生した事故等の検証と再発防止等に関する取組を充実する。こども・若者33 

を取り巻く学校安全上の課題に対して、学校のみで全て対応することは困難であることを踏まえ、家34 

庭、地域、関係機関等との連携・協働による対応の充実を図りつつ、セーフティプロモーションスクー35 

ルの考え方を取り入れた学校安全を推進する。【文部科学省】 36 

 37 

（チャイルド・デス・レビューの体制整備） 38 



 

44 

 

 1 

ＣＤＲの体制整備に必要な検討の推進 2 

こどもの死亡時に、複数の機関や専門家（医療機関、警察、消防、行政関係者等）が、こどもの既往歴3 

や家族背景、死に至る直接の経緯、解剖結果等に関する様々な情報を基に死因調査を行うことにより、効4 

果的な予防対策を導き出し予防可能なこどもの死亡を減らすことを目的としたチャイルド・デス・レビュ5 

ー（ＣＤＲ：Child Death Review）の取組を加速するため、都道府県が行う体制整備モデル事業において6 

収集した同意取得や予防策の好事例の横展開を図る。あわせて、広報啓発事業によってＣＤＲの意義につ7 

いての国民的な理解を促進するとともに、モデル事業を通じて把握された課題等を検証し、関係省庁とも8 

連携して、体制整備に向けた検討を進める。【こども家庭庁】 9 

 10 

（非行防止と自立支援） 

こども・若者の非行防止や、非行・犯罪に及んだこども・若者とその家族への相談支援、

自立支援を推進する。 

学校や警察等の地域の関係機関・団体の連携を図る。 

少年院や刑事施設における矯正教育や改善指導、児童自立支援施設における生活指導

や自立支援、社会復帰に資する就労支援の充実を図る。 

保護観察の対象となったこども・若者に対する処遇の強化を図るとともに、保護司など

との連携の強化や体制の充実を図る。 

社会全体として非行や犯罪に及んだこどもや若者に対する理解を深め、育ちを見守る

社会気運の向上を図る。 

(こども大綱 p.24) 

 11 

（非行防止と相談支援、自立支援の推進） 12 

 13 

非行防止・相談活動等の推進 14 

少年サポートセンターの少年補導職員を中心に、少年相談活動や街頭補導活動、継続補導等の各種活動15 

を通じて、問題を抱える少年の早期把握と問題解決のための助言、指導を行うとともに、再び非行に走る16 

可能性のある少年及びその保護者に対する立ち直り支援を推進する。【警察庁】 17 

 18 

非行防止教育等の推進 19 

こどもの非行防止に当たっては、警察官等を外部講師として招き、地域の非行情勢や非行要因等につい20 

てこどもに情報発信をする非行防止教育等の実施が有効であることから、関係機関とも連携しながら、少21 

年非行情勢に直結・即応した非行防止教室を実施するなど、非行防止教育等の推進を図る。【文部科学省、22 

警察庁】 23 

 24 

（関係機関・団体の連携の推進） 25 

 26 

関係機関・団体との連携 27 
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学校警察連絡協議会、学校警察連絡制度、スクールサポーター制度の拡充等により、学校や警察等の地1 

域の関係機関等の連携を図る。【警察庁】 2 

 3 

いじめ対応における警察等関係機関との連携の周知徹底 4 

こどもの命や安全を守ることを最優先にするため、犯罪行為として取り扱われるべきいじめなどは、直5 

ちに警察に相談・通報を行い、適切な援助を求めなければならないことから、その旨を教育委員会等に対6 

して周知するとともに、各種研修等の機会を捉えて学校現場への周知徹底を図る。【文部科学省】 7 

 8 

（矯正教育や社会復帰に資する支援等の充実） 9 

 10 

少年院における矯正教育の充実 11 

少年院において、特定少年に対する成年としての自覚・責任を喚起する指導や社会人として必要な知12 

識の付与に加え、特殊詐欺や大麻事犯等、近年の犯罪態様に対応した指導等の充実を図る。【法務省】 13 

発達上の課題を有し、指導等の内容を理解するために特別な配慮を必要とする者等のほか、虐待等の14 

被害体験を有する者が存在することを踏まえ、その者の特性に応じた指導等の充実を図るとともに、指15 

導に関する研修の充実や関係機関との連携強化を図る。【法務省】 16 

 17 

少年院における社会復帰支援の充実 18 

 円滑な社会復帰を図るため、出院後に自立した生活を行うことが難しい在院者に対して、就労・修学支19 

援のほか、帰住先の確保、医療・福祉機関等との連携による支援を実施する。【法務省】 20 

 21 

若年受刑者を対象とする処遇の充実 22 

刑事施設において若年受刑者の処遇を充実すべく、おおむね 26 歳未満の若年受刑者のうち、犯罪傾向23 

が進んでいない者について、他の受刑者から独立した居室棟、工場において、小集団を編成した上、少年24 

院における矯正教育の知見等を活用した「若年受刑者ユニット型処遇」を実施する。また、若年受刑者の25 

うち、特に手厚い処遇が必要な者について、少年院と同様の建物・設備を備えた施設に収容し、社会生活26 

に必要な生活習慣、生活技術、対人関係等を習得させるための指導を中心とした「若年受刑者少年院転用27 

型処遇」を実施する。【法務省】 28 

 29 

（保護観察の対象となったこども・若者に対する処遇の強化等） 30 

 31 

こども・若者に対する保護観察処遇等の強化 32 

保護観察所において、保護観察の対象となったこども・若者のうち大麻等の薬物乱用がある者に対して33 

実施する専門的処遇プログラム、保護観察の対象となったこども・若者のニーズに合わせた修学・就労支34 

援及びしょく罪指導プログラムの実施等による犯罪被害者等の視点を取り入れた指導の充実を図るなど35 

して、保護観察処遇の強化を図る。また、保護観察に付されている少年の保護者等に対して、少年の非行36 

に関連する問題の解消に資する知識の提供等を目的とする講習会・保護者会などを開催する。【法務省】 37 

 38 
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法務少年支援センターによる地域援助の推進 1 

少年鑑別所は、少年鑑別所法第 131条に基づき、法務少年支援センターとして、地域の非行及び犯罪の2 

防止に関する援助（地域援助）を実施しているところ、広報の積極化、関係機関等との連携強化、相談環3 

境の整備等を通じ、非行防止に向けた取組を推進する。【法務省】 4 

非行及び犯罪の傾向の変化に対応し、児童虐待やいじめ対応等の多様な分野からのニーズに応えるた5 

め、地域援助を担当する職員に対する研修を充実させるなど、その知識や技能の向上を図り、非行・犯罪6 

に及んだこども・若者とその家族や、その支援を行う関係機関等からの依頼に応じ、心理相談、発達・性7 

格等の調査、講演・研修等の専門的な支援を実施する。【法務省】 8 

 9 

保護観察所による更生保護に関する地域援助等の推進 10 

保護観察所において、更生保護に関する専門的知識を活用し、こども・若者の非行防止や非行・犯罪に11 

及んだこども・若者の支援等に関する本人又はその家族、地域住民、地方公共団体、民間団体等からの相12 

談に応じ、必要な情報の提供、助言等の援助を行う。【法務省】 13 

これらの援助に適切に対応するため、更生保護に関する地域援助等を担当する職員に対する研修を充14 

実させるなど、その知識や技術の向上を図る。【法務省】 15 

 16 

保護司活動の基盤整備の推進 17 

保護司と学校を始めとする関係機関等が連携して行う犯罪予防活動を促進し、保護司と関係機関等の18 

日常的な連携・協力体制の構築を図る。【法務省】 19 

保護司のこども・若者に対する処遇を含む再犯防止の取組に果たす役割の重要性に鑑み、幅広い世代か20 

ら多様な人材を保護司として確保することができる制度の構築や保護司組織の運営を含む保護司活動の21 

支障となる要因の軽減等について検討を進め、保護司活動の基盤整備を推進する。【法務省】 22 

 23 

（非行や犯罪に及んだこどもや若者を見守る社会気運の向上） 24 

 25 

「“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～」の一層の推進 26 

各府省、地方公共団体、民間協力者と連携し、“社会を明るくする運動”等を中心として、広く国民が27 

非行や犯罪に及んだこどもや若者等の再犯の防止等についての関心と理解を深めるための事業を推進す28 

るとともに、広く国民各層に訴える広報媒体や広報手法を用いて、その一層の周知を図る。【法務省】 29 

  30 
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２ ライフステージ別の重要事項 1 

 2 

（１）こどもの誕生前から幼児期まで 3 

（妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保） 

不妊症や不育症、出生前検査など妊娠・出産に関する正しい知識の普及や相談体制の強

化を図る。 

出産費用（正常分娩）の保険適用の導入や安全・安心な無痛分娩の推進など出産に関する

支援等の更なる強化について検討を進める。 

 周産期医療の集約化・重点化を推進し、地域の周産期医療体制を確保する。周産期医療

の関係者と成育過程にある者に対する医療、保健、福祉等の関係者等との連携体制の構

築を図る。あわせて、里帰り出産を行う妊産婦への支援や、医療と母子保健との連携を推

進する。 

産後ケア事業の提供体制の確保や養育者のメンタルヘルスに係る取組を進めるなど、産

前産後の支援の充実と体制強化を行う。 

児童福祉と母子保健の一体的な相談支援等を行うこども家庭センターにおいて、産前産

後から子育て期を通じた切れ目のない継続的な支援を提供できる体制を構築する。妊娠

期から、身近な場所で相談に応じ、多様なニーズに応じた支援につなぐ伴走型相談支援

と経済的支援を一体として実施する「出産・子育て応援交付金」の継続的な実施に向けて

の制度化の検討を進め、着実に実施する。 

予期せぬ妊娠等に悩む若年妊婦等が必要な支援を受けられるよう、乳児院や母子生活支

援施設、ＮＰＯなどの民間団体とも連携しながら、取組を進める。 

乳幼児の発育・発達や健康の維持・増進、疾病の予防の観点から、新生児マススクリーニ

ング等を推進する。また、これらの観点に加え、悩みを抱える保護者等を早期に発見し、

相談支援につなげ、児童虐待の予防や早期発見にも資するよう、乳幼児健診等を推進す

る。 

先天性代謝異常等を早期に発見する新生児へのマススクリーニング検査の拡充に向けた

検証を進めるとともに、新生児聴覚検査など聴覚障害の早期発見・早期療育に資する取

組を進める。 

(こども大綱 p.25) 

 4 

（妊娠・出産に関する正しい知識の普及や相談体制の強化） 5 

 6 

不妊症・不育症・出生前検査に関する正しい知識の普及や相談体制の強化 7 

不妊症・不育症に関する広報・啓発を継続的に実施し、不妊症や不育症に関する国民の理解を深め、治8 

療を受けやすい環境整備を推進する。また、性と健康の相談センターにおいて、思春期、妊娠、出産等の9 

ライフステージに応じた相談支援を行う。さらに、出生前検査に関する適切な情報提供・相談支援を推進10 

する観点から、出生前検査に関する相談支援を担う地方公共団体の取組を推進するとともに、妊婦等に対11 

する正しい情報提供及び認証制度等の啓発を行う。【こども家庭庁】 12 
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 1 

（出産に関する支援等の更なる強化） 2 

 3 

出産費用（正常分娩）の保険適用の導入の検討 4 

令和５年４月から出産育児一時金を大幅に引き上げたところであり（42万円→50 万円）、出産費用の見5 

える化について令和６年度からの実施に向けた具体化を進める。こうした取組を行った上で、次の段階の6 

取組として、令和８年度を目途に、出産費用（正常分娩）の保険適用の導入を含め、出産に関する支援等7 

の更なる強化について検討を進める。【厚生労働省】 8 

 9 

安全な無痛分娩の推進 10 

安全な無痛分娩を推進するため、令和６年度から令和 11年度までの第８次医療計画（令和５年３月 3111 

日付け医政局長通知）を通じて、無痛分娩を実施する医療機関について、無痛分娩関係学会・団体連絡協12 

議会（ＪＡＬＡ）が実施する研修、情報公開、有害事象分析事業への参画を推進するなど、引き続き、都13 

道府県と連携した取組を進める。【厚生労働省】 14 

 15 

周産期医療体制の整備 16 

良質かつ適切な周産期医療や母子に対する切れ目ない支援を提供するため、令和６年度から令和 11 年17 

度までの第８次医療計画を通じて、医療機関の役割分担等により、周産期母子医療センター等の基幹施設18 

を中心として、ＮＩＣＵ・ＭＦＩＣＵの医療機能や周産期専門医等の高度専門人材の集約化・重点化を進19 

めるとともに、周産期医療に関する協議会への幅広い関係者の参画や当該協議会と小児・母子保健等に関20 

する協議会の情報共有を図るなど、引き続き、都道府県と連携した取組を進める。あわせて、地方の周産21 

期医療体制の不足を補完し、妊産婦本人の居住地にかかわらず、安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な22 

医療や保健サービスが受けられる環境を全国で実現するため、遠方の分娩取扱施設で出産する必要があ23 

る妊婦に対して、当該分娩取扱施設までの交通費及び宿泊費支援を行う。【厚生労働省、こども家庭庁】 24 

 25 

里帰り出産を行う妊産婦への支援及び医療と母子保健との連携の推進 26 

規制改革実施計画（令和５年６月 16 日閣議決定）を踏まえ、住所地と里帰り先の地方公共団体や医療27 

機関との間の情報共有・連携を促すことで、里帰り妊産婦への切れ目のない支援の提供の推進を図るとと28 

もに、令和５年度の調査研究において、里帰り出産をする妊産婦の課題等について把握した結果等を踏ま29 

えて、情報共有・連携の在り方等について検討を行う。また、医療と母子保健の連携を推進する観点から、30 

成育医療等基本方針に基づく計画の策定等を行う協議会を設置・開催する都道府県に対する補助を継続31 

する。【こども家庭庁】 32 

 33 

（産前産後の支援の充実と体制強化） 34 

 35 

産前産後の支援の充実と体制強化 36 

産後ケア事業の全国展開を目指すとともに、希望する全ての方が利用できるようにするための提供体37 

制の確保の取組、支援の必要性の高い利用者を受け入れる産後ケア施設への支援の拡充や、妊産婦のメン38 
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タルヘルスに関するネットワーク体制の構築等の養育者のメンタルヘルスに係る取組を進めるなど、産1 

前産後の支援の充実と体制強化を行う。【こども家庭庁】 2 

 3 

（妊娠期から子育て期を通じた切れ目のない支援の提供） 4 

 5 

こども家庭センターの体制整備【再掲】 6 

 7 

特定妊婦等に対する支援の強化【再掲】 8 

 9 

出産・子育て応援交付金の推進 10 

令和４年度第２次補正予算において創設した、地方公共団体の創意工夫により、妊娠期から出産・子育11 

てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援と、合計12 

10 万円相当の経済的支援を一体として実施する出産・子育て応援交付金を令和６年度も継続的して実施13 

するとともに、制度化を図る。【こども家庭庁】 14 

 15 

（予期せぬ妊娠等に悩む若年妊産婦等への支援） 16 

 17 

予期せぬ妊娠等に悩む若年妊婦等への必要な支援の提供【再掲】 18 

 19 

（乳幼児健診等の推進） 20 

 21 

新生児マススクリーニング検査の拡充に向けた検証の推進及び新生児聴覚検査に関する取組の推進 22 

新生児マススクリーニング検査について、こども家庭科学研究「新規疾患の新生児マススクリーニング23 

に求められる実施体制の構築に関する研究」（令和５～７年度）において、対象疾患を追加する場合の検24 

査・診療体制や遺伝カウンセリングの在り方等の課題について整理を行うとともに、重症複合免疫不全症25 

（ＳＣＩＤ）及び脊髄性筋萎縮症（ＳＭＡ）を対象として、令和５年度よりマススクリーニング検査の拡26 

充に向けた検証をモデル的に実施し、その結果を踏まえ、全国展開を目指す。また、新生児聴覚検査につ27 

いて、全ての市町村において当該検査の公費負担を実施するよう必要な働きかけを行うなど、全国の市町28 

村における聴覚障害の早期発見・早期療育に資する取組を進める。【こども家庭庁】 29 

 30 

乳幼児健診の推進 31 

生後１か月は多種多様な先天性疾患が顕在化する時期であるとともに養育者が不安を感じやすい時期32 

であることや、５歳は社会性が高まり、発達障害が認知されやすい時期であること等を踏まえ、乳幼児の33 

発育・発達や健康の維持・増進、疾病の予防、悩みを抱える保護者等の早期発見や支援、児童虐待の予防・34 

早期発見等の観点から、１か月児及び５歳児の健康診査の実施に係る支援を進め、全国展開を目指す。【こ35 

ども家庭庁】 36 

 37 

入院中のこどもに付き添う家族の環境整備にむけた取組の充実 38 



 

50 

 

入院中のこどもやその家族等が安心して入院生活を送ることができるよう、入院付添いの環境を改善す1 

るための取組を推進する。【こども家庭庁、厚生労働省】 2 

 3 

（こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実） 

家庭、幼稚園、保育所、認定こども園、こどもの育ちに関する関係機関、地域を含めた

こどもの育ちを支える場を始めとして、社会全体の全ての人と共有したい理念や基本的

な考え方を示す羅針盤である、幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョンに基

づき、社会の認識の共有を図りつつ、政府全体の取組を強力に推進する。これにより、こ

どもの心身の状況や、保護者・養育者の就労・養育状況を含むこどもの置かれた環境等に

十分に配慮しつつ、こどもの誕生前から幼児期までの育ちをひとしく、切れ目なく保障す

る。 

待機児童対策に取り組むとともに、親の就業の状況にかかわらず、特に３歳未満児の子

育て当事者が地域の中で孤立しないよう、認定こども園、保育所、幼稚園、地域子育て支

援拠点など地域の身近な場を通じた支援を充実する。幼稚園、保育所、認定こども園のい

ずれにも通っていないこどもの状況を把握し、必要な教育・保育、子育て支援サービス等

の環境整備を進め、利用につなげていく。あわせて、病児保育の充実を図る。 

幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることか

ら、幼稚園、保育所、認定こども園の施設類型を問わず、安全・安心な環境の中で、幼児

教育・保育の質の向上を図ることを通じて、障害のあるこどもや医療的ケア児、外国籍の

こどもをはじめ様々な文化を背景にもつこどもなど特別な配慮を必要とするこどもを含

め、一人一人のこどもの健やかな成長を支えていく。 

地域や家庭の環境にかかわらず、全てのこどもが、格差なく質の高い学びへ接続できる

よう、学びの連続性を踏まえ、幼保小の関係者が連携し、こどもの発達にとって重要な遊

びを通した質の高い幼児教育・保育を保障しながら、幼児教育・保育と小学校教育の円滑

な接続の改善を図る。 

こどもの育ちそのものと密接不可分な保護者・養育者支援が重要であり、保育士、保育

教諭、幼稚園教諭等の人材育成・確保・処遇改善や現場の負担軽減、職員配置基準の改善

を進める。 

(こども大綱 pp.25-26) 

 4 

（「はじめの 100か月の育ちビジョン」を踏まえた取組の推進） 5 

 6 

「はじめの 100か月の育ちビジョン」を踏まえた取組の推進 7 

「はじめの 100か月の育ちビジョン」は、「はじめの 100か月」から生涯にわたるウェルビーイング8 

の向上を図るために、社会全体の全ての人と共有したい理念と政府の取組を推進するための羅針盤とし9 

て、令和５年 12月に閣議決定された。本ビジョンでは、社会の全ての人と共有したい基本的な視点とし10 

て、こどもの育ちに関わる人々が連携し、こどもの誕生前から切れ目なく育ちを支えることや、保護11 

者・養育者のウェルビーイングと成長の支援・応援をすること 、こどもの育ちを支える環境や社会の厚12 
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みを増すことなどを掲げており、この内容を実現するため、専門職や保護者・養育者、関心層、こど1 

も・若者など社会全体に向けた「はじめの 100か月の育ちビジョン」の内容の普及啓発、地域の多様な2 

場に根差して乳幼児や保護者・養育者と地域の人々や活動をつなぐコーディネーターの養成、乳幼児に3 

関する様々な科学的知見の蓄積・普及に向けて「アタッチメント（愛着）」や「遊びと体験」が乳幼児の4 

育ちに与える影響等に関する調査研究を進める。これらの取組を始め、「はじめの 100か月の育ちビジョ5 

ン」の推進のために、「こどもまんなか実行計画」に掲げる関連施策を総合的に推進していく。【こども6 

家庭庁】 7 

 8 

（待機児童対策、地域の身近な場を通じた支援の充実等） 9 

 10 

「新子育て安心プラン」等に基づく保育の受け皿の整備等 11 

就労希望者の潜在的な保育ニーズに対応し、就労しながら子育てを希望する家庭を支え、できるだけ早12 

期に待機児童を解消するため「新子育て安心プラン」等に基づき、引き続き地域の実情を踏まえながら受13 

け皿整備を進める。また、保育需要を踏まえたマッチングを行うため、広域的保育所等利用事業（巡回送14 

迎バス）等の積極的な活用を促進する。また、令和７年度以降の保育提供体制について、必要な者に適切15 

な保育が提供されるよう、待機児童の解消だけでなく人口減少地域における保育機能の維持なども含め16 

て在り方の検討を進める。【こども家庭庁】 17 

 18 

地域子育て支援拠点事業の実施 19 

子育て家庭等の負担感・不安感を軽減するため、親子が気軽に集い、交流することができる場の提供や、20 

子育てに関する相談・援助、地域の子育て関連情報の提供、子育て及び子育て支援に関する講習を行う地21 

域子育て支援拠点事業を推進する。【こども家庭庁】 22 

 23 

親の就業状況にかかわらない支援の充実 24 

全ての乳幼児に対して、家庭と異なる環境に触れ、家族以外の多様な人と関わる機会等を提供するとと25 

もに、保護者・養育者の孤立感・不安感の解消や育児負担の軽減、親としての成長等を各家庭の状況等に26 

応じて切れ目なく図るため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就27 

労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付（「こども誰でも通園制度」）を創設する。28 

具体的には、令和７年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化し、29 

実施地方公共団体の増加を図った上で、令和８年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として30 

全国の地方公共団体において「こども誰でも通園」を実施する。【こども家庭庁】 31 

 32 

乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認の実施 33 

 地方公共団体と協力し、乳幼児健診等の未受診など、関係機関が状況を確認できていないこどもの状況34 

を把握する。また、支援を必要とする家庭については、こども家庭センターにおいてサポートプランの作35 

成を行う等により、適切な支援・サービスにつなげる取組を推進する。【こども家庭庁】 36 

 37 

病児保育事業の実施 38 
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こどもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、病院・保育所等において、病気のこどもを一時的に1 

保育するとともに安定的な運営等を支援することにより、安心して子育てができる環境整備を図る。病児2 

保育の安定的な運営を図る観点から、病児保育に係る保育士等の職務の特殊性等を踏まえた基本分単価3 

の引上げ等を、2024年度から実施する。【こども家庭庁】 4 

 5 

（幼児教育・保育の質の向上、幼児教育・保育と小学校教育の円滑な接続の改善） 6 

 7 

幼稚園教育要領、保育所保育指針及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領の着実な実施 8 

施設類型を問わず質の高い幼児教育・保育が行われるよう、地方公共団体の関係者等を対象とした会議9 

等を通じて、幼稚園教育要領、保育所保育指針及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領の趣旨・内容10 

の周知徹底を行う。また、これらの改訂に向けては、学校教育法・児童福祉法において文部科学省とこど11 

も家庭庁が相互に事前協議を行うこととされていること等を踏まえ、文部科学省とこども家庭庁が緊密12 

に連携し、施設類型を問わず幼児教育・保育の内容の整合性を図り、質の高い教育・保育を保障する。【文13 

部科学省、こども家庭庁】 14 

 15 

幼児教育・保育の質の向上に資する調査研究の実施 16 

幼稚園・保育所・認定こども園といった施設類型を問わず、また、地域や家庭の環境にかかわらず、全17 

てのこどもに格差なく質の高い学びを保障できるようにするべく、幼児教育・保育と小学校教育の円滑な18 

接続を始め、幼保小が直面している課題の解決など、幼児教育・保育の質の向上に資する調査研究を実施19 

する。また、調査研究で得られた成果については、地方公共団体の幼保小の関係者等を対象とした会議等20 

を通じて発信し、成果の横展開を実施する。【文部科学省、こども家庭庁】 21 

 22 

幼児教育・保育と小学校教育の円滑な接続の推進 23 

０歳から 18歳までの学びの連続性を踏まえつつ、「遊び」を通した質の高い幼児教育・保育を保障しな24 

がら、幼児教育・保育と小学校教育の円滑な接続の改善を図るべく、各地方公共団体における幼保小の関25 

係者が連携したカリキュラムの開発・実施を推進するとともに、令和４年度より文部科学省が実施してい26 

る「幼保小の架け橋プログラム」事業で得られた成果等も活用しながら、幼児教育・保育と小学校教育の27 

円滑な接続を推進する。【文部科学省、こども家庭庁】 28 

 29 

幼児教育に関する大規模縦断調査の実施  30 

こどもの成長に資する質の高い幼児教育を科学的に明らかにし、今後の幼児教育の政策形成に資する31 

エビデンスを得るため、幼児教育に関する大規模縦断調査を実施し、幼児教育が、こどもの発達、小学校32 

以降の学習や生活にどう影響を与えるかについて検証を行う。【文部科学省】 33 

 34 

地方公共団体における幼児教育の推進体制の構築  35 

公私立幼稚園・保育所・認定こども園等に対して、公私・施設類型問わず一体的に地域全体の幼児教育36 

の質の向上や幼保小接続の推進を図るため、幼児教育センターの設置やアドバイザーの配置、外部専門職37 

や地方公共団体の保健、福祉部局との連携等を推進し、地域の課題に的確に対応する地方公共団体におけ38 
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る幼児教育推進体制の充実・活用を支援する。【文部科学省】 1 

 2 

幼児を安心して、かつ、質の高い環境で育てるための環境整備の推進 3 

子育て支援のさらなる充実を図るため、認定こども園の設置に必要な環境整備を支援するとともに、幼4 

稚園における預かり保育の推進など幼児を健やかに育むために必要な環境整備を推進する。併せて、幼稚5 

園におけるＩＣＴ環境整備の支援など、幼児教育の質の向上を支える環境整備のための支援を行う。【文6 

部科学省】 7 

 8 

（特別な配慮を必要とするこどもへの支援） 9 

 10 

医療的ケア児保育支援事業の実施 11 

保育所等において医療的ケア児の受入れを可能とするための体制を整備し、医療的ケア児の地域生活12 

支援の向上を図る。また、医療的ケアに関する技能及び経験を有する保育士・看護師を配置し、管内の保13 

育所への支援・助言や喀痰吸引等研修の受講等を勧奨するほか、市区町村等において医療的ケア児の受入14 

れ等に関するガイドラインを策定するなど、安定・継続した医療的ケア児への支援体制を構築する。【こ15 

ども家庭庁】 16 

 17 

家庭支援推進保育事業の実施 18 

日常生活における基本的な習慣や態度の涵養等に配慮が必要な家庭や、外国人子育て家庭について、家19 

庭環境に対する配慮など保育を行う上で特に配慮が必要とされる児童が多数入所している保育所等に対20 

し、保育士の加配を行うことにより入所児童の処遇の向上を図る。【こども家庭庁】 21 

 22 

（保育士、保育教諭、幼稚園教諭等の人材育成・確保・処遇改善等） 23 

 24 

保育人材の育成・確保、保育士等の処遇改善 25 

保育人材の育成については、各専門分野のリーダー的な役割を担う者等を対象として実施する「保育士26 

等キャリアアップ研修」等の実施体制の確保を図るとともに、保育所等における職員の資質の向上に取り27 

組む。【こども家庭庁】 28 

新たに保育士を目指す者に向けた資格の取得支援、就業継続のための環境づくり、離職者の再就職の促29 

進などにより、保育人材確保策に取り組む。【こども家庭庁】 30 

保育士等の処遇改善は、平成 25 年度以降、累次の処遇改善を実施し、累計＋23％の給与改善を進めて31 

きた。また、これとは別に、技能・経験に応じた月額最大４万円の給与改善を平成 29 年度から実施して32 

いる。「こども未来戦略」（令和５年 12月 22日閣議決定）を踏まえ、引き続き令和５年人事院勧告を踏ま33 

えた対応を実施するとともに、民間給与動向等を踏まえた更なる処遇改善を進める。【こども家庭庁】 34 

費用の使途の見える化に向けて、事業者が施設ごとの経営情報等を都道府県に報告することを求める35 

とともに、報告された経営情報等の分析結果等の公表を都道府県知事に求めること等の制度化を図る。36 

【こども家庭庁】 37 

 38 
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保育現場の負担軽減 1 

保育士の補助を行う保育補助者や保育の周辺業務を行う保育支援者の配置、さらに保育所等における2 

登降園管理システムの導入等のＩＣＴ化の推進などを支援することにより、現場の業務負担軽減に取り3 

組む。【こども家庭庁】 4 

 5 

職員配置基準の改善 6 

１歳児及び４・５歳児の職員配置基準については、令和６年度から、制度発足以来 75 年間一度も改善7 

されてこなかった４・５歳児について、30対１から 25対１への改善を図り、それに対応する加算措置を8 

設ける。これとあわせて最低基準の改正を行う（経過措置として当分の間は従前の基準により運営するこ9 

とも妨げない。）。また、令和７年度以降、１歳児について、保育人材の確保等の関連する施策との関係も10 

踏まえつつ、加速化プラン期間中の早期に６対１から５対１への改善を進める。【こども家庭庁】 11 

 12 

幼稚園教諭等の人材育成・確保に向けた調査研究の実施 13 

質の高い幼児教育・保育の実践の根幹となる優れた人材の確保・定着に向けて、教育活動に集中する環14 

境整備や、養成校入学前段階からの幼児教育現場の魅力発信、個人のキャリア形成支援や離職者等の復職15 

支援等の実現に資する調査研究を実施する。加えて、調査研究で得られた効果的な取組等の成果を様々な16 

施設や養成校等において活用できるよう、横展開を行う。【文部科学省】 17 

 18 

（２）学童期・思春期 19 

（こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等） 

こどもにとって、学校は単に学ぶだけの場ではなく、安全に安心して過ごしながら、他

者と関わりながら育つ、こどもにとって大切な居場所の一つであり、こどもの最善の利益

の実現を図る観点から、また、格差を縮小し、社会的包摂を実現する観点から、公教育を

再生させ、学校生活を更に充実したものとする。 

住んでいる地域に関わらず、全てのこどもが、自分の良さや可能性を認識するととも

に、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会

的変化を乗り越え、豊かな人生を切り開き、持続可能な社会の創り手となることができる

よう、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実する。これまでの学校教育が果たし

てきた、①学習機会と学力の保障、②社会の形成者としての全人的な発達・成長の保障、

③安全・安心な居場所・セーフティネットとしての身体的、精神的な健康の保障の３つを

学校教育の本質的な役割として継承しつつ、こども・若者、保護者、教育現場、地方公共

団体（教育委員会及び首長部局）などのステークホルダーからの意見聴取や対話を行い、

施策に反映していきながら、取組を着実に進めていく。 

学校における働き方改革や処遇改善、指導・運営体制の充実の一体的推進、１人１台端

末やデジタル教科書の活用などを進め、一人一人のこどもの可能性を伸ばしながら、教職

員が本来求められる役割に対してその力を存分に発揮できるようにしていく。 

インクルーシブ教育システムを推進し、特別支援教育の充実を図る。 

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に進め、こどもを地域全体で育む
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地域とともにある学校づくりと、地域やこどもをめぐる課題解決のためのプラットフォ

ームにもなり得る学校を核とした地域づくりを推進する。 

将来にわたりこども・若者がスポーツ・文化芸術に継続して親しむことができるよう、

地域の実情に応じて、部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた地域のスポ

ーツ・文化芸術環境の整備を進める。 

在外教育施設における教育の振興に関する法律の基本理念等を踏まえ、在外教育施設

の魅力を高め、多様なこどものニーズや施設ごとの特性を踏まえた「選ばれる在外教育施

設」づくりを推進する。 

社会形成に参画する態度や規範意識、思いやりの心を育てるため、道徳教育や情報モラ

ル教育を推進する。 

体育の授業の充実を図るとともに、学校や地域におけるこどもの体力の向上のための

取組を推進する。 

こども・若者の健康の保持増進を担う養護教諭の支援体制の推進や、健康診断等の保健

管理や薬物乱用防止教育など、学校保健を推進する。 

学校給食の普及・充実や、栄養教諭を中核とした、家庭、学校、地域等が連携した食育

の取組を推進する。学校給食無償化の課題の整理等を行う。 

(こども大綱 pp.26-27) 

 1 

（学校における働き方改革や処遇改善、指導・運営体制の充実等） 2 

 3 

学校における働き方改革や処遇改善、指導・運営体制の充実の一体的推進 4 

学校における働き方改革の更なる加速化、処遇改善、指導・運営体制の充実を一体的に進める。社会全5 

体の理解の醸成や慣習にとらわれない廃止等を含む学校・教師が担う業務の適正化等を推進する。令和６6 

年度から３年間を集中改革期間とし、スピード感を持って、令和６年度から小学校高学年の教科担任制の7 

強化や教員業務支援員の全ての小・中学校への配置を速やかに進める。【文部科学省】 8 

 9 

次世代校務ＤＸの推進 10 

校務系・学習系ネットワーク統合と汎用のクラウドツールの活用を前提とした、パブリッククラウド上11 

で運用できる次世代型校務支援システムの活用を含む次世代の校務ＤＸ化を推進することで、ネットワ12 

ーク統合によるシームレスなデータ連携、データ連携基盤の創出、校務のロケーションフリー化とクラウ13 

ド化の推進、広域での共同調達の促進等を図る。【文部科学省】 14 

 15 

学校における１人１台端末活用の促進 16 

１人１台端末の活用による様々な事例の創出に向けて指定校を設置する。また、ポータルサイトを通じ17 

て好事例を全国展開し、各校の取組状況を随時配信するなど、実践事例を公開する。【文部科学省】 18 

都道府県を中心とした広域連携の枠組みである「協議会」を設置し、域内全ての地方公共団体がＩＣＴ19 

活用を推進していく体制を強化することで、全ての学校が端末活用の“試行錯誤”から“日常化”のフェ20 

ーズに移行し、こどもの学びのＤＸを実現していくための支援基盤の構築を進める。【文部科学省】 21 
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 1 

（学びと社会の連携促進） 2 

 3 

学びと社会の連携促進 4 

社会の様々な資源を活用し、多様なニーズに応える学びを実現するための環境整備や有識者との議論5 

等の検証を実施し、事例の全国展開を進める。【経済産業省】 6 

 7 

（改訂版生徒指導提要の周知） 8 

 9 

改訂版生徒指導提要の周知 10 

学校教育の本質的な役割を果たすためには、学校現場において、生徒指導の目的や目標が正しく理解さ11 

れ、実践されることが重要であるため、生徒指導を取り巻く諸課題の状況を踏まえた生徒指導提要の改訂12 

内容について、学校現場への着実な周知・徹底を図る。【文部科学省】 13 

 14 

（コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進） 15 

 16 

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進 17 

全ての公立学校に地域と連携・協働する体制を構築するため、コミュニティ・スクールと地域学校協働18 

活動の一体的な取組を一層推進する。その際、学校と地域をつなぐ人材として、地域学校協働活動推進員19 

の効果的な配置促進・常駐化、資質向上等を図ることにより、こどもたちを地域全体で育む地域とともに20 

ある学校づくりを推進するとともに、地域やこどもをめぐる課題解決のためのプラットフォームにもな21 

り得る学校を核とした地域づくりを推進する。【文部科学省】 22 

 23 

（地域のスポーツ・文化芸術環境の整備） 24 

 25 

地域のスポーツ・文化芸術環境の整備  26 

将来にわたりこども・若者がスポーツ・文化芸術に継続して親しむことができるよう、まずは改革推進27 

期間である令和５年度から令和７年度の３年間において、運営団体・実施主体の体制整備、指導者の質の28 

保障・量の確保、地域における活動内容の充実、参加費用負担への支援等に関する実証事業や部活動指導29 

員の配置などを通じ、地域の実情に応じて、部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた地域の30 

スポーツ・文化芸術環境の整備を進める。改革推進期間終了後の令和８年度以降においては、改革推進期31 

間の取組状況や成果等を踏まえた検討を進める。【文部科学省】 32 

 33 

（在外教育施設の教育の振興） 34 

 35 

在外教育施設の教育の振興  36 

在留邦人のこどもの教育の機会確保のため、国内同等の学びを保障できるよう、「公立学校義務教育諸37 

学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律」に準じた教師配置の実現を図るとともに、在外教育38 
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施設重点支援プランにおいて、特色ある研究開発による教育の高度化を図り、こども・若者の学びを保障1 

する教育の質の向上や多様化・特色化の推進を図るための優れた教育プログラムの開発支援を行う。【文2 

部科学省】 3 

 4 

（道徳教育の推進） 5 

 6 

学校における道徳教育の推進 7 

自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した一人の人間として他者と共によりよく生き8 

るための基盤となる道徳性を養うため、道徳教育アーカイブの充実等の取組を行いながら、「特別の教科 9 

道徳」を要とした道徳教育を推進する。【文部科学省】 10 

 11 

（学校や地域におけるこどもの体力の向上のための取組の推進） 12 

 13 

体育の授業の充実・こどもの体力向上  14 

全国的なこどもの体力や運動習慣等の状況を把握し、国や地域の施策の改善に活かすとともに、学習指15 

導要領の着実な実施に向けた研修や好事例の情報提供等の取組を進める。【文部科学省】 16 

 17 

（学校保健の推進） 18 

 19 

学校保健の推進  20 

学校においてこどもが生涯を通じて心身の健康を保持増進するための資質・能力を育成することを目21 

指し、また、複雑化・多様化するこどもの現代的な健康課題に対応するため、養護教諭・栄養教諭の業務22 

の支援体制の強化を図るとともに、がんや薬物乱用防止、心の健康に関する指導など学習指導要領に基づ23 

く保健教育や健康相談、保健指導、健康診断等の保健管理、保健組織活動等の学校保健の充実を図る。【文24 

部科学省】 25 

 26 

（学校給食の普及・充実、食育の推進） 27 

 28 

学校給食の普及・充実、食育の推進  29 

栄養バランスのとれた食事の提供を通じて、こどもの健康の保持増進を始め、食に関する正しい理解や30 

適切な判断力、地域の伝統的な食文化や産業、自然環境の恵沢に対するこどもの理解増進等を図るため、31 

学校給食における地場産物等の使用を促進し、学校給食の充実・食育の推進に取り組む。【文部科学省、32 

農林水産省】 33 

 34 

全国ベースでの学校給食の実態調査の実施  35 

「こども未来戦略」を踏まえ、学校給食費の無償化の実施状況を含めた学校給食の実態を把握するため、36 

各種調査を実施し、「こども未来戦略方針」（令和５年６月 13 日閣議決定）の決定から１年以内にその結37 

果を公表する。その上で、学校給食費の無償化に係る課題の整理等を行う。【文部科学省】 38 
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 1 

食の指導充実に向けた取組の実施  2 

食物アレルギーや肥満・痩身などこどもの食に関する健康上の諸課題に対応するため、栄養教諭の食に3 

関する個別指導力向上に向けた取組の支援を実施する。また、義務教育諸学校における食に関する指導に4 

資するこども向けの食育教材を作成し、栄養教諭を中核に家庭・地域等と連携した学校における食育を推5 

進する。【文部科学省】 6 

 7 

多様な関係者が連携・協働した食育活動の推進 8 

こどもが食生活を始めとした基本的な生活習慣を身に付けることができるよう、成育医療等基本方針9 

に基づく国民運動である「健やか親子２１」の普及啓発を始め、家庭、地域、企業、民間団体等の多様な10 

関係者が連携・協働して、農林漁業体験機会の提供など、食に関する情報や知識、伝統や文化等を理解す11 

ることに寄与する食育活動を推進する。【農林水産省、こども家庭庁】 12 

 13 

（居場所づくり） 

全てのこども・若者が、年齢を問わず、相互に人格と個性を尊重しながら、安全に安心

して過ごせる多くの居場所を持つことができるよう、社会全体で支えていくことが必要

である。もとよりこども・若者の「居場所」とは、こども・若者が遊んだり、何もしなか

ったり、好きなことをして過ごす場所や時間、人との関係性全てが「居場所」になり得る

ものであるが、その場を居場所と感じるかどうかはこども・若者本人が決めるものである

という前提に立って居場所づくりを推進する。その際、こどもの居場所を新たにつくって

いくことに加え、すでに多くのこども・若者の居場所となっている児童館、子ども会、こ

ども食堂や学習支援の場など地域にある多様な居場所、公民館や図書館などの社会教育

施設などについても、こども・若者にとってよりよい居場所となるよう取り組む。こうし

た点を含め、誰一人取り残さず、こども・若者の視点に立った多様な居場所づくりが行わ

れるよう、こどもの居場所づくりに関する指針に基づき、こども・若者の声を聴きながら

居場所づくりを推進する。 

全てのこどもが放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよ

う、放課後のこどもの遊びと生活の場である放課後児童クラブの受け皿整備を着実に進

め、放課後児童クラブの安定的な運営を確保し、待機児童の早期解消を図るとともに、学

校施設の利用促進の観点も含め首長部局・教育委員会等の連携を促進する等の放課後児

童対策に取り組む。 

(こども大綱 pp.27-28) 

 14 

（こども・若者の視点に立った多様な居場所づくり） 15 

 16 

こどもの居場所づくりの推進 17 

こどもの居場所づくりに関する指針（令和５年 12月 22 日閣議決定）を踏まえ、本指針の広報啓発や、18 

災害時のこどもの居場所づくりやこどもの居場所づくりの評価指標に関する調査研究、児童館ガイドラ19 
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イン等の見直しを実施する。また、地方公共団体によるこども・若者の居場所の実態調査や広報啓発活動1 

への支援、こども・若者の居場所づくりに関するコーディネーター配置への支援、ＮＰＯ等と連携したこ2 

どもの居場所づくり支援モデル事業や児童館における中・高校生世代等の居場所機能の強化支援等を通3 

じ、指針に基づいた地域のこども・若者の居場所づくりを推進する。令和６年能登半島地震における被災4 

したこどもの居場所づくり支援を令和６年度も継続して実施する。【こども家庭庁】 5 

 6 

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進【再掲】 7 

 8 

こどもたちの持つ多様な個性・才能・創造性を伸ばせる場の検証等 9 

こどもたち一人ひとりが持つ多様な個性・才能・創造性を伸ばせる学校や家庭以外の場のモデルに関す10 

る有識者との議論等の検証や普及促進等を実施する。【経済産業省】 11 

 12 

（放課後児童対策） 13 

 14 

放課後児童対策に係る取組の強化 15 

こども未来戦略を踏まえ、約 152万人分の放課後児童クラブの受け皿整備を早期に達成し、待機児童の16 

解消を図るとともに、常勤職員配置の改善等を通じて、放課後児童クラブの安定的な運営を確保する。令17 

和５年 12月に策定した、「放課後児童対策パッケージ」に基づき、所管部局の求めに応じて学校施設を活18 

用した放課後児童クラブをできる限り早期に整備することや、福祉部局と教育委員会の連携の促進、利用19 

ニーズの高い年度前半等への支援策の検討等、放課後児童対策に係る取組の強化を図る。また、受け皿整20 

備の状況や市町村のニーズを踏まえ、令和７年度以降の放課後児童クラブの整備について検討を行う。ま21 

た、こどもが放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう放課後児童クラブ22 

運営指針の見直しを実施する。【こども家庭庁、文部科学省】 23 

 24 

（小児医療体制、心身の健康等についての情報提供やこころのケアの充実） 

 こどもが地域において休日・夜間を含めいつでも安心して医療サービスを受けられる

よう、小児医療体制の充実を図る。 

小児医療の関係者と成育過程にある者に対する医療、保健、福祉、教育等の関係者等と

の連携体制の構築を図り、医療的ケア児やその家族も含めた支援体制を確保する等、地域

のこどもの健やかな成育の推進を図る。 

こども・若者が、自らの発達の程度に応じて、心身の健康、性に関する正しい知識を得

て、ＳＯＳを出したり、セルフケアをしたり、自らに合ったサポートを受けたりできるよ

う、教育委員会と保健部局が連携し、学校や保健所等において、性に関する科学的知識に

加え、性情報への対処や互いを尊重し合う人間関係など様々な観点から、医療関係者等の

協力を得ながら、性と健康に関する教育や普及啓発・相談支援を進める。 

予期せぬ妊娠、性感染症等への適切な相談支援等を進める。 

(こども大綱 p.28) 

 25 
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（小児医療体制の充実） 1 

 2 

小児医療体制の整備 3 

こどもが安心して医療サービスを受けられる小児医療体制を構築するため、令和６年度から令和 11 年4 

度までの第８次医療計画を通じて、小児初期救急センター、休日夜間急患センター等を確保し、＃8000等5 

の電話相談事業の相談体制を強化するなど、引き続き、都道府県と連携した取組を進める。【厚生労働省】 6 

 7 

（小児医療における医療・保健・福祉の連携） 8 

 9 

小児医療における医療・保健・福祉の連携 10 

地域のこどもの健やかな成育に向けて、小児医療と保健・福祉との連携を推進するため、令和６年度か11 

ら令和 11 年度までの第８次医療計画を通じて、小児医療に関する協議会への幅広い関係者の参画を求め12 

るとともに、当該協議会において医療的ケア児及びその家族への支援等に関する協議を進めるなど、引き13 

続き、都道府県と連携した取組を進める。【厚生労働省】 14 

 15 

（性と健康に関する教育や普及啓発・相談支援） 16 

 17 

学習指導要領に基づく性に関する指導の着実な実施  18 

小・中・高等学校等において、こどもの発達の段階に応じ、学習指導要領に基づく性に関する指導が着19 

実に実施されるよう、学習指導要領の趣旨の周知徹底を図る。【文部科学省】 20 

 21 

性と健康に関する教育や普及啓発・相談支援の推進 22 

性と健康の相談センターにおいて、思春期、妊娠、出産等のライフステージに応じた相談支援や、こど23 

も向けの性に関する教育等を行う専門家等に対する研修等を継続的に実施する。また、若者向けの相談支24 

援サイト「スマート保健相談室」において、性や妊娠の悩みに対応する知識や相談窓口の情報を引き続き25 

提供していく。【こども家庭庁】 26 

 27 

（予期せぬ妊娠、性感染症等への適切な相談支援等） 28 

 29 

予期せぬ妊娠、性感染症等への適切な相談支援等の推進 30 

性と健康の相談センターにおいて、予期せぬ妊娠、性感染症等を含めた性に関する相談支援や、若年妊31 

婦等への支援に積極的なＮＰＯ等がアウトリーチやＳＮＳによる相談支援等を実施するための支援を継32 

続的に実施する。また、若者向けの相談支援サイト「スマート保健相談室」において、性や妊娠の悩みに33 

対応する知識や予期せぬ妊娠等の相談窓口の情報を引き続き提供していく。【こども家庭庁】 34 

 35 

（成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育） 

こども・若者が社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら、社会を生き抜き、地域

の課題解決を社会の構成員として主体的に担う力を発達の程度等に応じて身に付けるこ
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とができるよう、主権者教育を推進する。 

こども・若者が消費者の権利と責任について理解するとともに、主体的に判断し責任を

持って行動できるよう、教育機関や関係団体との連携・協働による消費者教育の推進を図

る。金融経済教育の機会の提供に向けた取組を推進するための体制を整備し、金融経済教

育の更なる充実を通じて、こども・若者の金融リテラシーの向上に取り組む。 

様々な仕事・ロールモデルに触れる機会、社会人との交流の場、乳幼児と触れ合う機会

などを創出し、こども・若者が自らのライフデザインを描けるよう、意識啓発や情報提供

に取り組む。 

こども・若者が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的

自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けることに資する取組を推進する。職

場体験・インターンシップ等の体験的な学習活動を効果的に活用する。こども・若者の自

己実現につながる働き方の選択等に資するよう、高校等における労働関係法令の教育の

支援に取り組む。社会保障の意義や仕組みを理解し、必要な制度を活用できるようにする

とともに、変化する社会における社会保障について当事者意識を持てるようにするため、

社会保障教育の取組を一層推進する。 

(こども大綱 pp.28-29) 

 1 

（主権者教育） 2 

 3 

学校における主権者教育の推進 4 

主権者として社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら、これからの社会を生き抜く力や地域の課5 

題解決を社会の構成員の一人として主体的に担うことができる力を育むため、学習指導要領に基づき、発6 

達段階に応じて、政治参加の重要性や選挙の意義等についての指導が着実に実施されるよう、関係会議等7 

においてその趣旨の理解の徹底に努める。【文部科学省】 8 

 9 

高校生向け副教材の作成・配布 10 

選挙や政治に関する教育の充実のため、高校生向け副教材を作成し、新高校１年生に対して配布する。11 

【総務省、文部科学省】 12 

 13 

主権者教育アドバイザーの派遣 14 

選挙管理委員会等からの要望に応じて、主権者教育に知見のあるアドバイザーを派遣し、学校における15 

選挙出前授業の内容の更なる充実を図っていく。【総務省】 16 

 17 

（消費者教育、金融経済教育） 18 

 19 

消費者教育の推進  20 

各教育機関等において、最新の状況を踏まえた被害事例等の把握、消費生活等に係る専門家（弁護士や21 

消費生活相談員等）の有する知識や経験の活用等によって、より実践的で現状に応じた消費者教育を実施22 
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するためのモデルを構築するとともに、地域における多様な主体の連携・協働により消費者教育推進体制1 

の構築を図る。若者が自立した消費者として適切な意思決定を行い、責任ある消費行動をとることができ2 

るようにするため、学習指導要領に基づき、発達段階に応じて、多様な契約や消費者の権利と責任、消費3 

者保護の仕組みの理解等についての指導が着実に実施されるよう、関係会議等においてその趣旨の理解4 

の徹底に努める等、学校における消費者教育を推進する。また、消費者教育連携・協働推進全国協議会（消5 

費者教育フェスタ）を開催し、教育機関や関係団体との連携・協働による消費者教育の推進を図る。【文6 

部科学省】 7 

 8 

金融経済教育の充実 9 

国全体として金融経済教育の機会提供に向けた取組を推進するための中立的な組織として、新たな認10 

可法人となる「金融経済教育推進機構」が令和６年４月に設立された。同機構では、同年８月の本格稼働11 

を目指しており、本格稼働後は学校・企業向けの出張授業等に取り組むとともに、顧客の立場に立ったア12 

ドバイザーの認定・支援、個人に対する個別相談の実施・支援、金融経済教育の教材・コンテンツの作成13 

など幅広い活動を進めることで、金融経済教育を更に充実させ、こども・若者を含めた国民の金融リテラ14 

シー向上に取り組む。【金融庁】 15 

 16 

（ライフデザインに関する意識啓発・情報提供） 17 

 18 

学校におけるライフデザインに関する教育の推進 19 

家庭、地域、社会における自立した生活者として必要な力を育むため、学習指導要領に基づき、発達段20 

階に応じて、各ライフステージの特徴などを踏まえた生涯を見通した生活設計やこどもの生活と保育等21 

についての指導が着実に実施されるよう、関係会議等においてその趣旨の理解の徹底に努める。【文部科22 

学省】 23 

 24 

地域におけるライフプランニング支援・乳幼児触れ合い体験等の推進 25 

地方公共団体が実施する少子化対策の取組について、教育・福祉部局の連携の下、中高生や若い世代向26 

けのライフデザインセミナー、子育て家庭やこどもとの触れ合い体験などの結婚・子育てに温かい社会づ27 

くり・気運の醸成を図る取組に対し、地域少子化対策重点推進交付金により支援するとともに、各事業の28 

実績を把握し、交付金活用事例集を作成するほか、優良事例についての情報共有にも努め、優れた取組の29 

横展開を図る。【こども家庭庁】 30 

 31 

（社会的・職業的自立に向けた学習、社会保障教育） 32 

 33 

キャリア教育の推進 34 

学校、地域・社会、産業界等が連携・協働して取り組む体験的な活動など、各学校段階を通じた体系的・35 

系統的なキャリア教育を推進する。【文部科学省】 36 

 37 

学校における労働に関する教育の推進 38 
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 働き始める前に、勤労観や職業観を培うと共に、労働基準法など労働法制について理解するために、1 

学習指導要領に基づき、発達段階に応じて、社会生活における職業の意義と役割や雇用と労働問題等に2 

ついての指導が着実に実施されるよう、関係会議等においてその趣旨の理解の徹底に努める。【文部科3 

学省】 4 

 5 

労働法学習教材の提供等 6 

 高校生等が、自己実現につながる働き方を選択できるようにすること及び職場でのトラブルを防止・解7 

決することを目的として、学習教材「これってあり？～まんが知って役立つ労働法Ｑ＆Ａ～」等を高校等8 

に提供することのほか、都道府県労働局の職員等を講師として派遣することによって、各教育機関におけ9 

る労働関係法令の教育の支援を行う。【厚生労働省】 10 

 11 

社会保障教育に関する教材の内容の充実・周知 12 

社会保障教育の一層の推進のため、高校の教員への意見聴取等を通じて教育現場の実態を把握しなが13 

ら、教材の内容の充実や効果的な周知に取り組む。【厚生労働省】 14 

 15 

（いじめ防止） 

いじめは、こどもの心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であり、社会総がかりで

いじめ問題に取り組む。首長部局と教育委員会が連携し、国公私立の全ての学校におい

て、いじめ防止対策推進法に基づいた対応の徹底を図るとともに、道徳科や学級・ホーム

ルーム活動等におけるこども主体でのいじめ防止に資する取組の実施、いじめの積極的

な認知と早期の組織的対応、相談先の確保、関係機関等との連携の推進など、いじめ防止

対策を強化する。加えて、いわゆる「ネットいじめ」に関する対策の推進を図る。また、

全てのこどもが自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるよう働きか

けるなど、いじめの未然防止教育を推進する。 

いじめの被害児が加害児でもあったり、加害の背景に虐待体験があったり、その保護者

にも虐待体験があったり経済的困難の問題があったりするなど、その実態や背景の把握、

解決に向けた対応は容易ではないことも多く、スクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカーを交えた多面的な見立てと横断的かつ縦断的な手立てや支援を講じる。 

地方公共団体における総合教育会議等を活用した日常的な首長部局と教育委員会との

連携促進や、首長部局でいじめ相談から解消まで取り組むなど地域におけるいじめ防止

対策の体制構築、重大ないじめ対応に係る第三者性の向上、警察等の外部専門機関との連

携促進等に取り組む。 

いじめの重大事態について、国に情報を収集し、文部科学省とこども家庭庁とで情報を

共有しつつ、学校設置者に必要な支援を行うとともに、重大事態調査の結果について分析

等を行い、重大事態調査の適切な運用やいじめ防止対策の強化を図る。 

(こども大綱 p.29) 

 16 

（いじめ防止対策の強化） 17 
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 1 

いじめ事案への対応 2 

 スクールサポーターの学校への訪問活動等により、いじめ事案の早期把握に努めるとともに、把握した3 

いじめ事案の重大性及び緊急性、被害児童等及びその保護者の意向、学校等の対応状況等を踏まえ、学校4 

等と緊密に連携しながら、的確な対応を推進する。【警察庁】 5 

 6 

教育相談体制の充実【再掲】  7 

 8 

いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議の開催 9 

いじめを政府全体の問題として捉え直し、関係省庁が連携して取り組んでいくため、文部科学省とこど10 

も家庭庁を共同議長とした「いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会議」を随時開催し、関係省庁と連携11 

して対応すべき課題を整理し、結論を得たものから対応していく。【こども家庭庁、文部科学省】 12 

 13 

（地域におけるいじめ防止対策の体制構築・連携強化） 14 

 15 

学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに向けた手法の開発・実証 16 

いじめの長期化・重大化を防止するため、学校外からのアプローチとして、地方公共団体の首長部局に17 

おいていじめの相談から解消まで取り組む手法の開発・実証を進め、多様な地域・取組のモデル構築に取18 

り組むとともに、各地方公共団体の参考となるモデル事例の横展開を図る。【こども家庭庁】 19 

 20 

いじめ対応における警察等関係機関との連携の周知徹底【再掲】 21 

 22 

いじめ調査アドバイザーの活用 23 

いじめの重大事態調査について、調査の第三者性確保の観点から、学識経験者等の専門家を「いじめ調24 

査アドバイザー」として委嘱し、地方公共団体等から寄せられた調査委員の人選や中立・公平性のある調25 

査方法等に関する相談に対して、助言を行う。【こども家庭庁】 26 

 27 

（いじめの重大事態の収集・分析等） 28 

 29 

いじめ重大事態の収集・分析等  30 

いじめ重大事態の実態を把握し、課題点等を抽出する等、国全体での重大事態調査の適切な運用やい31 

じめ防止対策の改善・強化につなげることを目的として、令和５年度よりいじめの重大事態について網羅32 

的に報告を求め、必要な支援や助言を行うとともに、調査報告書の収集・分析を実施する。また、「いじ33 

め防止対策協議会（専門家の有識者会議）」を活用しながら、重大事態調査報告書を文部科学省及びこど34 

も家庭庁において収集・分析することを通じて、重大事態に至るケースに共通する要素（標準的な調査項35 

目や重大化・長期化の要因等）を把握し、各地方公共団体等における重大事態調査の運用改善を図る。【文36 

部科学省、こども家庭庁】 37 

 38 
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（不登校のこどもへの支援） 

不登校については、本人・家庭・学校に関わる様々な要因が複雑に関わっている場合が

多く、不登校はどのこどもにも起こり得るものであり、不登校というだけで問題行動であ

ると受け取られることのないように配慮することを基本的な考え方とする教育機会確保

法の趣旨を踏まえ、全てのこどもが教育を受ける機会を確保できるよう、学校内外の教育

支援センターの設置促進・機能強化を図り、学びの多様化学校（いわゆる不登校特例校）

を全都道府県・政令指定都市に設置するとともに、将来的には全国に 300校の設置を目指

す。 

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーなどの専門家にいつでも相談で

きる環境の整備、ＩＣＴ等を活用した学習支援、ＮＰＯやフリースクール等との連携な

ど、不登校のこどもへの支援体制を整備し、アウトリーチを強化する。 

不登校のこどもの意見も聞きながら、不登校傾向を含めた不登校のこどもの数の増加

に係る要因分析を行う。 

(こども大綱 pp.29-30) 

 1 

（教育機会確保法の趣旨の周知） 2 

 3 

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の周知  4 

教育機会確保法の基本理念や考え方、関係する通知等をまとめたパンフレットを作成し、改めて日常的5 

にこどもと接する機会のある教職員を含め広く周知を行う等、その周知徹底を継続する。【文部科学省】 6 

 7 

（不登校のこどもへの支援体制の整備・強化） 8 

 9 

多様な学びの場の確保に向けた取組 10 

 学びの多様化学校の設置検討に要する経費を措置することに加え、令和６年２月に改定した「学びの多11 

様化学校の手引き」や学びの多様化学校に関する各種調査研究も踏まえた広報により、学びの多様化学校12 

の設置促進を促す。【文部科学省】 13 

不登校のこどもを在籍校とつないだり、自宅にいるこども・保護者へ学習・相談支援を行うとともに、14 

地方公共団体の取組の横展開等も踏まえた不登校のこども等への支援に関する地域の拠点としての教育15 

支援センターの機能強化を図る。また、教育支援センターが地域の拠点として機能や役割を明確化するた16 

めのモデルを構築し、民間のノウハウを取り入れた支援が行えるよう、教育支援センターの業務委託や人17 

事交流等を通して、ＮＰＯやフリースクール等との連携を強化する等の調査研究を実施する。校内教育支18 

援センターを設置する際に必要となる、設置検討委員会や教職員研修の実施など、不登校のこどもの実態19 

に配慮した支援をするとともに、効果的な取組事例を横展開することにより、校内教育支援センター（Ｓ20 

ＳＲ）の設置促進を行い、不登校に至る前の早期対応として、学校内の居場所づくりを推進する。【文部21 

科学省】 22 

 23 

教育相談体制の充実【再掲】 24 
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 1 

（不登校傾向を含めた不登校のこどもの数の増加に係る要因分析） 2 

 3 

いじめ・不登校等の未然防止に向けた魅力ある学校づくりに関する調査研究 4 

いじめ・不登校等の未然防止に向けて、民間のノウハウを取り入れた支援が行えるよう、業務委託や人5 

事交流等を通してＮＰＯやフリースクール等との連携を強化するとともに、ＮＰＯ等の民間機関と連携6 

した教育支援センターの在り方に関する調査研究など、必要な調査研究を行う。また、不登校の要因を科7 

学的な手法に基づいて分析・分類するとともに、要因に応じた最適な支援や未然対応方法を整理するなど、8 

不登校のこどもへの要因に基づく支援を検討するための調査研究を実施する。【文部科学省】 9 

 10 

（校則の見直し） 

校則は、各学校がそれぞれの教育目標を達成するために、学校や地域の状況に応じて、

必要かつ合理的な範囲内で定めるものであり、校則の見直しを行う場合にはその過程で

こどもや保護者等の関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましいことか

ら、学校や教育委員会等に対してその旨を周知するとともに、各地の好事例の収集、周知

等を行う。 

(こども大綱 p.30) 

 11 

（校則の見直し） 12 

 13 

校則の見直し 14 

教育委員会等に対して、校則は絶えず見直しを図る必要があることや、こどもが主体的に見直しに参画15 

することは、身近な課題を自ら解決するといった教育的意義があること、校則の内容を学校内外の者が参16 

照できるよう、学校のホームページ等に公開しておくことが望ましいことなどを周知する。また、文部科17 

学省が主催する研修会において収集した校則の見直しに関する各地の好事例を周知する。【文部科学省】 18 

  19 

（体罰や不適切な指導の防止） 

体罰はいかなる場合も許されものではなく、学校教育法で禁止されている。また、生徒

指導提要等においても、教職員による体罰や不適切な指導等については、部活動を含めた

学校教育全体で、いかなるこどもに対しても決して許されないと示されていることを踏

まえ、教育委員会等に対する上記趣旨の周知等、体罰や不適切な指導の根絶に向けた取組

強化を推進する。 

(こども大綱 p.30) 

 20 

（体罰や不適切な指導の防止） 21 

 22 

体罰や不適切な指導の防止 23 
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体罰は学校教育法第 11 条で禁止されており、いかなる場合においても決して許されないことや、生徒1 

指導提要に示されている不適切な指導と考えられる例などを踏まえ、生徒指導に当たって留意すべき事2 

項などを各種研修の場において教育委員会等に対して周知する。【文部科学省】 3 

 4 

（高校中退の予防、高校中退後の支援） 

高校中退を予防するため、学習等に課題を抱える高校生の学力向上や進路支援、キャリア

教育の充実、課題に応じて適切な支援につなげるスクールソーシャルワーカーの配置推

進など、高校における指導・相談体制の充実を図る。 

 高校を中退したこどもが高校卒業程度の学力を身に付けることができるよう、学習

相談や学習支援を推進する。地域若者サポートステーションやハローワーク等が実施す

る支援の内容について、学校が高校を中退したこどもに情報提供を行うなど、就労支援や

復学・就学のための取組の充実を図る。高校を中退したこどもの高校への再入学・学びを

支援する。 

(こども大綱 p.30) 

 5 

（高校中退の予防） 6 

 7 

教育相談体制の充実【再掲】 8 

 9 

キャリア教育の推進【再掲】 10 

 11 

（高校中退後の支援） 12 

 13 

高校中退者等への学習相談・学習支援等の提供・実施【再掲】 14 

 15 

地域若者サポートステーションにおける支援 16 

地域若者サポートステーションにおいて、高校等の関係機関との連携により、アウトリーチ（訪問支援）17 

型の相談等を活用し、高校中退者等に対する学校教育からの切れ目のない就労支援に取り組む。【厚生労18 

働省】 19 

 20 

わかものハローワーク等における支援 21 

わかものハローワーク等に就職支援ナビゲーター等を配置し、正社員就職を希望する、安定した就労の22 

経験が少ない若者（おおむね 35 歳未満）やハローワークへの来所にためらいがある若者等を対象に、担23 

当者制による個別支援、正社員就職に向けたセミナーやグループワーク等の各種支援や就職後の職場定24 

着支援を実施する。【厚生労働省】 25 

 26 

（３）青年期 27 
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（高等教育の修学支援、高等教育の充実） 

若者が、家庭の経済状況にかかわらず、大学等の高等教育機関に進学するチャンスを確

保できるよう、高等教育段階の修学支援を着実に実施する。 

大学等に進学した若者が、組織的・体系的な質の高い教育を受けることができ、主体的

な学修を進められるよう、大学等において教育内容・方法の改善を進める。 

在学段階から職業意識の形成支援を行うとともに、学生のキャリア形成支援やライフ

プランニング教育を推進する。 

大学等における学生の自殺対策などの取組や、障害のある学生への支援を推進する。 

青年期の社会人を始めとする幅広い学習者の要請に対応するための大学等における生

涯学習の取組を促す。 

(こども大綱 p.31) 

 1 

（高等教育段階の修学支援） 2 

 3 

高等教育費の負担軽減【後掲】 4 

 5 

（高等教育の充実） 6 

 7 

大学における学修者本位の教育の推進 8 

教育改革の状況の調査や必要な情報の提供等を行い、各大学における学修者本位の教育の実現に向け9 

た、学修目標の具体化及び体系的な教育課程の編成・実施、並びに学修成果の把握・可視化等の教学マネ10 

ジメントの確立や教育内容・方法の改善を促す。【文部科学省】 11 

 12 

専門学校における教育の質の向上 13 

専門学校における教育の質の向上や社会的評価の一層の向上のため、各学校において、教育活動や組織14 

運営等の状況について、自己点検評価を行うとともに、独立した第三者機関から評価を受けることを促進15 

する。あわせて、職業実践専門課程（企業等との密接な連携により、最新の実務の知識等を身につけられ16 

るよう教育課程を編成し、学校評価や情報公開を積極的に行うなど、より実践的な職業教育の質の保証・17 

向上に組織的に取り組む専修学校の専門課程）の文部科学大臣認定促進を通じたカリキュラムや評価等18 

の情報公開の促進に係る取組の推進を図る。【文部科学省】 19 

 20 

専門学校の教職員を対象とした研修プログラム等の実施等 21 

実践的な職業教育を行うことが求められる専門学校においては、特に企業等と連携した教育内容改善22 

等に資する研修を多数計画・実施することが不可欠であることを踏まえ、専門学校の教職員の資質能力向23 

上のための教職員研修プログラムを計画・実施する。【文部科学省】 24 

 25 

（学生のキャリア形成支援やライフプランニング教育の推進） 26 

 27 
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学生のキャリア形成支援活動にかかる優良事例の発掘・発信 1 

大学・短期大学・高等専門学校におけるインターンシップなどの学生のキャリア形成支援活動の実施状2 

況を把握・公表するとともに、「大学等における学生のキャリア形成支援活動届出制度」を通じて学生の3 

キャリア形成支援活動の優良事例を発掘し、大学等や企業と共に教育的効果の高い取組を実施している4 

ことを社会に向けて発信する。【文部科学省】 5 

 6 

大学におけるキャリア教育の推進 7 

各大学における取組状況の調査や好事例の周知により、大学における学生の職業意識の形成や将来設8 

計に資する授業の実施等のキャリア教育を推進する。【文部科学省】 9 

 10 

在学中からの職業意識形成の支援 11 

都道府県労働局において、地域の実情を踏まえるとともに、学校からの要望等を勘案し、在学中の早12 

期段階から学生等の職業意識が形成されるよう、ハローワーク職員、地元企業担当者、キャリアコンサ13 

ルタント等を学校に派遣し、職業講話や就職ガイダンスを実施する。【厚生労働省】 14 

 15 

（大学等における学生の自殺対策などの取組や、障害のある学生への支援） 16 

 17 

大学等における教職員等への理解啓発を通じた学生の自殺対策の推進 18 

関係団体と協力して実施している、大学における死亡学生実態調査の結果等を大学等へ周知するとと19 

もに、大学等の学生支援担当の教職員を対象とした会議等の様々な機会を通じて、学生の自殺防止に対す20 

る指導の充実についての理解啓発を図る。【文部科学省】 21 

 22 

大学等における障害のある学生への支援の推進 23 

令和６年４月に施行された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律を24 

踏まえ、高等教育段階における障害のある学生の修学支援の在り方について取りまとめ、各大学等に周知25 

すること等により、関係者の理解促進や取組の充実を促す。加えて、大学等や関係機関等が参加・連携す26 

るプラットフォームの形成を推進し、専門的知識の涵養及び人材の育成等を図り、高等教育機関全体にお27 

ける障害学生支援体制を一層充実させる。【文部科学省】 28 

 29 

（生涯学習の取組の推進） 30 

 31 

産業界の人材育成における課題を踏まえた教育プログラム案の設計等  32 

企業成長や社会人のキャリアアップに資する教育プログラムの開発に向け、産業界が人的資本経営を33 

進める上での人材育成課題について、業界ごとにヒアリングやアンケート調査等を実施する。これにより34 

抽出された各課題の解決に寄与する人材育成のための教育プログラムに必要な学習要素や、身に付ける35 

べき能力を具体的に分析・整理する。さらに、大学・高等専門学校等が提供できる教育リソースを活用し36 

て、課題に応じた教育プログラムのアウトラインを設計する。併せて、企業及び大学等にヒアリング調査37 

を継続的に実施し、プログラム案の改善・具体化を進めるとともに、調査結果の普及啓発を図る。【文部38 
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科学省】 1 

 2 

専門職業人材の最新知識・技能アップデートプログラムの開発 3 

各職業分野において、専修学校と企業・業界団体等との連携により、最新の知識・技能を習得すること4 

ができるリカレント教育プログラムを作成する。作成したプログラムについて業界団体等を通じて情報5 

提供を行い、各企業や団体から専修学校でのリカレント教育講座等が安定的・持続的に活用されるよう体6 

制を構築する。これらの取組をモデルとし、その効果の検証・成果について普及・展開を図る。【文部科7 

学省】 8 

 9 

放送大学における生涯学習の取組推進  10 

放送大学において、テレビ・ラジオ・インターネット等を活用した大学教育を行い、併せて広く生涯学11 

習の要望に引き続き応えていく。【文部科学省】 12 

放送番組（テレビ・ラジオ）への字幕の付与や点字試験問題の作成など障害者のための学習支援策を引13 

き続き実施する。【文部科学省】 14 

 15 

（就労支援、雇用と経済的基盤の安定のための取組） 

就職活動段階においては、マッチングの向上等を図ることで、不本意な早期離職を抑制

しながら、キャリアの早い段階から新規学卒就職者等が集中的に職業経験を積んで、その

後のキャリア形成のための基盤となる職業能力を培うことができるよう支援を行う。 

離職する若者が早期に再就職し、その持てる能力を発揮できるよう、キャリア自律に向

けた支援を行う。ハローワークや地域若者サポートステーション等による若者への就職

支援に取り組む。 

全国どの地域に暮らす若者にとっても、経済的な不安がなく、良質な雇用環境の下で、

将来への展望を持って生活できるよう、地方創生に向けた取組を促進する。特に、地方か

ら若者、中でも女性が都市部に流出していることを踏まえつつ、地方において若者や女性

が活躍できる環境を整備することが必要であり、地方における分厚い中間層の形成に向

けて、国内投資の拡大を含め、持続的に若い世代の所得が向上し、将来に希望を感じられ

るような魅力的な仕事を創っていくための取組を支援していく。 

大きな社会経済政策として、最重要課題である「賃上げ」に取り組む。新しい資本主義

の下、持続的な成長を可能とする経済構造を構築する観点から、「質の高い」投資の促進

を図りつつ、「成長と分配の好循環」（成長の果実が賃金に分配され、セーフティネット等

による暮らしの安心の下でそれが消費へとつながる）と「賃金と物価の好循環」（企業が

賃金上昇やコストを適切に価格に反映することで収益を確保し、それが更に賃金に分配

される）という「２つの好循環」の実現を目指す。 

「一人ひとりが自らのキャリアを選択する」時代となり、働き方が大きく変化する中

で、労働者の主体的な選択による職業選択や労働移動が、企業と経済の更なる成長につな

がり、構造的賃上げに資するものとなるよう、リ・スキリングによる能力向上支援、個々

の企業の実態に応じた職務給の導入、成長分野への労働移動の円滑化という三位一体の
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労働市場改革を加速する。 

賃上げの動きを全ての働く人々が実感でき、将来への期待も含めて、持続的なものとな

るよう、Ｌ字カーブの解消などを含め、男女ともに働きやすい環境の整備、「同一労働同

一賃金」の徹底と必要な制度見直しの検討、希望する非正規雇用労働者の正規化を進め

る。 

いわゆる「年収の壁（106万円/130万円）」については、壁を意識せずに働くことが可能

となるよう、取り組む。 

(こども大綱 pp.31-32) 

 1 

（新規学卒就職者等への支援） 2 

 3 

学生の就職・採用活動に関する要請 4 

就職・採用活動の円滑な実施のため、関係省庁と連携しながら採用日程の弾力化等について検討し、そ5 

の結果を踏まえ、学生の就職・採用活動について経済団体・業界団体等へ要請を行う。その際、専門性の6 

高い人材や留学生など多様な人材の活躍推進の観点、学生のキャリア形成支援の充実や企業とのマッチ7 

ング促進などに資する観点、通年採用・経験者採用の拡大の観点、企業における採用・キャリアパスの多8 

様化・複線化の進展の観点等も踏まえながら、学生の学修時間の確保に十分留意して検討する。【文部科9 

学省】 10 

 11 

新卒者等に対する就職支援 12 

 新卒応援ハローワーク等に就職支援ナビゲーターを配置し、新卒者等（卒業後おおむね３年以内の者を13 

含む。）を対象に、就職支援のためのセミナーの開催や求人情報の提供、個別相談等、個々人が抱える課14 

題に対応したきめ細かな就職支援を実施する。また、企業と新卒者等とのマッチングの機会等を設けるた15 

めの就職面接会を開催するとともに、就職後の定着支援を実施する。【厚生労働省】 16 

 あわせて、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づき、若者の採用・育成に積極的で雇用管理の状況17 

が優良な中小企業をユースエール認定企業として認定するとともに、当該認定制度の普及・促進を図るこ18 

とにより、若者の適職選択を支援する。【厚生労働省】 19 

 また、ジョブ・カードを「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」のツールとし20 

て活用し、個人のキャリアアップや、多様な人材の円滑な就職などを促進する。【厚生労働省】 21 

 22 

（若者への就職支援） 23 

 24 

わかものハローワーク等における支援等 25 

 わかものハローワーク等に就職支援ナビゲーター等を配置し、正社員就職を希望する、安定した就労の26 

経験が少ない若者（おおむね 35 歳未満）やハローワークへの来所にためらいがある若者等を対象に、担27 

当者制による個別支援、正社員就職に向けたセミナーやグループワーク、ジョブ・カードを活用したキャ28 

リアコンサルティング等の各種支援や就職後の職場定着支援を実施する。【厚生労働省】 29 

 就労に当たって困難を抱える若者等が、充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよ30 
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う「地域若者サポートステーション」において、職業的自立に向けた専門的相談支援やコミュニケーショ1 

ン訓練、職場体験プログラム等の多様な就労支援メニューを提供し、若者等への就労支援に取り組む。【厚2 

生労働省】 3 

 4 

（若者にとって魅力ある地域づくり） 5 

 6 

若者による地域づくりの推進 7 

地域における魅力ある雇用の創出や若者の就業を促進し、地方への若者の定着を図るには、若者が地域8 

で安心して働くことができるよう、相応の賃金、安定した雇用形態、やりがいのあるしごと等の要件を満9 

たす雇用を創出することが必要である。このため、首長のリーダーシップの下、産官学の各主体が連携し、10 

地域における大学の振興、これを通じた地域における中核的な産業の振興及び当該産業に関する専門的11 

な知識を有する人材の育成を行うことにより、日本全国や世界中から学生が集まるような「キラリと光る12 

地方大学づくり」を進めるとともに、地域における事業者による若者の雇用機会の創出を推進する。【内13 

閣官房、内閣府】 14 

 15 

地方への移住・定着等の推進 16 

地方の担い手を確保し、雇用と経済的基盤の安定を図るべく、中小企業と移住希望者のマッチングや就17 

業に伴う移住、18 歳未満のこどもを帯同した移住及び若い世代を中心とした地方移住への関心の高まり18 

を捉えたテレワークによる移住、これらへの支援を行う地方公共団体の取組について支援する。あわせて、19 

地域における社会的課題の解決に資する起業への支援や女性活躍の推進に向けた新規就業者等への支援20 

を行う地方公共団体の取組について支援する。令和６年度から新たに、地方公共団体による高等教育費の21 

負担軽減に向けた支援を促しつつ、大学卒業後に地方に移住する学生への支援を強化する。【内閣官房、22 

内閣府】 23 

 24 

地方における良質な雇用創出等 25 

子育てしやすい地方において、若い世代に十分な賃金と働きやすい環境を提供する「良質な雇用」を創26 

出することは極めて重要である。こうした観点から、地方における思い切った国内投資の継続、地域経済27 

を牽引する役割や日本経済の成長の新たな担い手としての役割が期待される中堅企業の振興、中堅企業28 

に成長する中小企業の創出のためのＭ＆Ａ・グループ化の促進、中小企業の円滑な事業承継の支援、国内29 

での新たな産業立地を通じた地域経済の活性化・雇用創出等を通じて地域の良質な雇用を創出する。【経30 

済産業省】 31 

アート・デザインやスポーツを活用し、地域の風土や文化等、その土地ならではの資源等を生かして観32 

光産業を振興・高付加価値化することにより、地域の魅力を高め、地域活性化や良質な雇用の創出に繋げ33 

る。【経済産業省】 34 

地域の中堅・中小企業を含めた、企業の働き方改革等を推進することで、仕事と子育ての両立を無理な35 

く可能にする。【経済産業省】 36 

 37 

（「賃上げ」に向けた取組） 38 
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 1 

三位一体の労働市場改革指針の着実な実施 2 

令和５年５月に決定された、三位一体の労働市場改革の指針（リ・スキリングによる能力向上支援、個々3 

の企業の実態に応じた職務給の導入、成長分野への労働移動の円滑化）について、引き続き着実に実施す4 

る。【厚生労働省、内閣官房】 5 

 6 

「同一労働同一賃金」の遵守の徹底と必要な制度見直しの検討 7 

「同一労働同一賃金」の遵守の徹底については、その履行確保に向けた取組を引き続き強力に推進する8 

とともに、働き方改革関連法における施行後５年後見直し規定に基づいて、「同一労働同一賃金ガイドラ9 

イン」等の必要な見直しを検討する。【厚生労働省】 10 

 11 

希望する非正規雇用労働者の正規化【再掲】 12 

 13 

企業等における女性の参画拡大 14 

女性の職業生活における活躍を推進するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下15 

「女性活躍推進法」という。）に基づき、企業等における女性の活躍状況の把握・分析、その結果を踏ま16 

えた目標設定、目標達成に向けた取組を内容とする事業主行動計画の策定・公表、女性の職業選択に資す17 

るようその事業における女性の活躍状況に関する情報公表等の取組を促進する。さらに、女性が活躍しや18 

すい環境となるよう、令和元年に改正された女性活躍推進法の施行後５年の見直しを積極的に検討する。19 

【内閣府、厚生労働省、内閣官房、総務省】 20 

 21 

男女間賃金差異の解消 22 

女性活躍推進法に基づく制度改正により、一般事業主（常用労働者数 301 人以上の企業）・特定事業主23 

（国及び地方公共団体）に対し、男女間賃金（給与）差異の公表を義務化した。これを契機として、各事24 

業主における差異の要因分析や、課題の把握等の促進について周知していくことにより、女性活躍推進法25 

に基づく取組を加速させ、差異の解消に努める。併せて、一般事業主については、公表義務化の対象拡大26 

（労働者 101 人から 300 人までの事業主）について公表義務化の施行後の状況のフォローアップを踏ま27 

えて検討する。【内閣府、厚生労働省、内閣官房、総務省】 28 

 29 

いわゆる「年収の壁」を意識せずに働くことが可能な取組の実施 30 

いわゆる 106 万円・130万円の壁を意識せずに働くことが可能となるよう、短時間労働者への被用者保31 

険の適用拡大、最低賃金の引上げに引き続き取り組む。こうした取組と併せて、人手不足への対応が急務32 

となる中で、壁を意識せずに働く時間を延ばすことのできる環境づくりを後押しするため、当面の対応策33 

として、令和５年 10月より実施している「年収の壁・支援強化パッケージ」（（１）106 万円の壁への対34 

応（①キャリアアップ助成金のコースの新設、②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外）、（２）13035 

万円の壁への対応（③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化）、（３）配偶者手当への対応（④企業の36 

配偶者手当の見直し促進））を着実に実行する。また、「年収の壁」を意識せずに働くことが可能になるよ37 

う、制度の見直しに取り組む。【厚生労働省】 38 
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 1 

（個人の主体的なリ・スキリングへの直接支援） 2 

 3 

教育訓練給付の拡充等 4 

自ら教育訓練に取り組む労働者への支援を強化するため、令和６年 10 月より教育訓練給付金の給付率5 

の上限を引き上げることや、令和７年 10 月より教育訓練を受けるために休暇を取得した場合に賃金の一6 

定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」を創設する。【厚生労働省】 7 

 8 

（結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援） 

結婚の希望が叶えられない大きな理由としては、経済的事情や仕事の問題などのほか

「適当な相手にめぐり会わないから」であり、多くの地方公共団体等において行われてい

る出会いの機会・場の創出支援について、効果の高い取組を推進し、より広域での展開、

官民連携、伴走型の支援を充実させる。 

結婚に伴う新生活のスタートアップへの支援を推進する。 

(こども大綱 p.32) 

 9 

（結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援） 10 

 11 

地域における伴走型の結婚支援等の推進等 12 

地方公共団体が実施する少子化対策の取組について、結婚支援センターの運営、ＡＩを始めとするマッ13 

チングシステムの高度化、地域の結婚支援ボランティア・事業者等を活用した伴走型結婚支援の充実など14 

の結婚の希望をかなえる取組及び結婚に伴う新生活への経済的支援（家賃、引越費用等を補助）に対し、15 

地域少子化対策重点推進交付金により支援するとともに、各事業の実績を把握し、交付金活用事例集を作16 

成するほか、優良事例についての情報共有にも努め、優れた取組の横展開を図る。併せて、これまでの実17 

施状況を検証しつつ、若い世代の意識や考え方に沿った効果的な結婚支援の推進に向けた更なる方策を18 

検討する。【こども家庭庁】 19 

各地方公共団体の首長が集まる会議や各都道府県で行われる会議等の場で本交付金の活用について直20 

接働きかけを行う。【こども家庭庁】 21 

本交付金が各地方公共団体にとってより効果的で活用しやすい交付金となるよう、有識者から定期的22 

に意見聴取を行い、必要な改善に向けた検討を行う。【こども家庭庁】 23 

 24 

結婚支援コンシェルジュの配置及びネットワークの強化 25 

各市町村における結婚支援を技術面・情報面から支援し、地域の少子化対策を推進するため、各都道府26 

県において、専門的な知見を持つ者をコンシェルジュとして配置する取組を支援するとともに、コンシェ27 

ルジュが一堂に会する会議の開催を通じ、コンシェルジュ間のネットワークを強化する。【こども家庭庁】 28 

 29 

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 30 

高齢世代の保有する資産の若い世代への移転を促進し、若い世代を支援することを目的として、父母・31 
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祖父母が子・孫に対し結婚、妊娠・出産、育児等に要する費用について一括贈与した場合に 1,000万円ま1 

でを非課税とする措置を講じる。【こども家庭庁】 2 

 3 

（悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実） 

子ども・若者総合相談センターなど、ニートやひきこもりの状態にあったり、進路や人

間関係等に悩みや不安を抱えていたりする若者やその家族に対する相談体制の充実を図

る。 

進学や就職、人間関係について悩みや不安を抱えたり、誰にも相談できず孤独やストレ

スを感じたりするなど、こころのＳＯＳサインに気づいた時の対処の仕方をはじめ、ここ

ろの健康や病気、相談支援やサービスに関する情報等について学生を含む若者に周知す

る。 

悩みや不安を抱える友達を相談支援やサポートにつなげることができるよう情報等を

周知する。 

(こども大綱 p.32) 

 4 

（悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実） 5 

 6 

相談体制の充実 7 

こども・若者育成支援に関する地域住民からの様々な相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な8 

情報の提供・助言を行う拠点である子ども・若者総合相談センターについて、地方公共団体における9 

設置促進・機能向上等を推進する。【こども家庭庁】 10 

ひきこもり地域支援センターの設置を一般市区町村に拡大する等、市町村における相談窓口の設置11 

や支援内容の充実を図るとともに、都道府県がバックアップする体制を構築する。【厚生労働省】 12 

 就労に当たって困難を抱える若者等が、充実した職業生活を送り、我が国の将来を支える人材となるよ13 

う「地域若者サポートステーション」において、職業的自立に向けた専門的相談支援やコミュニケーショ14 

ン訓練、職場体験プログラム等の多様な就労支援メニューを提供し、若者等への就労支援に取り組む。【再15 

掲】【厚生労働省】 16 

 17 

（こころの健康や病気、相談支援やサービスに関する情報等の周知） 18 

 19 

こころの健康や病気、相談支援やサービスに関する情報等の周知 20 

厚生労働省ホームページ内に開設している、「こころもメンテしよう～若者を支えるメンタルヘルスサ21 

イト～」のウェブサイトにより、10 代・20 代とそれを取り巻く人々（家族・教育職）を対象に、本人や22 

周囲が心の不調に気づいたときにどうするかなどを紹介し、精神疾患についての情報提供を行う。【厚生23 

労働省、文部科学省】 24 

 25 

（悩みや不安を抱える友達を相談支援やサポートにつなげるための情報等の周知） 26 

 27 
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悩みや不安を抱える友達を相談支援やサポートにつなげることができるような情報等の周知 1 

地域社会に向けたひきこもり支援に関する普及啓発や情報発信を行い、ひきこもりへの理解促進を図2 

るとともに、ひきこもり当事者や家族が孤立せず、相談しやすい環境づくりを促進する。【厚生労働省、3 

文部科学省】 4 

  5 
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３ 子育て当事者への支援に関する重要事項 1 

（１）子育てや教育に関する経済的負担の軽減 2 

幼児教育・保育の無償化や高校等の授業料支援、高等教育段階の修学支援など、幼児期

から高等教育段階まで切れ目のない負担軽減を着実に実施する。 

教育費の負担が理想のこども数を持てない大きな理由の一つとなっているとの声があ

ることから、特にその負担軽減が喫緊の課題とされる高等教育について、授業料等減免や

奨学金制度の充実、授業料後払い制度（いわゆる日本版ＨＥＣＳ）の本格導入など、更な

る支援拡充を検討し、必要な措置を講じる。 

児童手当について、次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援として

の位置づけを明確化し、拡充する。 

地方公共団体の取組を妨げない措置により、医療費等の負担軽減を図る。 

(こども大綱 p.33) 

 3 

（幼児期から高等教育段階まで切れ目のない負担軽減） 4 

 5 

幼児教育・保育の無償化 6 

令和元年 10 月より、３～５歳の保育所等の利用料の無償化を実施するとともに、０～２歳については7 

住民税非課税世帯を対象として無償化を実施している。引き続き子育て世帯の負担軽減や、全てのこども8 

に質の高い幼児教育・保育を受ける機会を確保する。【こども家庭庁】 9 

 10 

義務教育段階の就学援助の実施【再掲】 11 

 12 

高校生等への修学支援による経済的負担の軽減【再掲】 13 

 14 

（高等教育費の負担軽減） 15 

 16 

高等教育費の負担軽減 17 

高等教育の修学支援新制度等による教育費負担軽減を引き続き着実に実施する。給付型奨学金と授業18 

料等減免について、令和６年度から、多子世帯や理工農系の学生等の中間層へ対象を拡大するとともに、19 

貸与型奨学金の減額返還制度を見直すほか、授業料後払い制度について大学院修士段階に導入した上で、20 

学部段階への本格導入に向けた更なる検討を進め、今後の各般の議論を踏まえ、速やかに結論を得る。 さ21 

らに、令和７年度から、こどもを３人以上扶養している多子世帯の学生等については、所得制限を設ける22 

ことなく、国が定める一定の額まで授業料・入学金を無償とすることとし、対象学生に係る学業の要件に23 

ついて必要な見直しを図る。また、これらの経済的支援が必要な学生等に利用されるよう、周知・広報に24 

取り組む。特に、高等教育の修学支援新制度については、高校段階のみならず、将来その支援対象になり25 

得る中学生など義務教育段階からの周知が重要であり、将来の進路選択の幅を狭めることのないよう、周26 

知を図り、制度の活用を促進する。【文部科学省】 27 

 28 
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（児童手当） 1 

 2 

児童手当の拡充 3 

こども未来戦略で示された『こども・子育て支援加速化プラン』に基づき、①所得制限を撤廃する、4 

②支給期間を高校生年代まで延長する、③多子加算について第３子以降３万円とする、④支払月を年３5 

回から隔月（偶数月）の年６回とする抜本的拡充を令和６年 10月から実施し、拡充後の初回支給を同6 

年 12月とする。【こども家庭庁】 7 

 8 

（医療費等の負担軽減） 9 

 10 

こどもにとってより良い医療の在り方 11 

適正な抗菌薬使用などを含め、こどもにとってより良い医療の在り方について、社会保障審議会医療保12 

険部会などにおける意見も踏まえつつ検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずる。【厚生労働省】 13 

 14 

（２）地域子育て支援、家庭教育支援 15 

地域の中で子育て家庭が支えられるよう、在宅で子育てをしている家庭を含めて全て

のこどもと家庭を対象として、虐待予防の観点からも、地域のニーズに応じた様々な子育

て支援を推進する。子育て当事者の気持ちを受け止め、寄り添いながら、オンラインも活

用した相談やプッシュ型の情報提供を行う。こどもとの親としての関わりの工夫や体罰

等がこどもに与える悪影響等を親に伝えるなど、体罰によらない子育てに関する啓発を

進める。 

一時預かり、ファミリー・サポート・センター、ベビーシッターに関する取組を推進す

る。 

保護者が家庭においてこどもの基本的な生活習慣や自立心等を育む教育を行うため、

保護者が学ぶことや、身近に相談相手がいない状況にある保護者を切れ目なく支援する

ことができるよう、訪問型を含めた家庭教育支援チームの普及を図るなど、保護者に寄り

添う家庭教育支援を推進する。 

(こども大綱 p.33) 

 16 

（地域のニーズに応じた様々な子育て支援の推進） 17 

 18 

地域子ども・子育て支援事業の推進 19 

子育てについての相談や情報提供を行うほか、教育・保育施設等を円滑に利用することができるよう支20 

援を行う「地域子育て支援拠点事業」や「利用者支援事業」を着実に実施する。そのほか、家庭支援事業21 

を含む子ども・子育て支援法の「地域子ども・子育て支援事業」を着実に実施する。【こども家庭庁】 22 

 23 

出産・子育て応援交付金の推進【再掲】 24 

 25 
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こども家庭センターの体制整備【再掲】 1 

 2 

地域子育て相談機関の整備 3 

妊産婦やこども・子育て世帯が気軽に相談でき、必要な支援につながることのできる身近な相談機関4 

として、地域子育て相談機関を中学校区に１か所を目安として整備を進める。【こども家庭庁】 5 

 6 

体罰等によらない子育てのための広報啓発 7 

体罰等によらない子育てが応援される社会づくりを進めるため、必要な広報その他啓発活動を行う。8 

【こども家庭庁】 9 

 10 

（一時預かり、ファミリー・サポート・センター、ベビーシッターに関する取組の推進） 11 

 12 

一時預かり事業の実施 13 

日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となった場合や、保護14 

者の心理的・身体的負担を軽減するために支援が必要な場合に、保育所等で乳幼児を一時的に預かること15 

で、安心して子育てができる環境を整備する。【こども家庭庁】 16 

 17 

ベビーシッターの研修機会の確保及び資質向上事業 18 

ベビーシッターが認可外保育施設指導監督基準の有資格者要件を満たすための研修機会や有資格者要19 

件を満たしたベビーシッター向けの更なる研鑽のための研修機会を増加させることにより、ベビーシッ20 

ターの更なる質の向上を図る。【こども家庭庁】 21 

 22 

ファミリー・サポート・センター事業の実施 23 

 乳幼児や小学生等のこどもがいる子育て世帯等を会員として、こどもの預かりの援助を受けたい者と24 

当該援助を行いたい者との相互援助活動に関する連絡、調整等を行う子育て援助活動支援事業（ファミリ25 

ー・サポート・センター事業）を実施する。【こども家庭庁】 26 

 27 

（家庭教育支援） 28 

 29 

家庭教育支援の推進 30 

身近な地域において保護者が家庭教育に関する学習や相談ができる体制が整うよう、地域の多様な人31 

材を活用した家庭教育支援チーム等による保護者への学習機会の提供やアウトリーチ型の支援等、地域32 

の実情に応じた家庭教育支援を行う地方公共団体の取組を推進する。【文部科学省】 33 

 34 

（３）共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大 35 

家庭内において育児負担が女性に集中している現状を変え、夫婦が相互に協力しなが

ら子育てし、それを職場が応援し、地域社会全体で支援する社会をつくるため、共働き・

共育てを推進する。 
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職場の文化・雰囲気を抜本的に変え、男性、女性ともに、希望どおり、気兼ねなく育児

休業制度を使えるよう、組織のトップや管理職の意識を変え、仕事と子育てを両立できる

環境づくりを進めていく。同時に、育児休業制度自体についても多様な働き方に対応した

自由度の高い制度へと強化する。 

長時間労働の是正や働き方改革を進めるとともに、男性の家事・子育てへの参画の促

進、企業の福利厚生の充実を図ることにより、女性に一方的に負担が偏る状況を解消し、

女性と男性がともにキャリアアップと子育てを両立できるよう環境整備を進める。 

男性の育児休業が当たり前になる社会の実現に向けて、官民一体となって取り組むこ

ととし、制度面と給付面の両面からの対応を抜本的に強化する。男性の家事・子育てへの

参画の意識改革に加え、組織において就労環境や組織風土の根本的な見直しにより様々

なケースに対応した実効性の高い取組の充実を図り、それぞれの家庭の事情やニーズに

応じて活用できるようにすることで、男性の家事・子育てに参画したいという希望を叶え

るとともに、その主体的な参画を社会全体で後押ししていく。 

(こども大綱 pp.33-34) 

 1 

（共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大） 2 

 3 

男性の育児休業取得支援等を通じた「共働き・共育て」の推進 4 

＜制度面の対応＞ 5 

男性の育児休業取得支援等を通じ、女性に偏る家事・子育ての状況を解消するため、育児休業、介護休6 

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（以下「育児・介護休業法」という。）に関し、7 

常時雇用する労働者数 1,000 人超の事業主に対して義務付けられている男性の育児休業等取得率の公表8 

義務の対象を、300人超の事業主に拡大する。【厚生労働省】 9 

次世代育成支援対策推進法に関し、その期限を延長した上で、一般事業主行動計画について、数値目標10 

の設定や PDCA サイクルの確立を法律上の仕組みとして位置づけるとともに、「男女とも仕事と子育てを11 

両立できる職場」という観点から、一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましい事項を行動計画策定指12 

針に示す等の見直しを検討する。【厚生労働省】 13 

男女ともに仕事と子育てを両立できる環境づくりを進めるため、「男性の育児休業取得促進事業（イク14 

メンプロジェクト）」における、労働者への制度周知や企業の好事例の周知・情報提供等、男性の育児休15 

業取得促進に向けた気運醸成の取組や、「中小企業育児・介護休業等推進支援等事業」における、企業へ16 

の育児休業取得や休業後の円滑な職場復帰による継続就業の支援、次世代育成支援対策推進法に基づく17 

一般事業主行動計画の策定等の支援のほか、仕事と育児を両立する柔軟な働き方の導入支援等を行う。18 

【厚生労働省】 19 

＜給付面の対応＞ 20 

 出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するため、令和７年４月より、子の出21 

生直後の一定期間内（男性は子の出生後８週間以内、女性は産後休業後８週間以内）に、被保険者とそ22 

の配偶者の両方が 14日以上の育児休業を取得する場合に、最大 28日間、休業開始賃金の 13％相当額を23 

給付し、育児休業給付とあわせて給付率 80％（手取りで 10割相当）へ引き上げる。【厚生労働省】 24 
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 働き続けながら子育て等を行うための雇用環境整備に取り組む事業主に対して両立支援等助成金を支1 

給することにより、仕事と育児等の両立支援に関する事業主の取組を促進する。令和５年度中に、育児休2 

業取得時の業務体制整備への支援を独立・拡充させた「育休中等業務代替支援コース」を創設し、その中3 

で、育児短時間勤務を利用した労働者の周囲の社員への手当支給の支援も新設したほか、令和６年度にお4 

いては、「柔軟な働き方選択制度等支援コース」を創設し、育児期の柔軟な働き方に関する制度の導入・5 

利用を支援するなどの制度拡充を行った。【厚生労働省】 6 

 男性育休の大幅な取得増等に対応できるよう、育児休業給付を支える財政基盤を強化するため、令和６7 

年度から、国庫負担割合を現行の 1/80から本則の 1/8 に引き上げるとともに、当面の保険料率は現行の8 

0.4％に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、本則料率を令和７年度から 0.5％に引き上げる9 

改正を行うとともに、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整する仕組みを導入する。【厚生10 

労働省】 11 

自営業・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、国民年金の第１号被12 

保険者について育児期間に係る保険料免除措置を創設し、令和８年 10 月から開始する。【厚生労働省 】 13 

 14 

育児期を通じたニーズに応じた柔軟な働き方の推進 15 

育児期を通じて多様な働き方を組み合わせることで、男女で育児・家事を分担しつつ、育児期の男女16 

がともに希望に応じてキャリア形成と子育てを両立できる環境を整備し、「共働き・共育て」を推進す17 

る。【厚生労働省】 18 

育児・介護休業法について、子が３歳になるまでの場合において、テレワークを事業主の努力義務の19 

対象に追加する。子が３歳以降小学校就学前までの場合において、①始業時刻等の変更、②テレワー20 

ク、③短時間勤務制度、④保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与、⑤休暇の付与の中か21 

ら、事業主が職場の労働者のニーズを把握しつつ複数の制度を選択して措置し、その中から労働者が選22 

択できるようにする制度を創設する。あわせて、所定外労働の制限について、対象となる子の年齢を小23 

学校就学前まで引き上げる。さらに、「子の看護休暇」について、取得事由の見直しとあわせて、子の24 

対象年齢を小学校３年生修了時まで引き上げる。また、子や家庭の状況（例えば、障害児・医療的ケア25 

児を育てる親やひとり親家庭等）から、両立が困難となる場合もある。労働者の離職を防ぐ観点から、26 

事業主に、妊娠・出産の申出時や子が３歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に係る個別の意向の27 

聴取とその意向への配慮を義務付ける。【厚生労働省】 28 

育児中の柔軟な働き方として、男女ともに時短勤務を選択しやすくなるよう、令和７年４月より、２歳29 

未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として、時短勤務中に支払われた賃金30 

額の 10％を支給する「育児時短就業給付」を創設する。【厚生労働省】 31 

 32 

多様な働き方と子育ての両立支援  33 

子育て期における仕事と育児の両立支援を進め、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネ34 

ットを構築する観点から、令和 10 年 10 月より、現在、雇用保険が適用されていない週所定労働時間 1035 

時間以上 20 時間未満の労働者についても失業給付や育児休業給付等を受給できるよう、新たに適用対象36 

とする。【厚生労働省】 37 

 38 
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長時間労働の是正 1 

長時間労働の是正や働き方改革を進めるため、労働基準監督署による長時間労働が疑われる事業場に2 

対する監督指導を徹底するとともに、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業等への3 

支援を行う。【厚生労働省】 4 

 5 

投資家の評価を利用した両立支援等の多様で柔軟な働き方の推進 6 

女性活躍に優れた上場企業を「中長期の企業価値向上」を重視する投資家に魅力ある銘柄として紹介す7 

る「なでしこ銘柄」において、両立支援に積極的に取り組む「Next なでしこ 共働き・共育て支援企業」8 

を選定することで、男女問わない多様で柔軟な働き方を推進し、企業における男女問わない両立支援の取9 

組を加速する。【経済産業省】 10 

 11 

農業経営体等における女性が働きやすい環境整備 12 

農業経営において、労働時間の管理、休日・休憩の確保、男女別トイレの整備、キャリアパスの提示や13 

コミュニケーションの充実、家族経営協定の締結による就業条件の整備 、女性農業者の育児と農作業の14 

サポート活動の推進等を通じ、子育て期の女性が働きやすい環境整備を進める。【農林水産省】 15 

 16 

公務員におけるワークライフバランス推進及び両立支援等 17 

国家公務員について、以下の取組を行う。 18 

・「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」及び各府省等が策定した取組19 

計画に基づき、働き方改革、長時間労働の是正、育児・介護等と両立して活躍できるための改革等につ20 

いて、総合的かつ計画的な取組を推進する。取組計画に基づく取組状況について、毎年度フォローアッ21 

プする。【内閣官房、全府省】 22 

・管理職となるために必要な職務の経験を出産・育児期等の前後以外で積ませる等の柔軟な人事管理、両23 

立支援制度を利用しながらのキャリア形成への支援、テレワークやフレックスタイム制等を活用した24 

柔軟な働き方の推進により、男女問わず子育てとキャリア形成を両立しながら働きやすい環境整備を25 

進める。【内閣官房、全府省、（人事院）】 26 

・こども未来戦略において、国・地方の公務員（一般職・一般行政部門常勤）に係る男性の育児休業取得27 

率の政府目標について、令和７年までに１週間以上の取得率を 85％、令和 12年までに２週間以上の取28 

得率を 85％に引き上げたことを踏まえ、「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための29 

取組指針」及び「国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促進に関する方針」に基づ30 

き、育児休業等の取得について、職場全体の意識改革に加え、上司からの取得の働きかけや事前の業務31 

分担の見直し等のマネジメント改革等により推進する。【内閣官房、全府省】 32 

地方公務員についても、ワークライフバランス推進のための取組、子育てとキャリア形成の両立支援、33 

男性職員の育児休業等の取得が一層推進されるよう、地方公共団体の取組状況を把握・分析して助言する34 

とともに、先進的な取組事例の情報提供や専門家の派遣などを行うことを通じて、地方公共団体の積極的35 

な取組を促進する。【総務省】 36 

 37 

家事負担を軽減するサービスの適切な利活用に向けた環境整備 38 
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働く男女の希望する働き方や組織における多様な人材の活躍に繋がるよう、家事代行サービス認証制1 

度の普及促進など、家事負担を軽減するサービスの適切な利活用に向けた環境整備を進める。【経済産業2 

省】 3 

 4 

（４）ひとり親家庭への支援 5 

我が国のひとり親家庭の相対的貧困率がＯＥＣＤ加盟国の中でも非常に高い水準で推

移してきた現状を直視し、ひとり親家庭の子育てを支え、高い就労率を経済的な自立の実

現に結びつける。その際、仕事と子育てを一手に担わざるを得ないひとり親家庭は、いわ

ゆる「時間の貧困」にも陥りやすく、親子で心穏やかに過ごす時間を持てないことも看過

してはならない。 

ひとり親家庭が抱える様々な課題や個別ニーズに対応するため、児童扶養手当等によ

る経済的支援のほか、各家庭の親子それぞれの状況に応じて、生活支援、子育て支援、就

労支援等が適切に行われるよう取り組む。また、こどもに届く生活・学習支援を進める。 

別居により実質的にひとり親の状態となっている方を含む多くのひとり親が仕事と子

育てを一手に担わざるを得ない状況にあることを踏まえて、相談に来ることを待つこと

なくプッシュ型による相談支援を行うことや、様々な課題にワンストップで必要な支援

につなげることができる相談支援体制を強化する。当事者の声を取り入れ、ひとり親家庭

に対する偏見や差別のない、当事者に寄り添った相談支援を行う。 

こどもにとって不利益が生じることのないよう、こどもの最善の利益を考慮しながら、

安全・安心な親子の交流を推進するとともに、養育費の履行確保のため、養育費に関する

相談支援や取決めの促進について強化を図る。 

(こども大綱 p.34) 

 6 

（ひとり親家庭が抱える様々な課題への支援） 7 

 8 

ひとり親家庭への経済的支援【再掲】 9 

 10 

ひとり親家庭に対する子育て・生活支援【再掲】 11 

 12 

ひとり親家庭の就労支援【再掲】 13 

 14 

ひとり親家庭及び低所得子育て世帯のこどもの学習支援【再掲】 15 

 16 

（ひとり親家庭に対する相談支援の強化） 17 

 18 

相談支援体制の強化【再掲】 19 

 20 

ひとり親支援ポータルサイトの開設・充実 21 
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ひとり親家庭が活用できる支援施策や地方公共団体における取組状況、ひとり親家庭への支援団体や1 

ひとり親の雇用に理解のある企業等の情報等を分かりやすくまとめた特設サイトを作成し、ひとり親が2 

必要な情報を得られる環境を整備する。加えて、様々な広告媒体を活用した広報啓発等を行うことでひと3 

り親家庭への支援に関する気運の醸成を図る。また、当事者に寄り添ったサイトとなるよう地方公共団体4 

やひとり親支援団体等様々な立場の者から意見を聴取し、充実を図る。【こども家庭庁】 5 

 6 

（親子交流の推進と養育費に関する相談支援や取決めの促進） 7 

親子交流支援・養育費確保支援 8 

こどもが別居親との交流を希望する場合に、こどもの最善の利益のため、安全・安心な親子の交流を行9 

えるよう支援を行う。 10 

離婚協議開始前の父母等に対し、親子交流・養育費の取決めについて学ぶ講座の開催や公正証書の作成11 

支援、養育費の取決め等に関する弁護士への相談に関する支援等を行い、離婚後のひとり親がこどもを養12 

育するために必要な費用を確保することで、ひとり親家庭の生活の安定を図る。【再掲】【こども家庭庁】 13 

 14 

養育費や親子交流に関する周知・広報、調査研究の実施 15 

養育費及び親子交流の取決めを促進するため、養育費及び親子交流に関する法的な知識を分かりやす16 

く解説したパンフレットを作成し、全国の市町村において、離婚届書と同時に配布するなどして、周17 

知・広報を行う。また、養育費及び親子交流の取決めを促進するための調査研究や、養育費の履行確保18 

のための支援の在り方についての調査研究を、法律の専門家等の外部専門家の知見を活用しながら実施19 

することを検討する。【法務省】 20 

 21 

  22 
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Ⅲ こども施策を推進するために必要な事項 1 

１ こども・若者の社会参画・意見反映 2 

（１）国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進 3 

こども・若者の意見を政策に反映させるための取組（『こども若者★いけんぷらす』）を

推進し、各府省庁が設定したテーマに加え、こども・若者が選んだテーマについても、こ

ども・若者の意見の政策への反映を進める。その際、テーマに関する事前の情報提供や意

見の反映状況に関するフィードバックを重視するとともに、寄せられた意見について匿

名化等の個人情報の適切な保護を行った上で集約・分析する体制を構築する。 

若者が主体となって活動する団体からの意見聴取に関する取組を行う。 

各府省庁の各種審議会、懇談会等の委員に、こどもや若者を一定割合以上登用するよう

取り組む。各種審議会、懇談会等におけるこども・若者委員割合を「見える化」する。 

各府省庁の職員がこどもや若者の社会参画・意見反映について適切に理解し効果的に

取り組むことができるよう、ガイドラインを作成し、周知を図る。 

(こども大綱 p.36) 

 4 

（こども・若者の意見を政策に反映させるための取組の推進） 5 

 6 

「こども若者★いけんぷらす」の着実な実施 7 

「こども若者★いけんぷらす」において、対面、オンラインやチャットでの意見交換、アンケート、施8 

設等に出向く意見聴取など多様な手法を組み合わせながら、多様なこども・若者の意見を聴取し、最善の9 

利益を実現する観点から政策に反映することができるよう着実に実施する。その際、参加者の年齢や発達10 

の程度に応じた資料に基づいて事前に説明を行い、意見表明に向けた意見形成を支援するほか、意見が政11 

策に反映されたか、反映されなかった場合はなぜなのかをこども・若者に分かりやすくフィードバックを12 

行う。さらに、これらの一連のプロセスをホームページ等で公表することにより社会全体に発信し、こど13 

も・若者の意見を聴くことの大切さについての理解を広げる。【こども家庭庁】 14 

多くの、そして多様な意見を聴取し、政策に反映すべく、意見反映の意議や必要性の周知及び「こども15 

若者★いけんぷらす」の広報活動をとおして、同事業に登録しているこども・若者の数を今後５年間で１16 

万人程度とする。【こども家庭庁】 17 

 聴取した意見をその場限りにするのではなく、匿名加工等の個人情報について必要な処置を行った上18 

で聴取した意見をこども家庭庁において集約する。さらに、集約した意見の分析の在り方を検討する。【こ19 

ども家庭庁】 20 

 21 

（若者が主体となって活動する団体からの意見聴取に関する取組） 22 

 23 

若者が主体となって活動する団体からの意見聴取 24 

こどもや若者の社会参画を進めることの意義を踏まえ、様々な社会課題の解決に自ら声を上げて取り25 

組む若者団体や地域においてこどもや若者が主体となって活動しているこども会議、若者会議、ユースカ26 

ウンシルなどとの意見交換を定期的に行う。聴取した意見は、各種審議会・懇談会等の議論において活用27 
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するなどし、意見を政策へ反映させるよう取り組む。【こども家庭庁】 1 

 2 

（こども・若者の各種審議会、懇談会等への登用） 3 

 4 

こども・若者の各種審議会、懇談会等への登用 5 

こども施策の決定過程において、こども・若者の意見が政策に反映されるよう、各府省庁の各種審議会、6 

懇談会等のこども・若者委員割合を見える化し、公表する。さらに、こども・若者を審議会・懇談会等に7 

どのような方法で登用するか、また、こども・若者の委員が意見を言いやすい環境づくり等について検討8 

を行う。【こども家庭庁】 9 

 10 

（各府省庁におけるこども・若者意見反映についての理解の促進） 11 

 12 

各府省庁へのガイドラインの周知、取組状況の調査 13 

各府省庁の職員がこどもや若者の社会参画・意見反映について適切に理解し効果的に取り組むことが14 

できるよう作成した「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」について、各府省庁向けの15 

説明会などを実施し、内容の周知を図り、行政職員一人ひとりがこども・若者の意見反映について理解を16 

深められる機会を創出する。【こども家庭庁】 17 

各府省庁に対し、こども基本法第 11条に基づく措置についての取組状況を調査し、公表する。【こども18 

家庭庁】 19 

調査結果等を活用し、より有益なガイドラインとなるよう必要な改善に向けた検討を行う。【こども家20 

庭庁】 21 

 22 

（２）地方公共団体等における取組促進 23 

こどもや若者にとってより身近な施策を行う地方公共団体において、様々な機会を捉

え、こども・若者の社会参画の促進、意見を聴く取組が着実に行われるよう、上記ガイド

ラインの周知やファシリテーターの派遣等の支援、好事例の横展開等の情報提供を行う。 

こどもに関わるルール等の制定や見直しの過程にこども自身が関与することは、こど

もの意見表明権を保障し、当事者の視点からルールを見直し改善する契機にもなるとと

もに、身近な課題を自分たちで解決する経験となるなど、教育的な意義があることから、

学校や教育委員会等の先導的な取組事例について周知する。 

(こども大綱 p.36) 

 24 

（地方公共団体へのガイドラインの周知やファシリテーターの派遣等の支援、取組状況の調25 

査） 26 

 27 

地方公共団体へのガイドラインの周知やファシリテーターの派遣等の支援 28 

「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」に関する説明会を実施し内容の周知を図るな29 

ど、地方公共団体の職員がこども・若者の意見反映について理解を深められる機会を創出する。【こども30 
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家庭庁】 1 

「こども・若者意見反映サポート事業」を通して、意見聴取の場づくりを始めとする一連の意見反映プ2 

ロセスについての相談応対や意見を聴く場へのファシリテーター等の派遣などを行い、意見聴取の場に3 

周辺地方公共団体からの視察を受け入れることなどにより、好事例の横展開を図り、地方公共団体におけ4 

る意見反映の取組を推進する。【こども家庭庁】 5 

地方公共団体に対し、こども基本法第 11条に基づく措置についての取組状況を調査し、公表する。【こ6 

ども家庭庁】 7 

これらの事業の成果や調査結果を踏まえ、学校や教育委員会等の先導的な取組事例を含む好事例の横8 

展開を図るとともに、こども・若者参画に係る予算規模や担当部署の設置などについて情報提供等を行う。9 

【こども家庭庁】 10 

調査結果等を活用し、より有益なガイドラインとなるよう必要な改善に向けた検討を行う。【こども家11 

庭庁】 12 

 13 

（３）社会参画や意見表明の機会の充実 14 

こどもや若者にとって社会参画や意見表明の機会や場が必ずしも十分ではない現状を

踏まえ、あらゆるこども・若者が、家庭や学校、地域などにおいて、意見を形成し、日常

的に意見を言い合える機会や、権利の主体として尊重され、意見が聴かれ、その意見が尊

重される機会を、乳幼児期から学童期・思春期・青年期に至るまで持つことができるよう、

こどもや若者が自由に意見を表明しやすい環境整備と気運の醸成に取り組む。また、保護

者や教職員、幼児教育や保育に携わる者などこどもや若者の健やかな育ちに関わるおと

なのほか、広く社会に対しても、こども・若者の意見を表明する権利について周知啓発す

る。 

こどもや若者が意見を表明し、社会に参画できるようになるため、こどもや若者が理解

しやすくアクセスしやすい多様な方法でこども施策に関する十分な情報提供を行う。 

こどもや若者が、自らの意見や気持ちを表明してもよいことを理解できるよう、その年

齢や発達の程度に応じて、自らの権利について知る機会の創出に向けて取り組む。 

(こども大綱 p.37) 

 15 

（こども・若者が意見を表明しやすい環境整備と気運の醸成） 16 

 17 

こども・若者が意見を表明しやすい環境整備と気運の醸成 18 

国におけるこども・若者の意見聴取及び意見反映の結果について社会全体に発信していくほか、各府省19 

庁及び地方公共団体に対するこども基本法第 11 条に基づく措置についての取組状況の調査により、こど20 

も・若者の社会参画や意見反映の取組の好事例を収集し、横展開を図ることを通じて、こども・若者が自21 

由に意見を表明しやすい環境整備と社会気運の醸成に取り組む。【こども家庭庁】 22 

 23 

（こども施策に関する情報提供） 24 

 25 
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こども施策に関する情報提供 1 

こども施策に関して年齢や発達の程度に応じた情報提供を行い、施策への理解・関心が深まることは、2 

こども・若者の意見表明や社会参画につながることを踏まえ、こども施策を所管する各府省庁が、こども3 

施策について、こども・若者の視点に立った資料等の作成を行えるよう、こども家庭庁において助言等を4 

行う。【こども家庭庁】 5 

 6 

（こども・若者の意見を表明する権利に関する知る機会の創出） 7 

 8 

こどもの権利条約の認知度の把握と普及啓発 9 

こども基本法及び同法附帯決議を踏まえ、令和５年度に実施したこどもの権利条約の趣旨や内容につ10 

いての認知度と普及啓発方法について検討を行う調査研究を通じて、現時点での国内における同条約の11 

認知度を把握するとともに、おおむね３年毎を目途に同規模の認知度調査を実施するなどして、認知度を12 

定期的に把握する。また、各時点における同条約の認知度を踏まえ、民間団体等と連携しつつ、同条約の13 

趣旨及び内容の普及啓発に取り組む。【こども家庭庁】 14 

 15 

（４）多様な声を施策に反映させる工夫 16 

貧困、虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、不登校、障害・医療的ケア、非行などを始

め、困難な状況に置かれたこども・若者、ヤングケアラー、社会的養護の下で暮らすこど

も、社会的養護経験者など、様々な状況にあって声を聴かれにくいこどもや若者、乳幼児

を含む低年齢のこども、意見を表明することへの意欲や関心を必ずしも高くもてないこ

どもや若者がいることを認識し、全てのこども・若者が自らの意見をもち、それを表明す

ることができるという認識の下、安心して意見を表明し、その意見が施策に反映されるよ

う、意見聴取に係る多様な手法を検討するとともに、十分な配慮や工夫をする。 

(こども大綱 p.37) 

 17 

（多様な声を施策に反映させる工夫） 18 

 19 

多様な意見のこども施策への反映 20 

令和５年度に実施した「様々な状況にあって声を聴かれにくいこどもや若者の意見反映の在り方につ21 

いての調査研究」の結果を踏まえ、令和６年度以降「こども若者★いけんぷらす」において、施設等に出22 

向く意見聴取を増やし、対象に応じて配慮や工夫等を講ずる。【こども家庭庁】 23 

この調査研究の結果を「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」に反映したことを受け、24 

同ガイドラインに関する各府省庁及び地方公共団体向けの説明会などを実施し内容の周知を図り、多様25 

なこども・若者から意見を聴く際に活かせるようにする。 26 

さらに、各府省庁及び地方公共団体に対するこども基本法第 11条に基づく措置についての取組状況の27 

調査を踏まえ、多様な声を政策に反映させる工夫の好事例を収集し、横展開を図る。【こども家庭庁】 28 

 29 

（５）社会参画・意見反映を支える人材の育成 30 
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こどもや若者が意見を言いやすい環境をつくるため、安全・安心な場をつくり意見を言

いやすくなるように引き出すファシリテーターを積極的に活用できるよう、人材確保や

養成等のための取組を行う。 

(こども大綱 p.37) 

 1 

（社会参画・意見反映を支える人材の育成） 2 

 3 

社会参画・意見反映を支える人材の育成 4 

令和５年度に行った「ファシリテーター養成プログラム作成のための調査研究」の内容を踏まえ、こど5 

も・若者に対するファシリテーションについての説明会を実施し、本説明会の受講者を国での意見聴取の6 

場において活用できるよう取り組む。また、順次、地方公共団体でも主体的に人材養成を行うことができ7 

るよう検討する。【こども家庭庁】 8 

 地方公共団体に対するこども基本法第 11 条に基づく措置についての取組状況の調査結果を踏まえ、地9 

方公共団体におけるファシリテーター養成の在り方や、意見聴取の手法・対象に応じて必要となるファシ10 

リテーターの技能、その他こども・若者の社会参画・意見反映を支える人材の在り方等について、継続的11 

に検討する。【こども家庭庁】 12 

 13 

（６）若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備 14 

様々な社会課題の解決に自ら声を上げて取り組む若者団体や地域においてこどもや若

者が主体となって活動しているこども会議、若者会議、ユースカウンシルなどは、こども

や若者の社会参画の機会の一つであり、これらの活動がより充実するよう、連携を強化す

るとともに、好事例の展開等を進める。若者団体等の主体的な活動を促進するための取組

の在り方について検討する。 

地域におけるこどもの意見反映・社会参画の拠点として、児童館、子ども会、こども食

堂や学習支援の場など地域にある多様な居場所、公民館や図書館などの社会教育施設、こ

どもの意見表明支援やこどもの社会参画機会の提供を行う民間団体との連携を強化す

る。 

(こども大綱 pp.37-38) 

 15 

（若者が主体となって活動する団体等の活動の促進） 16 

 17 

若者が主体となって活動する団体等との連携強化・取組促進等 18 

こどもや若者の社会参画を進めることの意義を踏まえ、若者が主体となって活動する団体等との意見19 

交換を行う。【こども家庭庁】 20 

国内及び海外における若者が主体となって活動する団体の実態把握等に関する調査研究を実施し、各21 

府省庁や地方公共団体との連携の好事例を含めた団体についての現状等を把握するとともに、活動を促22 

進するための取組の在り方を検討する。【こども家庭庁】 23 
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 1 

（民間団体等との連携強化） 2 

 3 

民間団体等との連携強化 4 

こどもの意見表明支援やこどもの社会参画機会の提供を行う民間団体等と、こども・若者の社会参画、5 

意見聴取をテーマに、意見交換を行う。【こども家庭庁】 6 

 7 

（７）こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究 8 

こどもや若者の社会参画や意見反映に関する調査研究を推進する。 

こども・若者の社会参画、意見反映のプロセスやその結果に係る評価について、仕組み

の構築に向けて取り組む。 

(こども大綱 p.38) 

 9 

（こどもや若者の社会参画や意見反映に関する調査研究） 10 

 11 

こども・若者意見反映調査研究の実施 12 

こども・若者参画及び意見反映専門委員会の議論を踏まえつつ、こどもや若者の社会参画や意見反映に13 

関する必要な調査研究を実施する。【こども家庭庁】 14 

 15 

（こども・若者の社会参画、意見反映のプロセス等の評価に係る仕組みの構築） 16 

 17 

こども・若者の社会参画、意見反映のプロセス等の評価に係る仕組みに関する検討 18 

「こども若者★いけんぷらす」の取組状況を踏まえながら、参加者や関係者からの「事後アンケート」19 

で、事業についての感想を得て、意見反映に関するプロセスの評価を行い、改善につなげる。【こども家20 

庭庁】 21 

意見反映の結果に係る評価の在り方について、仕組みの構築を見据えて検討を進める。【こども家庭庁】  22 
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２ こども施策の共通の基盤となる取組 1 

（１）「こどもまんなか」の実現に向けたＥＢＰＭ 2 

（こども施策におけるＥＢＰＭの浸透に向けた仕組み・体制の整備） 

様々なデータや統計を活用するとともに、こども・若者からの意見聴取などの定性的な

データも活用し、個人情報を取り扱う場合にあってはこどもや若者本人等の権利利益の

保護にも十分に配慮しながら、課題の抽出などの事前の施策立案段階から、施策の効果の

事後の点検・評価・公表まで、それぞれの段階で、エビデンスに基づき多面的に施策を立

案し、評価し、改善していく（ＥＢＰＭ：Evidence Based Policy Making）。その際、施

策立案・実施の専門家である行政職員とデータ利活用等の専門家が協働・対話して進めて

いくこと、試行錯誤をしながら進めていくこと、定量的なデータに固執し過ぎず定性的な

データも活用することを認識しつつ進める。また、こども施策においては、何をアウトカ

ムとするかが十分に定まっていないものが少なくなく、研究途上とも言えることから、こ

ども・若者や子育て当事者の視点に立ち、施策の実態を踏まえて、何をアウトカムとする

ことが適切か、そうしたアウトカムをどのように得ていくのかについて検討していく。 

大学・研究機関等の外部の専門家の登用・活用を進めるなど、こども施策の企画立案・

実施を担う行政職員をＥＢＰＭの観点から支援する体制を整備する。 

こども施策の企画立案・実施を担う部署の職員に対し、ＥＢＰＭに関する周知啓発や研

修、情報提供、支援を進める。 

行政が中長期的な視野に立って優先順位等を付けた上で施策課題について研究テーマ

を提起し大学・研究機関等の創意工夫を活かす調査研究等を推進する。 

新たに「女性の健康」に関するナショナルセンター機能を持たせる国立成育医療研究セ

ンターにおける成育医療等に関するシンクタンク機能の充実を図る。 

地方公共団体が行うこども施策におけるＥＢＰＭに関する取組について、好事例の展

開等を行う。 

(こども大綱 pp.38-39) 

 3 

（こども施策におけるアウトカムの検討） 4 

 5 

こども施策における適切なアウトカム等の検討 6 

こども施策の推進に当たってどのようなアウトカム（成果目標・成果実績）が適切か、その達成度を客7 

観的に判断できる測定指標はどのようなものかについて検討を進め、得られた知見については、こども施8 

策の企画立案、検証・評価等に活用する。【こども家庭庁】 9 

 10 

（こども施策の企画立案・実施を担う行政職員をＥＢＰＭの観点から支援する体制の整備） 11 

 12 

こども施策におけるＥＢＰＭに資する支援体制の構築 13 

こども施策に関しＥＢＰＭの観点から専門的な助言等の支援を行う大学・研究機関等の外部専門家（こ14 

ども家庭庁ＥＢＰＭアドバイザー）の充実を図るとともに、こども施策の企画立案、検証・評価の検討段15 
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階での積極的な活用を推進するなど、こども施策におけるＥＢＰＭの浸透に資する支援体制の整備を進1 

める。【こども家庭庁】 2 

 3 

（こども施策の企画立案・実施を担う部署の職員に対するＥＢＰＭに関する周知啓発等） 4 

 5 

こども施策におけるＥＢＰＭの浸透に資する研修や周知啓発、情報提供、相談支援等の充実 6 

こども施策の企画立案・実施を担う職員に対し、ＥＢＰＭに関する知見や業務に即した実務的なノウハ7 

ウの習得に資する研修を引き続き実施するとともに、令和５年度に開催した「こども家庭庁ＥＢＰＭ研究8 

会」におけるＥＢＰＭの浸透に向けた体制の在り方に関する議論を踏まえ、研修の充実を図る。また、職9 

員アンケート等を実施して得られたニーズや課題を踏まえ、当該職員への効果的な周知啓発、情報提供、10 

相談支援等の充実を図る。【こども家庭庁】 11 

 12 

（大学・研究機関等の創意工夫を活用した調査研究等の推進） 13 

 14 

大学・研究機関等の創意工夫を活かす調査研究等の推進 15 

令和５年度に開催した「こども家庭庁ＥＢＰＭ研究会」におけるＥＢＰＭの浸透に向けた体制の在り方16 

に関する議論を踏まえ、大学・研究機関等の創意工夫を活かした調査研究等を推進する観点から、国立成17 

育医療研究センター等の外部研究機関との連携・協力関係の構築を図る。【こども家庭庁】 18 

 19 

（国立成育医療研究センターにおける成育医療等に関するシンクタンク機能の充実） 20 

 21 

成育医療等に関するシンクタンク機能の充実 22 

「女性の健康」に関するナショナルセンター機能を持たせる国立成育医療研究センターにおける、プレ23 

コンセプションケアや産後ケア事業を含む成育医療等の提供に関する知見の収集、評価・分析、人材育成24 

等のシンクタンク機能の充実を図る。【こども家庭庁】 25 

 26 

（地方公共団体が行うこども施策におけるＥＢＰＭに関する取組の横展開） 27 

 28 

こども政策におけるＥＢＰＭに関する地方公共団体の好事例の収集 29 

地方公共団体のこども施策におけるＥＢＰＭの推進を支援するべく、今後の横展開に向けて、先進的な30 

地方公共団体の取組の好事例を収集する。【こども家庭庁】 31 

 32 

（こども施策に関するデータの整備、エビデンスの構築） 

良質なデータがあってこそ導出されたエビデンスを施策課題等に照らして解釈するこ

とが可能となるとの認識の下、政府全体として収集すべきデータを精査し、各府省庁が連

携して、こども・若者や子育て当事者の視点に立った調査研究の充実や必要なデータの整

備等を進める。その際、国際機関等のデータとの比較の観点を考慮するとともに、こども

に関する長期的な追跡データや月次データ等の充実、男女別データの把握に努める。 
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こどもに着目したウェルビーイング指標の在り方について検討を進める。 

こども施策の推進のために創出が必要なエビデンスを洗い出し、こども・若者や子育て

当事者等の視点に立って、優先順位をつけ、エビデンスの構築に取り組む。その際、外部

の専門家を活用し、透明性・客観性を高める。 

こども・若者や子育て当事者に関する国が行った調査研究等で得られたデータの二次

利用を推進する。 

(こども大綱 p.39) 

 1 

（こども施策に関するデータの整備） 2 

 3 

こども施策に関するデータの整備 4 

こども大綱を推進するため、こども大綱に基づく数値目標や指標等の進捗状況を把握する観点から、5 

「こども政策推進に関する意識調査」等、必要な調査研究を定期的に実施する。【こども家庭庁】 6 

こども・若者や子育て当事者が置かれている状況を把握するとともに、国際比較や長期的な追跡が可能7 

なデータ等を充実させるため、「こども・若者総合調査（仮称）」（令和７年度実施予定）や「こども・若8 

者国際比較調査（仮称）」（令和８年度実施予定）等を継続的に実施する。【こども家庭庁】 9 

 10 

エコチル調査の推進 11 

こども施策に関するデータの整備、エビデンスの構築を行うため、胎児期から小児期にかけての環境要12 

因がその後の健康に与える影響を明らかにするための調査である「子どもの健康と環境に関する全国調13 

査（エコチル調査）」を着実に進める。得られた成果を、関係省庁や地方公共団体等に共有することで、14 

ガイドライン・事業の策定・改定など関連するこども施策につながることが期待される。【環境省】 15 

 16 

（こどもに着目したウェルビーイング指標の在り方の検討） 17 

  18 

こどもに着目したウェルビーイング指標の在り方の検討 19 

 こども施策の推進に当たって政府全体として収集すべきデータや指標を整備する観点も踏まえ、こど20 

も・若者に着目したウェルビーイング指標について、令和５年度において収集した諸外国や国際機関にお21 

ける先行事例を踏まえ、令和６年度は、関連するデータや指標の国内の整備状況を把握・整理するための22 

調査研究を実施した上で、外部の専門家の知見を活用しながら、我が国における指標の在り方について具23 

体的な検討を進める。【こども家庭庁】 24 

（こども・若者や子育て当事者に関する国が行った調査研究等の二次利用の推進） 25 

 26 

こども施策に関するデータの二次的利用の推進 27 

こども施策の推進のために国が行ったこども・若者や子育て当事者に関する調査研究等で得られたデ28 

ータの二次的利用の推進に向け、データ提供可能な調査研究等を一元的に参照できるホームページの構29 

築など、必要な具体的な方策について検討する。【こども家庭庁】 30 

 31 
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（２）こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援 1 

幼児教育や保育に携わる者、教職員、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カー、社会教育に携わる者、青少年教育施設の職員、児童相談所や児童福祉施設等の職員

及び里親、障害児支援に携わる者、民生委員・児童委員、保護司、地域でこども・若者や

子育てへの支援を担っているＮＰＯ等の民間団体の職員など、こども・若者の健やかな育

ちや困難に対する支援、子育て支援に携わる担い手の確保、育成、専門性の向上を図る。 

担い手自身が喜びを感じながら仕事におけるキャリアが形成できる環境づくりを進め

る。こどもや家庭との関わりの中でストレスにさらされている職員などに対するメンタ

ルケアに取り組む。 

地域における身近なおとなや若者など、ボランティアやピアサポートができる人材な

ど多様な人材を確保・育成する。 

こども・若者の健やかな育ちや子育て支援に携わる民間団体同士、行政機関と民間団体

の連携強化を図る。 

(こども大綱 p.39) 

 2 

（こども・若者、子育て支援に携わる担い手の確保・育成・専門性の向上） 3 

 4 

保育人材の担い手の確保、育成、専門性の向上、キャリア形成 5 

新たに保育士を目指す者に向けた資格の取得支援、就業継続のための環境づくり、離職者の再就職の促6 

進などにより、保育人材確保策に取り組む。【こども家庭庁】 7 

各専門分野のリーダー的な役割を担う者等を対象として実施する「保育士等キャリアアップ研修」等の8 

実施体制の確保を図るとともに、保育所等における職員の資質の向上に取り組む。【こども家庭庁】 9 

 10 

幼稚園教諭等の人材育成・確保に向けた調査研究の実施【再掲】 11 

 12 

子育て支援員研修の実施 13 

地域において子育て支援の仕事に関心を持つ方に、多様な子育て支援分野に関して必要となる知識や14 

技術等を修得するための研修を実施し、子育て支援分野の各事業等に従事する「子育て支援員」の養成を15 

図る。【こども家庭庁】 16 

 17 

児童相談所の体制強化 18 

新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン（令和４年 12 月 15 日児童虐待防止対策に関する関係府19 

省庁連絡会議決定）に基づき、令和６年度までに児童福祉司を 1,060人程度、令和８年度までに児童心理20 

司を 950人程度増員する。【再掲】【こども家庭庁】 21 

 22 

障害児支援における人材育成 23 

全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が図られるよう、研修体系の構築など支援人材の育成を24 

進める。【こども家庭庁】 25 
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 1 

民生委員・児童委員に対する研修の実施、担い手確保 2 

民生委員・児童委員が、地域住民に対する適切な相談支援を行うことができるよう、その資質の向上の3 

ための都道府県等による研修の実施や担い手確保に向けた取組を支援する。【厚生労働省、こども家庭庁】 4 

 5 

保護司活動の基盤整備の推進 6 

保護司と学校を始めとする関係機関等が連携して行う犯罪予防活動を促進し、保護司と関係機関等の7 

日常的な連携・協力体制の構築を図る。【法務省】 8 

保護司のこども・若者に対する処遇を含む再犯防止の取組に果たす役割の重要性に鑑み、幅広い世代9 

から多様な人材を保護司として確保することができる制度の構築や保護司組織の運営を含む保護司活動10 

の支障となる要因の軽減等について検討を進め、保護司活動の基盤整備を推進する。【法務省】 11 

 12 

更生保護ボランティアに対する研修の充実 13 

更生保護ボランティアの活動を促進するため、保護司を始めとする更生保護ボランティアに対する研14 

修の充実を図る。【法務省】 15 

 16 

（こどもや家庭に関わる職員などに対するメンタルケア） 17 

 18 

保育人材に対するメンタルケア 19 

園長経験者等が保育所等を巡回し、現場の保育士に対して保護者への適切な対応方法等に関する助言20 

等を行うことや、保育士の相談窓口を設置し相談しやすい体制の整備をするなどの支援に取り組む。【こ21 

ども家庭庁】 22 

 23 

公立学校教員のメンタルヘルス対策 24 

令和４年度において教育職員の精神疾患による病気休職者数が過去最多となる中、教育職員の病気休25 

職者の増加は学校現場やこどもに対する教育への影響や、教職の魅力低下につながる恐れがあることか26 

ら、病気休職の原因分析等を行い、教員のメンタルヘルス対策に関する事例の創出及び横展開等を図る。27 

【文部科学省】 28 

 29 

児童相談所職員のメンタルケアについて 30 

児童相談所がこどもを守るための本来の機能を十分に発揮できるよう各児童相談所における個別面談31 

等を通じて燃え尽き等を防止するための定着支援アドバイザー（心理職等）の配置を支援する。【こども32 

家庭庁】 33 

 34 

（ボランティアやピアサポートができる人材の確保・育成） 35 

 36 

地域におけるこども・若者支援のための人材育成  37 

困難を抱えるこども・若者を支える相談体制やアウトリーチ（訪問支援）、ピアサポートの充実等のた38 
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め、それらに従事する支援者の養成等を図る。【こども家庭庁】 1 

 2 

（民間団体同士、行政機関と民間団体の連携強化） 3 

 4 

「はじめの 100か月の育ちビジョン」を踏まえた取組の推進【再掲】 5 

 6 

こどもまんなか社会実現プラットフォーム（仮称）の設立と運営、情報発信 7 

こどもや若者、子育て家庭に対し、地域で支援を行っている様々な個人や民間団体、企業との対話・連8 

携・協働を強化・推進していくため、こどもまんなか社会実現プラットフォーム（仮称）の設立のための9 

準備会合を４回程度開催し、設立を目指す。プラットフォーム立ち上げ後は、様々な民間団体の発意によ10 

る取組を後押しする形で運営し、ホームページにおいて、プラットフォームの活動についての情報発信等11 

を行う。【こども家庭庁】 12 

 13 

（３）地域における包括的な支援体制の構築・強化 14 

教育・保育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用等の関係機関・団体が密接に情

報共有・連携を行う「横のネットワーク」と、義務教育の開始・終了年齢や、成年年齢で

ある 18歳、20歳といった特定の年齢で途切れることなく継続して支援を行う「縦のネッ

トワーク」による包括的な支援体制として、地方公共団体の教育委員会や福祉部局、学校・

園、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、児童発達支援センター、児童

家庭支援センター、児童相談所、こども家庭センター、子ども・若者総合相談センター、

医療機関（産婦人科、小児科、精神科、歯科等の医療機関及び助産所）、こども・若者や

子育て当事者の支援に取り組む民間団体等の連携を図るため、要保護児童対策地域協議

会と子ども・若者支援地域協議会を活用し、その機能を強化し連携させる。各地の協議会

間の連携（ネットワークのネットワーク）による全国的な共助体制の構築を図る。 

こども家庭センターの全国展開を図るとともに、こども家庭センターと子ども・若者総

合相談センター等を連携させ、こども・若者や子育て当事者の相談支援を強化する。 

先進的な地方公共団体の取組も参考に、住民に身近な地方公共団体において、個々のこ

ども・若者や家庭の状況や支援内容等に関する教育・保健・福祉などの情報・データを分

野を超えて連携させることを通じて、潜在的に支援が必要なこども・若者や家庭を早期に

把握し、ＳＯＳを待つことなく、プッシュ型・アウトリーチ型支援を届けることができる

取組を推進する。 

(こども大綱 pp.39-40) 

 15 

（関係機関・団体のネットワークの構築） 16 

 17 

地域におけるこども・若者支援のための体制整備【再掲】 18 

 19 

法務少年支援センターによる地域援助の推進【再掲】 20 
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 1 

保護観察所による更生保護に関する地域援助等の推進【再掲】 2 

 3 

（こども・若者や子育て当事者の相談支援） 4 

 5 

こども家庭センターの体制整備【再掲】 6 

 7 

（こどもデータ連携の取組） 8 

 9 

こどもデータ連携実証事業の実施・ガイドラインの作成 10 

地方公共団体において、個々のこどもや家庭の状況や利用している支援等に関する教育・保健・福祉な11 

どの情報・データを分野を超えて連携させることを通じて、個人情報の適正な取扱いを確保しながら、潜12 

在的に支援が必要なこども・若者や家庭を早期に把握し、プッシュ型・アウトリーチ型支援につなげる「こ13 

どもデータ連携」の取組について、実証事業を実施する。実証事業を通じて、利用するデータ項目の選定14 

や個人情報の適正な取扱いの在り方、適切なデータ連携の仕組みの在り方、支援への接続方法等に関する15 

課題を洗い出し、地方公共団体の様々な創意工夫によって生まれる知見を得るとともに、取組を汎用的な16 

形で広げるためのモデルの検証・課題抽出を行う。【こども家庭庁】 17 

実証事業によって得られた成果や、パブリック・コメントで得られた意見等を基に、今後の地方公共団18 

体の取組に資する知見を整理し、地方公共団体が参照できるガイドラインを作成する（令和５年度に作成19 

した素案を基に、令和６年度中の完成を見込む）。令和７年度以降、作成したガイドラインを活用して普20 

及啓発するとともに、地方公共団体の取組に対する支援や個人情報の適正な取扱いを確保する等の制度21 

的措置の検討等を通じて、取組の着実な横展開を図る。【こども家庭庁】 22 

 23 

（４）子育てに係る手続き・事務負担の軽減、必要な支援を必要な人に届けるための情報発24 

信 25 

制度があっても現場で使いづらい・執行しづらいという状況にならないよう、「こども

政策ＤＸ」を推進し、プッシュ型通知や、デジタル技術を活用した手続等の簡素化、デー

タ連携、様々な手続をワンストップで行うことができる窓口の整備、申請書類・帳票類の

簡素化・統一化などを通じ、子育て当事者等の利便性向上や子育て関連事業者・地方公共

団体等の手続・事務負担の軽減を図る。 

こども・若者や子育て当事者に必要な情報や支援が届くよう、必要な情報が分かりやす

くまとまって確認できるような一覧性が確保された情報発信、若い世代にとってなじみ

やすいＳＮＳ等を活用したプッシュ型広報、制度や支援の利用について気軽に問い合わ

せができるオンラインでの支援など、情報発信や広報を改善・強化するとともに、手続等

の簡素化等を通じた利便性の向上を図る。 

(こども大綱 p.40) 

 26 

（子育てに係る手続き・事務負担の軽減） 27 
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 1 

こども政策ＤＸの推進 2 

こども政策ＤＸを推進し、こどもまんなか社会の実現を図るため、こども政策ＤＸ推進チームを都度開3 

催し、「こども政策ＤＸの推進に向けた当面の取組方針」を踏まえて、こども・子育て政策のＤＸに向け4 

た検討や進捗管理等を実施し、こども政策ＤＸの取組を促進する。【こども家庭庁】 5 

地方公共団体や子育て関連事業者等がこども政策ＤＸや業務のデジタル化・ＩＣＴ化を効果的に進め6 

られるよう、高度な専門性や人的資源を豊富に有する質の高い事業者を選定できる場を提供するため、7 

「こども政策ＤＸ見本市」を開催するとともに、先進事例等の効率的な横展開を進める。【こども家庭庁】 8 

地方公共団体や子育て関連事業者等が行政手続や事務処理等のデジタル化・ＩＣＴ化や生成ＡＩの利9 

用等を効果的に進められるよう、「こども政策ＤＸの実現に向けた実証事業」としてこども政策ＤＸに係10 

るモデル事業等を短期集中で実施し、効果や課題、留意点等をまとめた報告書やガイドライン等を作成し、11 

横展開を図る。また、様々な手続をワンストップで行うことができる窓口の整備など人口規模別の総合的12 

な改革モデル等を構築し、横展開を進めることで、子育て当事者等の利便性向上や地方公共団体等の手13 

続・事務負担の軽減を図る。【こども家庭庁、総務省】 14 

 15 

こども政策ＤＸ見本市開催事業の実施 16 

地方公共団体や子育て関連事業者等がこども政策ＤＸや業務のデジタル化・ＩＣＴ化を効果的に進め17 

られるよう、高度な専門性や人的資源を豊富に有する質の高い事業者を選定できる場を提供するため、18 

「こども政策ＤＸ見本市」を開催するとともに、先進事例等の効率的な横展開を進める。【こども家庭庁】 19 

 20 

こども政策ＤＸの実現に向けた実証事業の実施 21 

地方公共団体や子育て関連事業者等が行政手続や事務処理等のデジタル化・ＩＣＴ化や生成ＡＩの利22 

用等を効果的に進められるよう、こども政策ＤＸに係るモデル事業等を短期集中で実施し、効果や課題、23 

留意点等をまとめた報告書やガイドライン等を作成し、横展開を図る。【こども家庭庁】 24 

 25 

こども政策ＤＸに係る庁内体制の強化 26 

庁内のこども政策ＤＸに関する取組を推進するため、他省庁や委託事業者等の外部からの支援も活用27 

し、庁内のこども政策ＤＸに係る体制の強化を進める。【こども家庭庁】 28 

 29 

母子保健のデジタル化の推進【再掲】 30 

 31 

保育ＤＸによる現場の負担軽減 32 

 「保育業務のワンスオンリー実現に向けた基盤整備」と「保活ワンストップシステムの全国展開」によ33 

り、保育士等の負担軽減による保育の質の確保や保護者の負担軽減による子育てと仕事の両立支援を進34 

める。【こども家庭庁】 35 

 36 

（５）こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革 37 

こどもや若者、子育て当事者が気兼ねなく様々な制度や支援メニューを利用できるよ
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う、地域社会、企業など様々な場で、年齢、性別を問わず、全ての人がこどもや子育て中

の方々を応援するといった社会全体の意識改革として「こどもまんなかアクション」を進

める。子育て当事者がこどもと一緒にいるときに感じた不便や周囲に求める理解や配慮

に関する調査結果を踏まえ、国の施設や他の公共施設、民間施設におけるこどもや子育て

家庭を優先して受け付ける取組やこども・子育てを応援する地域や企業の好事例の共有・

横展開、公共交通機関等における妊産婦や乳幼児を連れた家庭に対する分かりやすい案

内や妊産婦や乳幼児を連れた家庭への配慮に関する利用者の理解・協力の促進など、様々

な取組を通じてこどもや子育て当事者を社会全体で支える気運を醸成していく。 

(こども大綱 p.40-41) 

 1 

（こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革） 2 

 3 

「こどもまんなかアクション」の推進 4 

「こどもまんなかアクション」として、「こどもまんなか」の趣旨に賛同する企業・個人・地方公共団5 

体などに「こどもまんなか応援サポーター」となる旨宣言していただき、取り組んだ内容を自らＳＮＳな6 

どで発表する「こどもまんなか応援プロジェクト」を推進する。あわせて、「こどもファスト・トラック」7 

の取組推進、ＳＮＳを活用したプッシュ型での情報発信、各地域でリレーシンポジウムの開催、こどもま8 

んなか月間の実施、「家族の日」、「家族の週間」等を実施し、こどもや子育て世帯を社会全体で支える気9 

運を醸成していく。【こども家庭庁】 10 

 11 

こども連れの方が移動しやすい環境整備 12 

鉄道やバスなどにおけるベビーカー使用者のためのフリースペース等の設置や分かりやすい案内の促13 

進とともに、公共交通機関等において、妊産婦や乳幼児連れの方を含め、配慮が必要な方に対する利用者14 

の理解・協力を啓発する取組などを推進する。また、こども連れ旅行者に優しい旅行の気運醸成を図る。15 

【国土交通省】 16 

 17 

地域における結婚・子育てに温かい社会づくり・気運醸成の推進 18 

地方公共団体が実施する少子化対策の取組について、企業や民間団体を含めた地域全体で結婚・子育て19 

を応援する気運の醸成、男性の育休取得と家事・育児参画の促進などの結婚・子育てに温かい社会づくり・20 

気運の醸成を図る取組に対し、地域少子化対策重点推進交付金により支援するとともに、各事業の実績を21 

把握し、交付金活用事例集を作成するほか、優良事例についての情報共有にも努め、優れた取組の横展開22 

を図る。【こども家庭庁】 23 

 24 

結婚や子育てに関する若い世代を主体とする情報発信等 25 

多様な価値観・考え方を大前提として、若い世代が、自らの主体的な選択により、結婚し、こどもを生み、26 

育てたいと望んだ場合に、それぞれの希望に応じて社会全体で支えていくことができるよう、若い世代主27 

体のプロジェクトチームにより若い世代の視点に立った情報発信等を実施する。【こども家庭庁】 28 

 29 
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社会の意識改革を進めていく取組 1 

社会全体でこども・子育て世帯を応援するという気運を高め、社会の意識改革を進めていく取組を、経2 

済界や地方公共団体など幅広い関係者の参画と協力を得ながら展開する。【内閣官房、こども家庭庁】 3 

 4 

３ 施策の推進体制等 5 

（１）国における推進体制 6 

（こども政策推進会議） 

こども政策推進会議を中心に、内閣総理大臣のリーダーシップの下、政府一体となっ

て、こども大綱を総合的に推進する。その際、教育振興基本計画やこども未来戦略等の他

の政府方針と整合的に進めることに留意する。 

こども施策の実施の推進及び関係行政機関相互の調整等のため、関係府省庁の局長級

からなる幹事会を活用する。幹事会構成員は、所属府省庁におけるこども施策の推進の中

核として府省庁内関係施策の取りまとめと推進を担う。 

（こどもまんなか実行計画によるＰＤＣＡとこども大綱の見直し） 

こども政策推進会議において、こども大綱に基づき具体的に取り組む施策を「こどもま

んなか実行計画」として取りまとめる。こども家庭審議会において、施策の実施状況やこ

ども大綱に掲げた数値目標・指標等を検証・評価し、その結果を踏まえ、毎年６月頃を目

途に、こども政策推進会議において「こどもまんなか実行計画」を改定し、関係府省庁の

予算概算要求等に反映する。これらにより、継続的に施策の点検と見直しを図る。 

「こどもまんなか実行計画」の実施状況とその効果、こども大綱に掲げた数値目標と指

標の状況、社会情勢の変化等を踏まえ、おおむね５年後を目途に、こども大綱を見直す。 

（こども家庭審議会） 

こども家庭審議会は、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することの

できる社会の実現に向けた基本的な政策に関する重要事項等を調査審議し、当該重要事

項に関し、内閣総理大臣、関係各大臣又はこども家庭庁長官に意見を述べる権限を持つ。

内閣総理大臣等の諮問に応じるのみならず、当該諮問がなくとも自ら調査審議を行い、内

閣総理大臣等へ意見を述べることができる。 

こども家庭審議会は、こども家庭庁設置法案・こども基本法案に係る国会での審議を受

け止め、こどもや若者の視点に立って、公平性や透明性を確保しつつ、こども大綱の下で

進められる各般の施策の実施状況や評価等について分科会や部会において幅広く充実し

た調査審議を行い、当該施策や制度の改善等に関して、これらの権限を適切に行使する。 

（こども政策を担当する内閣府特命担当大臣） 

こども政策を担当する内閣府特命担当大臣は、内閣府設置法第 11条の３の規定により

置かれた内閣府特命担当大臣が掌理する企画立案・総合調整事務の遂行に関する実施要

領に基づき、総合調整権限を機動的かつ柔軟に発揮する。必要に応じ、内閣府設置法第 12

条に基づく関係行政機関の長に対する勧告等の権限を適切に行使する。 

（全ての施策においてこども・若者の視点や権利を主流化するための取組の在り方） 

各種施策を企画立案・実施するに当たりこどもや若者の権利に与える影響を事前又は
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事後に評価する取組の在り方について、調査研究等を進める。 

(こども大綱 pp.41-42) 

 1 

（全ての施策においてこども・若者の視点や権利を主流化するための取組の在り方） 2 

 3 

施策がこどもや若者に与える影響を評価する取組の在り方に関する調査研究 4 

国際社会の動向や諸外国の取組を参考にしつつ、各種施策を企画立案・実施するに当たりこどもや若者5 

に与える影響を事前又は事後に評価する取組の在り方について調査研究を行う。【こども家庭庁】 6 

 7 

（２）数値目標と指標の設定 8 

こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」の実現に向けたこども・若者や子育て当事

者の視点に立った数値目標を別紙１のとおり設定する。併せて、こども・若者、子育て当

事者の置かれた状況等を把握するための指標を別紙２のとおり設定する。なお、具体的に

取り組む施策の進捗状況を検証するための指標については「こどもまんなか実行計画」に

おいて設定する。 

おおむね５年後のこども大綱の見直しに向けた数値目標や指標の充実について、こど

も家庭審議会において検討する。進められる各般の施策の実施状況や評価等について分

科会や部会において幅広く充実した調査審議を行い、当該施策や制度の改善等に関して、

これらの権限を適切に行使する。 

(こども大綱 p.42) 

 9 

（３）自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携 10 

（自治体こども計画の策定促進） 

こども基本法において、都道府県は、国の大綱を勘案して、都道府県こども計画を作成

するよう、また、市町村は、国の大綱と都道府県こども計画を勘案して、市町村こども計

画を作成するよう、それぞれ、努力義務が課せられている。自治体こども計画は、各法令

に基づくこども施策に関する関連計画と一体のものとして作成できることとされてお

り、区域内のこども施策に全体として統一的に横串を刺すこと、住民にとって一層分かり

やすいものとすることなどが期待されている。 

こども施策に関する計画を自治体こども計画として一体的に策定する地方公共団体を

積極的に支援するとともに、教育振興基本計画との連携を含め好事例に関する情報提供・

働きかけを行う。自治体こども計画の策定・推進状況やこどもに関する基本的な方針・施

策を定めた条例の策定状況についての「見える化」を進める。 

（地方公共団体との連携等） 

国と地方が情報共有・意見交換する場を活用し、地域の実情を踏まえつつ、国と地方公

共団体の視点を共有しながら、こども施策を推進していく。地方公共団体の取組状況を把

握し、その取組が促進されるよう、また、地域間格差をできる限り縮小していくことも念
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頭に置きつつ、必要な支援を行うとともに、現場のニーズを踏まえた地方公共団体の先進

的な取組を横展開し、必要に応じて制度化していく。 

こども施策に係る地方公共団体との人事交流を推進する。 

(こども大綱 pp.42-43) 

 1 

（自治体こども計画の策定支援） 2 

 3 

自治体こども計画の策定支援・策定状況の公表 4 

 都道府県・市町村が行う自治体こども計画策定の支援を行うとともに、自治体こども計画策定のための5 

プロセスや意見聴取の手法等を示したガイドラインを作成し、地方公共団体向け説明会等を通してガイ6 

ドラインの周知、活用促進を図る。また、自治体こども計画の策定状況について都道府県・政令市・市（政7 

令市除く）・町村別に取りまとめるとともに、こどもに関する基本的な方針・施策を定めた条例の策定状8 

況を調査し公表する。【こども家庭庁】 9 

 10 

（４）国際的な連携・協力 11 

持続可能な開発のための 2030アジェンダに含まれる持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

に関し、ＳＤＧｓ実施指針改定版に基づく取組を進める。 

子どもに対する暴力撲滅グローバル・パートナーシップ(ＧＰｅＶＡＣ)の参加国（パ

スファインディング国）として、子どもに対する暴力撲滅行動計画の着実な実施を通じ

て、こどもに対する暴力撲滅に取り組む。 

こどもの権利条約を誠実に遵守する。同条約に基づく児童の権利委員会からの総括所

見における勧告や、必要に応じて一般的意見について十分に検討の上、適切に対応を検討

するとともに、国内施策を進める。同条約に基づく権利の実現のためにとった措置及びこ

れらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を行うため、フォローアップ

を含めた必要な措置を適切に講ずる。また、国際社会と協調しつつ、日本の考え方につい

て正しい情報発信を行う。 

「ビジネスと人権」に関する行動計画に基づく取組を進める。 

各種国際会議における議論の内容を踏まえて国内施策を進めるとともに、当該会議等

の場において我が国のこども施策を積極的に国際社会に発信する。 

国連児童基金（ユニセフ）やＯＥＣＤを始めとする国際機関等の取組に積極的に貢献し

ていくとともに、連携を強化する。 

(こども大綱 p.43) 

 12 

（ＳＤＧｓ実施指針改定版に基づく取組） 13 

 14 

ＳＤＧｓ実施指針改定版に基づく取組 15 

内閣総理大臣を本部長、官房長官、外務大臣を副本部長とし、全閣僚を構成員とする持続可能な開発目16 
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標（ＳＤＧｓ）推進本部において令和５年 12 月に決定されたＳＤＧｓ実施指針改定版を踏まえ、ＳＤＧ1 

ｓ達成に向けた取組を広範なステークホルダーと連携して推進・実施していく。若い世代の意味ある参画2 

の拡大に取り組むとともに、「誰一人取り残さない」包摂社会の実現に取り組む。【外務省】 3 

 4 

（子どもに対する暴力撲滅行動計画に関する取組） 5 

 6 

国際的な暴力撲滅に向けた取組 7 

「子どもに対する暴力撲滅のための円卓会議」及び同ワーキング・グループを活用しつつ、「子どもに8 

対する暴力撲滅行動計画」の実施状況を把握する。また、毎年の評価・モニタリングの結果も踏まえつつ、9 

同計画の着実な実施を通じて子どもに対する暴力撲滅に取り組む。【こども家庭庁、関係省庁】 10 

 11 

（こどもの権利条約に関する取組） 12 

 13 

条約を踏まえた国内施策の実施等 14 

国内施策の実施に当たっては、こどもの権利条約を遵守し、児童の権利委員会の総括所見についても関15 

係省庁で連携し必要な検討を行うとともに、こども家庭審議会基本政策部会においても、調査審議を行う。16 

こども家庭庁のホームページにおいて、総括所見及び一般的意見を掲載するなどの必要な情報発信を行17 

う。【こども家庭庁、外務省、関係省庁】 18 

 19 

（「ビジネスと人権」に関する行動計画に基づく取組） 20 

 21 

「ビジネスと人権」に関する行動計画に基づく取組の推進  22 

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の着実な履行の確保を目指して令和２年に策定した「ビジネ23 

スと人権」に関する行動計画に基づき、こどもの権利の保護・促進のための取組を推進する。【外務省、24 

関係省庁】 25 

 26 

（我が国のこども施策の国際社会への情報発信） 27 

 28 

国際社会との協調、日本の取組・考え方についての情報発信 29 

国連人権理事会及び国連総会第３委員会などの多国間フォーラムにおける児童に関する議論に積極的30 

に参加するとともに、児童の権利の保護・促進を目的とする国連児童基金（ユニセフ）等による取組と連31 

携・協力する。また、我が国のこども分野における取組に対する国際社会の理解を促進するべく、二国間32 

の対話及び国連を始めとする多国間フォーラムにおける議論等の機会を活用し、国際場裡における正し33 

い説明・情報発信を行う。【外務省】 34 

各種国際会議における議論の内容を踏まえて国内施策を進めるために、適切に関係省庁間で情報共有・35 

連携を図るとともに、当該国際会議の開催機会や関連のホームページ等を通じて、我が国のこども施策を36 

積極的に国際社会に発信するよう、取り組む。【こども家庭庁、外務省】 37 

 38 
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（国際機関等の取組への貢献・連携強化） 1 

 2 

国際機関との連携 3 

国連児童基金（ユニセフ）やＯＥＣＤを始めとする国際機関に対して、我が国のこども施策を情報発信4 

するとともに、情報交換を行う等、連携に向けて取り組む。【こども家庭庁、外務省】 5 

 6 

（５）安定的な財源の確保 7 

こども基本法第 16条の趣旨を踏まえ、こども大綱を推進するために必要な安定的な財

源について、国民各層の理解を得ながら、社会全体での費用負担の在り方を含め、幅広く

検討を進め、その確保に努めていく。 

特に、こども未来戦略で示された「こども・子育て支援加速化プラン」については、大

宗を３年間（2026 年度まで）で実施し、同プランの実施が完了する 2028年度までに安定

財源を確保する。 

(こども大綱 pp.43-44) 

 8 

（「こども・子育て支援加速化プラン」） 9 

 10 

「こども・子育て支援加速化プラン」に係る安定財源の確保 11 

こども未来戦略に基づき、予算規模で 3.6 兆円程度の充実となる「こども・子育て支援加速化プラン」12 

の財源については、その実施が完了する令和 10年度までに 3.6兆円程度の安定財源を確保する。【こども13 

家庭庁、厚生労働省】 14 

具体的には、令和 10 年度までに既定予算の最大限の活用等で 1.5 兆円程度の確保を図る。あわせて、15 

徹底した歳出改革を行い、令和 10年度までに、公費節減効果について 1.1兆円程度の確保を図るととも16 

に、歳出改革と賃上げによって社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で令和８年度から段階的17 

に令和 10 年度にかけて子ども・子育て支援金制度を構築することとし、実質的な負担を生じさせること18 

なく令和 10年度に 1.0兆円程度の確保を図る。【こども家庭庁、厚生労働省】 19 

令和 10 年度にかけて安定財源を確保するまでの間に財源不足が生じないよう、必要に応じ、つなぎと20 

して、令和７年度に新設する子ども・子育て支援特別会計（いわゆる「こども金庫」）において、子ども・21 

子育て支援特例公債を発行する（令和６年度においては、年金特別会計において発行する）。【こども家庭22 

庁】 23 

 24 

（６）こども基本法附則第２条に基づく検討 25 

こども基本法附則第２条に基づき、こども基本法の施行後５年を目途として、こども施

策が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点からその実態を把握し、公

正かつ適切に評価する仕組みの整備その他の基本理念にのっとったこども施策の一層の

推進のために必要な方策について検討を加え、その結果に基づき、法制上の措置その他の

必要な措置を講ずる。 
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(こども大綱 p.44) 

 1 



事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

相
談
救
済
機
関
の
調
査
研
究
・

実
態
把
握
及
び
事
例
の
周
知

「
全
国
行
政
苦
情
救
済
・
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
連
絡
会
」
等
を
開
催
し
、
実
態
把
握
や
こ
ど
も
家
庭
庁
が
実
施
し
た
調
査
研
究
結
果
も
踏
ま
え
た
事
例
の
周
知
【
総
務
省
】

Ⅱ
－
１
－
（
１
）
こ
ど
も
・
若
者
が
権
利
の
主
体
で
あ
る
こ
と
の
社
会
全
体
で
の
共
有
等

Ⅱ
－
１
－
（
２
）
多
様
な
遊
び
や
体
験
、
活
躍
で
き
る
機
会
づ
く
り

事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
1
0年

度

「
は
じ
め
の
10
0か

月
の
育
ち
ビ

ジ
ョ
ン
」
を
踏
ま
え
た
「
遊
び
と

体
験
」
の
推
進

青
年
国
際
交
流
事
業
の
実
施
に
よ

る
人
材
育
成

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
教
育
の
推
進

特
定
分
野
に
特
異
な
才
能
の
あ
る

こ
ど
も
に
対
す
る
指
導
・
支
援

教
育
を
通
じ
た
男
女
共
同
参
画
の

推
進

「
は
じ
め
の
1
0
0か

月
の
育
ち
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
関
連
施
策
の
総
合
的
な
推
進
【
こ
ど
も
家
庭
庁
を
中
心
と
し
た
政
府
全
体
】

青
年
国
際
交
流
事
業
の
実
施
【
内
閣
府
】

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
活
用
・
普
及
促
進
【
経
済
産
業
省
】

幼
児
期
の
固
定
的
な
性
別
役
割

分
担
意
識
や
無
意
識
の
思
い
込
み

（
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ
イ
ア
ス
）

の
解
消
に
資
す
る
調
査
研
究

【
文
部
科
学
省
】

別紙１

児
童
生
徒
向
け
教
材
等
の
活
用
促
進
【
文
部
科
学
省
】

調
査
研
究
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

事
例
周
知
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

特
定
分
野
に
特
異
な
才
能
の
あ
る
児
童
生
徒
に
対
す
る
学
校
に
お
け
る
指
導
・
支
援
の
在
り
方
等
に

関
す
る
有
識
者
会
議

審
議
の
ま
と
め
に
基
づ
き
実
証
研
究
等
を
実
施
【
文
部
科
学
省
】

実
証
研
究
の
成
果
を
全
国
に
展
開
す
る
と
と
も
に
、
 

必
要
に
応
じ
制
度
改
正
等
を
検
討
【
文
部
科
学
省
】

「
は
じ
め
の

10
0か

月
の
育
ち
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
踏
ま
え
た
普
及
啓
発
・
人
材
養
成
・
調
査
研
究
の
集
中
的
な
実
施

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

プ
レ
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
ケ
ア
の

推
進

国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
に

お
け
る
「
女
性
の
健
康
」
に
関
す

る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
機
能
の

構
築
等

実
施
自
治
体
を
増
加
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

女
性
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
機
能
を
有
す
る
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
プ
レ
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
ケ
ア
を
含
め
た
成
育
医
療
の
推
進
に
資
す
る
研
究
・
相
談
支
援
・
人
材
育
成
な
ど
の
推
進
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ⅱ
－
１
－
（
３
）
こ
ど
も
や
若
者
へ
の
切
れ
目
の
な
い
保
健
・
医
療
の
提
供

「
妊
娠
と
薬
」
と
連
携
し
た

相
談
支
援
の
実
施
開
始

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

す
べ
て
の
都
道
府
県
に
お
い
て

「
妊
娠
と
薬
」
と
連
携
し
た

支
援
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

「
女
性
の
健
康
」
に
関
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
機
能
の
構
築
に
係
る
組
織
体
制
や
シ
ス
テ
ム
の
整
備
、
人
材
の
確
保
、
研
究
等
の
推
進
【
厚
生
労
働
省
】

「
女
性
の
健
康
」
に
関
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
機
能
の
構
築
に
係
る
施
設
整
備
【
厚
生
労
働
省
】



事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

母
子
保
健
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進

・
Ｐ
Ｍ
Ｈ
導
入
自
治
体
拡
大
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

・
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要
に
応
じ
て
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な
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Ｐ
Ｍ
Ｈ
の
機
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追
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】
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健
康
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帳
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】

Ｒ
８
年
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Ｘ
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国
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電
子
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健
康
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】

事
業

Ｒ
６
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Ｒ
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８
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Ｒ
９
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Ｒ
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度
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支
援
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業
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親
家
庭
及
び
低
所
得
子
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て
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の
学
習
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援

進
学
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備
給
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金

円
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保
の

推
進

こ
ど
も
の
生
活
支
援
の
強
化

ひ
と
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親
家
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対
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る
子
育

て
・
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保
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ひ
と
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家
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と
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家
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支
援
体
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生
活
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習
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こ
ど
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家
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庁
】

Ⅱ
－
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（
４
）
こ
ど
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の
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域
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体
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援
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促
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【
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庁
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地
域
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支
援
強
化
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
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ひ
と
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活
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子
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・
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活
支
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実
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家
庭
庁
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【
こ
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も
家
庭
庁
】

電
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版
母
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健
康
手
帳
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係
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の
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【
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家
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庁
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体
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【
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庁
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デ
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ル
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児
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手
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実
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施
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実
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施
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る
法
令
等
の

整
備
、
周
知
等
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
等
の
支
給
等
に
よ
る
就
業
支
援
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

ひ
と
り
親
家
庭
等
に
対
す
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談
体
制
強
化
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】



事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

虐
待
・
貧
困
に
よ
り
孤
立
し
様
々

な
困
難
に
直
面
す
る
学
生
等
へ

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援
の
充
実

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援
・
宅
食
事
業

に
よ
る
見
守
り
体
制
の
強
化

官
公
民
の
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・

国
民
運
動
の
展
開

虐
待
・
貧
困
に
よ
り
孤
立
し
様々

な
困
難
に
直
面
す
る
学
生
等
へ
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援
・
宅
食
事
業
に
よ
る
見
守
り
体
制
の
強
化
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

こ
ど
も
の
未
来
応
援
国
民
運
動
の
推
進
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

経
済
的
支
援
と
質
の
高
い
支
援
の

提
供

地
域
に
お
け
る
障
害
児
支
援
体
制

の
強
化
と
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
の

推
進

専
門
的
支
援
が
必
要
な
障
害
児
へ

の
支
援
の
強
化

家
族
支
援
の
充
実
、
障
害
の
早
期

発
見
・
早
期
支
援
、
関
係
機
関
の

連
携
等

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
シ
ス
テ
ム

の
実
現
に
向
け
た
取
組

Ⅱ
－
１
－
（
５
）
障
害
児
支
援
・
医
療
的
ケ
ア
児
等
へ
の
支
援

障
害
児
の
補
装
具
費
の
所
得
制
限
撤
廃
【
こ
ど
も
家
庭
庁
・
厚
生
労
働
省
】

第
３
期
障
害
児
福
祉
計
画
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

第
４
期
障
害
児
福
祉
計
画
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

研
修
体
系
の
構
築
の
検
討
・
実
装
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
支
援
の
実
態
把
握
・
実
証
・
実
装
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

改
正
児
童
福
祉
法
施
行
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｒ
６
障
害
報
酬
改
定
施
行
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｒ
９
障
害
報
酬
改
定
施
行
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

地
域
障
害
児
支
援
体
制
強
化
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

地
域
支
援
体
制
整
備
サ
ポ
ー
ト
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

第
３
期
障
害
児
福
祉
計
画
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

第
４
期
障
害
児
福
祉
計
画
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｒ
６
障
害
報
酬
改
定
施
行
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｒ
９
障
害
報
酬
改
定
施
行
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

医
療
的
ケ
ア
児
等
総
合
支
援
事
業
・
医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

聴
覚
障
害
児
中
核
機
能
強
化
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｒ
９
障
害
報
酬
改
定
施
行
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

地
域
障
害
児
支
援
体
制
強
化
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

地
域
に
お
け
る
こ
ど
も
の
発
達
相
談
と
家
族
支
援
の
機
能
強
化
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｒ
６
障
害
報
酬
改
定
施
行
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

第
３
期
障
害
児
福
祉
計
画
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｒ
６
障
害
報
酬
改
定
施
行
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

多
様
な
ニ
ー
ズ
を
有
す
る
子
供
へ
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
も
含
め
た
支
援
基
盤
の
強
化
【
文
部
科
学
省
】

医
療
的
ケ
ア
看
護
職
員
を
含
む
多
様
な
支
援
ス
タ
ッ
フ
の
確
保
・
活
用
【
文
部
科
学
省
】

自
校
通
級
や
効
果
的
・
効
率
的
な
巡
回
指
導
等
に
よ
る
通
級
指
導
体
制
の
充
実
【
文
部
科
学
省
】

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
な
学
校
運
営
モ
デ
ル
事
業
の
実
施
、
他
の
地
域
へ
の
展
開
等
【
文
部
科
学
省
】

事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
の
体
制

整
備

Ⅱ
－
１
－
（
６
）
児
童
虐
待
防
止
対
策
と
社
会
的
養
護
の
推
進
及
び
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
へ
の
支
援

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
の
全
国
展
開
に
向
け
た
市
区
町
村
の
体
制
整
備
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】



事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

家
庭
支
援
事
業
の
推
進

予
期
せ
ぬ
妊
娠
等
に
悩
む
若
年
妊

産
婦
等
へ
の
必
要
な
支
援
の
提
供

一
時
保
護
施
設
の
環
境
改
善
に
向

け
た
設
備
・
運
営
基
準
の
策
定
・

個
別
ケ
ア
の
推
進
等

こ
ど
も
の
権
利
擁
護
の
推
進

虐
待
等
に
よ
り
家
庭
か
ら
孤
立
し
た

こ
ど
も
・
若
者
の
居
場
所
の
整
備

一
時
保
護
時
の
司
法
審
査
の
円
滑

な
導
入

親
子
関
係
の
再
構
築
支
援
の
推
進

子
ど
も
か
ら
の
聴
取
に
関
す
る

Ａ
Ｉ
訓
練
ツ
ー
ル
の
開
発

こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー
の
取
得
促
進

児
童
相
談
所
の
体
制
強
化

業
務
効
率
化
の
た
め
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推

進 里
親
等
委
託
の
推
進

第
２
期
子
ど
も
・
子
育
て
事
業
計
画
に
基
づ
く

事
業
の
実
施
（
～
Ｒ
６
）
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

令
和
６
年
度
新
設
事
業
の
計
画
的
な
実
施

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

第
３
期
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
等
に
基
づ
く
事
業
の
実
施
（
Ｒ
７
～
Ｒ

11
）
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

一
時
保
護
施
設
独
自
の
設
備
・
運
営
基
準
策
定
に
よ
る
環
境
改
善
、
一
時
保
護
施
設
に
お
け
る
小
規
模
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
推
進
、
一
時
保
護
委
託
先
の
開
拓
・
心
理
的
サ
ポ
ー
ト
の
実
施

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
周
知
、
こ
ど
も
の
権
利
擁
護
環
境
整
備
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

こ
ど
も
若
者
シ
ェ
ル
タ
ー
・
相
談
支
援
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

児
童
相
談
所
に
お
け
る

対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
等

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

児
童
相
談
所
に
お
け
る

対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
周
知
等

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

一
時
保
護
時
の
司
法
審
査
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
周
知
、
親
子
再
統
合
（
親
子
関
係
再
構
築
）
支
援
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

・
試
作
版
を
改
良
し
、
フ
ラ
イ
ト

モ
デ
ル
を
開
発

・
警
察
に
お
け
る
運
用
環
境
の
構
築
、

実
証
【
警
察
庁
】

他
省
庁
等
に
お
け
る
各
種
聴
取

訓
練
へ
の
活
用
の
検
討
【
警
察
庁
】

警
察
で
の
運
用
開
始

【
警
察
庁
、
都
道
府
県
警
察
】

※
左
記
検
討
結
果
を
踏
ま
え
、
Ｒ
７
年
度
以
降
の
工
程
を
検
討
【
警
察
庁
】

こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
取
得
促
進
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

妊
婦
訪
問
支
援
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

新
た
な
児
童
虐
待
防
止
対
策
体
制

総
合
強
化
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
児
童
相
談
所

の
体
制
強
化
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

新
た
な
児
童
虐
待
防
止
対
策
体
制
総
合
強
化
プ
ラ
ン
（
見
直
し
後
）
に
基
づ
く
児
童
相
談
所
の
体
制
強
化
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

児
童
相
談
所
等
に
お
け
る
業
務
効
率
化
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
促
進
、
里
親
支
援
セ
ン
タ
ー
等
職
員
の
人
材
育
成
、
里
親
研
修
の
強
化
等
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】



事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

特
別
養
子
縁
組
の
推
進

施
設
の
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
、

高
機
能
化
及
び
多
機
能
化
・
機
能

転
換

児
童
養
護
施
設
等
に
お
け
る
人
材

育
成

自
立
支
援
の
強
化

特
定
妊
婦
等
に
対
す
る
支
援
の
強

化 ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
実
態
把
握
、

支
援
体
制
の
構
築
及
び
社
会
的
認

知
度
向
上
の
た
め
の
広
報
啓
発

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
実
態
把
握
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
配
置
等
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
支
援
窓
口
の
設
置
推
進
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

重
点
的
な
広
報
啓
発
（
集
中
取
組
期
間
）

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

広
報
そ
の
他
啓
発
活
動
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

自
殺
総
合
対
策
大
綱

こ
ど
も
の
自
殺
の
要
因
分
析
等

こ
ど
も
の
自
殺
予
防
・
自
殺
対
策

に
関
す
る
広
報
啓
発

電
話
・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
た
相

談
体
制
の
整
備

「
こ
ど
も
・
若
者
の
自
殺
危
機
対

応
チ
ー
ム
」
の
立
ち
上
げ
・
運
用

支
援

遺
児
へ
の
支
援

大
綱
に
基
づ
く
施
策
の
推
進
・
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
実
施
【
厚
生
労
働
省
】

Ⅱ
－
１
－
（
７
）
こ
ど
も
・
若
者
の
自
殺
対
策
、
犯
罪
な
ど
か
ら
こ
ど
も
・
若
者
を
守
る
取
組 次
期
大
綱
の
検
討
【
厚
生
労
働
省
】

次
期
大
綱
の
決
定

次
期
大
綱
に
基
づ
く
施
策
の
推
進

【
厚
生
労
働
省
】

地
域
自
殺
対
策
強
化
交
付
金
を
活
用
し
た
都
道
府
県
・
指
定
都
市
に
お
け
る
チ
ー
ム
設
置
及
び
チ
ー
ム
に
よ
る
支
援
者
支
援
の
取
組
に
関
す
る
支
援
【
厚
生
労
働
省
】

調
査
研
究
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
、
警
察
庁
、
消
防
庁
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
】

広
報
そ
の
他
の
啓
発
活
動
の
実
施
【
内
閣
官
房
、
こ
ど
も
家
庭
庁
、
警
察
庁
、
法
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
】

養
親
希
望
者
を
増
や
す
こ
と
を
主
眼
に
置
い
た
広
報
の
展
開
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
お
け
る
効
果
的
な
支
援
体
制
の
構
築
や
職
員
の
資
質
向
上
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

地
域
小
規
模
児
童
養
護
施
設
や
分
園
型
小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
の
推
進
等
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

研
修
実
績
や
業
務
内
容
に
応
じ
た
処
遇
や
、
魅
力
発
信
、
就
業
継
続
支
援
等
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
、
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
等
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

地
域
自
殺
対
策
強
化
交
付
金
を
活
用
し
た
地
方
公
共
団
体
・
民
間
団
体
に
お
け
る
電
話
・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
相
談
体
制
の
整
備
に
関
す
る
支
援
【
厚
生
労
働
省
】

地
域
自
殺
対
策
強
化
交
付
金
を
活
用
し
た
地
方
公
共
団
体
・
民
間
団
体
に
お
け
る
遺
児
へ
の
取
組
に
関
す
る
支
援
【
厚
生
労
働
省
】



事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

こ
ど
も
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境

整
備

児
童
対
象
性
暴
力
の
防
止
の
た
め

の
総
合
的
な
取
組

第
６
次
基
本
計
画
決
定

統
計
調
査
に
よ
る
実
態
把
握
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

・
現
行
計
画
の
着
実
な
実
施
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

・
次
期
計
画
に
向
け
た
議
論
（
有
識
者
検
討
会
・
地
方
連
携
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

計
画
の
見
直
し

第
７
次
基
本
計
画
決
定

・
現
行
計
画
の
着
実
な
実
施
、
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

・
次
期
計
画
に
向
け
た
議
論
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

児
童
対
象
性
暴
力
の
防
止
の
た
め
の
総
合
的
な
取
組
の
推
進
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

出
産
費
用
（
正
常
分
娩
）
の
保
険

適
用
の
導
入
の
検
討

周
産
期
医
療
体
制
の
整
備

里
帰
り
出
産
を
行
う
妊
産
婦
へ
の

支
援
及
び
医
療
と
母
子
保
健
と
の

連
携
の
推
進

産
前
産
後
の
支
援
の
充
実
と
体
制

強
化

特
定
妊
婦
等
に
対
す
る
支
援
の
強

化
【
再
掲
】

出
産
・
子
育
て
応
援
交
付
金
の
推

進 新
生
児
マ
ス
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検

査
の
拡
充
に
向
け
た
検
証
の
推
進

及
び
新
生
児
聴
覚
検
査
に
関
す
る

取
組
の
推
進

 

乳
幼
児
健
診
の
推
進

Ⅱ
－
２
－
（
１
）
こ
ど
も
の
誕
生
前
か
ら
幼
児
期
ま
で

出
産
費
用
（
正
常
分
娩
）
の
保
険
適
用
の
導
入
の
検
討
【
厚
生
労
働
省
】

自
治
体
間
連
携
に
関
す
る
Ｐ
Ｍ
Ｈ

の
機
能
の
追
加
・
拡
充

【
こ
ど
も
家
庭
庁
、
デ
ジ
タ
ル
庁
】

制
度
改
定
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｐ
Ｍ
Ｈ
導
入
自
治
体
拡
大
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

必
要
に
応
じ
て
更
な
る
Ｐ
Ｍ
Ｈ
の
機
能
追
加
・
拡
充

【
こ
ど
も
家
庭
庁
、
デ
ジ
タ
ル
庁
】

母
子
保
健
Ｄ
Ｘ
の
全
国
展
開
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

予
算
事
業
に
よ
る
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

施
行
に
向
け
た
準
備
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

※
仮
に
法
改
正
が
成
立
し
た
場
合

伴
走
型
相
談
支
援
の
あ
り
方
に
関
す
る

調
査
研
究
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

法
定
事
業
と
し
て
実
施

※
仮
に
法
改
正
が
成
立
し
た
場
合
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

新
規
２
疾
患
を
対
象
と
し
た
実
証
事
業
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

※
Ｒ
６
年
度
実
証
予
定
だ
が
、
必
要
に
応
じ
て
Ｒ
７
年
度
ま
で
延
長

こ
ど
も
家
庭
科
研
（
実
施
体
制
の
構
築
に
関
す
る
研
究
）
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

新
生
児
聴
覚
検
査
の
公
費
負
担
の
実
施
の
働
き
か
け
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｒ
８
年
度
以
降

重
症
複
合
免
疫
不
全
症
（
Ｓ
Ｃ
Ｉ
Ｄ
）
及
び
脊
髄
性
筋
萎
縮
症
（
Ｓ
Ｍ
Ａ
）
の
検
査
の

全
国
展
開
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

妊
婦
に
対
す
る
遠
方
の
分
娩
取
扱
施
設
へ
の
交
通
費
及
び
宿
泊
費
支
援
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
・
厚
生
労
働
省
】

産
後
ケ
ア
事
業
の
全
国
展
開

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
に
位
置
付
け
、
提
供
体
制
の
確
保
を
推
進
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

「
１
か
月
児
」
及
び
「
５
歳
児
」
へ
の
乳
幼
児
健
診
の
全
国
展
開
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】



7

事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

「
は
じ
め
の
10
0か

月
の
育
ち
ビ

ジ
ョ
ン
」
を
踏
ま
え
た
取
組
の
推

進 親
の
就
業
状
況
に
か
か
わ
ら
な
い

支
援
の
充
実

保
育
人
材
の
育
成
・
確
保
、
保
育

士
等
の
処
遇
改
善

職
員
配
置
基
準
の
改
善

「
は
じ
め
の
10
0か

月
の
育
ち
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
踏
ま
え
た
普
及
啓
発
・
人
材
養
成
・
調
査
研
究
の
集
中
的
な
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

「
は
じ
め
の
10
0か

月
の
育
ち
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
関
連
施
策
の
総
合
的
な
推
進
【
こ
ど
も
家
庭
庁
を
中
心
と
し
た
政
府
全
体
】

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
に

位
置
づ
け
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

試
行
的
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基
づ
く
新
た
な
給
付
と
し
て
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

費
用
の
使
途
の
見
え
る
化
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
や
処

遇
改
善
、
指
導
・
運
営
体
制
の
充

実
の
一
体
的
推
進

学
び
と
社
会
の
連
携
促
進

地
域
の
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸
術
環

境
の
整
備

在
外
教
育
施
設
の
教
育
の
振
興

こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
の
推
進

こ
ど
も
た
ち
の
持
つ
多
様
な
個

性
・
才
能
・
創
造
性
を
伸
ば
せ
る

場
の
検
証
等

放
課
後
児
童
対
策
に
係
る
取
組
の

強
化

Ⅱ
－
２
－
（
２
）
学
童
期
・
思
春
期

集
中
改
革
期
間
：
教
師
を
取
り
巻
く
環
境
整
備
を
推
進
【
文
部
科
学
省
】

小
学
校
高
学
年
の
教
科
担
任
制
の
強
化
、
教
員
業
務
支
援
員
の
全
て
の
小
・
中
学
校
へ
の
配
置
【
文
部
科
学
省
】

学
び
と
社
会
の
連
携
促
進
【
経
済
産
業
省
】

改
革
推
進
期
間
と
し
て
、
部
活
動
の
地
域
連
携
や
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
へ
の
移
行
に
向
け
た

実
証
事
業
の
実
施
や
実
証
事
業
の
成
果
等
を
検
証
【
ス
ポ
ー
ツ
庁
・
文
化
庁
】

実
証
事
業
の
成
果
等
の
検
証
な
ど
を
踏
ま
え
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
地
域
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸
術
環
境
の
整
備
の
検
討

【
ス
ポ
ー
ツ
庁
・
文
化
庁
】

日
本
人
学
校
に
お
け
る
義
務
標
準
法
に
準
じ
た
教
員
配
置
の
計
画
的
実
現
【
文
部
科
学
省
】

「
選
ば
れ
る
在
外
教
育
施
設
」
づ
く
り
に
向
け
た
先
導
的
な
特
色
あ
る
研
究
開
発
の
支
援
の
実
施
【
文
部
科
学
省
】

左
記
取
組
の
成
果
を
踏
ま
え
、
事
業
の
見
直
し
・
検
討
【
文
部
科
学
省
】

「
こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
に
関
す
る
指
針
」
に
基
づ
く
事
業
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

調
査
研
究
の
結
果
を
踏
ま
え
た
対
応
に

つ
い
て
検
討
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

こ
ど
も
の
居
場
所
に
つ
い
て
の
指
標
策
定

に
係
る
調
査
研
究
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

災
害
時
の
居
場
所
に
係
る
調
査
研
究

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

「
こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
に
関
す
る
指
針
」

の
見
直
し
の
検
討
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

こ
ど
も
た
ち
の
持
つ
多
様
な
個
性
・
才
能
・
創
造
性
を
伸
ば
せ
る
場
の
検
証
等
【
経
済
産
業
省
】

「
放
課
後
児
童
対
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
に

基
づ
く
取
組
の
推
進

【
こ
ど
も
家
庭
庁
、
文
部
科
学
省
】

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
約
15
2万

人
分
の
受
け
皿
整
備
の
推
進
、
待
機
児
童
の
解
消
（
加
速
化
プ
ラ
ン
期
間
中
の
で
き
る
だ
け
早
期
に
達
成
）

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

学
校
施
設
を
活
用
し
た
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
で
き
る
限
り
早
期
に
実
施
（
所
管
部
局
の
求
め
に
応
じ
て
）
、
福
祉
部
局
と
教
育
委
員
会
の
連
携
促
進
【
こ
ど
も
家
庭
庁
、
文
部
科
学
省
】

４
・
５
歳
児
の
職
員
配
置
基
準
改
善
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

※
１
歳
児
に
つ
い
て
も
加
速
化
プ
ラ
ン
期
間
中
早
期
に
改
善
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

費
用
の
使
途
の
見
え
る
化
に
係
る

制
度
改
正
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】



事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
1
0年

度

金
融
経
済

教
育
の

充
実

地
域
に
お

け
る
ラ

イ
フ
プ

ラ
ン

ニ
ン

グ
支
援

・
乳
幼

児
触
れ

合
い

体
験

等
の
推

進

学
校
外
か

ら
の
ア

プ
ロ
ー

チ
に

よ
る

い
じ
め

解
消
の

仕
組
み

づ
く

り
に

向
け
た

手
法
の

開
発
・

実
証

金
融
経
済
教
育

推
進
機
構
の
設
立
・

本
格
稼
働

【
金
融
庁
】

金
融
経
済
教
育
の
更
な
る
充
実
に
向
け
た
機
構
の
幅
広
い
活
動
の
推
進
・
学
校
・
企
業
向
け
の
出
張
授
業
等
の
実
施

・
顧
客
の
立
場
に
立
っ
た
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
認
定
・
支
援

・
個
人
に
対
す
る
個
別
相
談
の
実
施
・
支
援

・
金
融
経
済
教
育
の
教
材
・
コ
ン
テ
ン
ツ
の
作
成
、
等
【
金
融
庁
】

当
年
度
予
算
の
執
行
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

前
年
度
事
例
集
の
作
成

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

実
証
団
体
（
地
方
公
共
団
体
）
で
取
組
を
実
施

取
組
の
成
果
・
課
題
の
と
り
ま
と
め
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

実
証
団
体
（
地
方
公
共
団
体
）
の
成
果
の
ま
と
め
を
全
国
に
展
開
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
1
0年

度

専
門
学
校

の
教
職

員
を
対

象
と

し
た

研
修
プ

ロ
グ
ラ

ム
等
の

実
施

等

産
業
界
の

人
材
育

成
に
お

け
る

課
題

を
踏
ま

え
た
教

育
プ
ロ

グ
ラ

ム
案

の
設
計

等

専
門
職
業

人
材
の

最
新
知

識
・

技
能

ア
ッ
プ

デ
ー
ト

プ
ロ
グ

ラ
ム

の
開

発

地
方
へ
の

移
住
・

定
着
等

の
推

進

い
わ
ゆ
る

「
年
収

の
壁
」

を
意

識
せ

ず
に
働

く
こ
と

が
可
能

な
取

組
の

実
施

教
育
訓
練

給
付
の

拡
充
等

Ⅱ
－
２
－
（
３
）
青
年
期

研
修
教
材
の
作
成
【
文
部
科
学
省
】

普
及
・
啓
発
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

【
文
部
科
学
省
】

産
業
界
の
人
材
育
成
に
関
す
る
課
題
・

ニ
ー
ズ
調
査
【
文
部
科
学
省
】

大
学
等
の
教
育
資
源
を
活
用
し
て

プ
ロ
グ
ラ
ム
案
を
設
計
・
周
知

【
文
部
科
学
省
】

リ
カ
レ
ン
ト
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
、
安
定
的
・
持
続
的
に
活
用
さ
れ
る
た
め
の

体
制
を
構
築
【
文
部
科
学
省
】

取
組
モ
デ
ル
の
効
果
検
証
・
成
果
に
つ
い
て
普
及
・
展
開
【
文
部
科
学
省
】

地
方
就
職
学
生
支
援
事
業
の
実
施
【
内
閣
官
房
】

被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
・
最
低
賃
金
の
引
上
げ
取
組
の
継
続

年
収
の
壁
・
支
援
強
化
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（
※
）
の
着
実
な
実
行
・
制
度
の
見
直
し

（
※
）
10
6万

円
の
壁
へ
の
対
応
の
う
ち
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
の
新
コ
ー
ス
は
、
Ｒ
７
年
度
末
ま
で
に
労
働
者
に
社
会
保
険
の
適
用
を
行
っ
た
場
合
を
支
援
対
象
と
す
る
時
限
措
置

【
厚
生
労
働
省
】

法
改
正

【
厚
生

労
働
省
】

（
法
案
成
立
の
場
合
）
下
位
法
令
改
正
、
周
知

【
厚
生
労
働
省
】 （
法
案
成
立
の
場
合
）
教
育
訓
練
給
付
の
拡
充
施
行
（
Ｒ
６
年
10
月
よ
り
）
【
厚
生
労
働
省
】

（
法
案
成
立
の
場
合
）
教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
の
創
設
施
行
（
Ｒ
７
年
10
月
よ
り
）
【
厚
生
労
働
省
】



事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

地
域
に
お
け
る
伴
走
型
の
結
婚
支

援
等
の
推
進
等

結
婚
支
援
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
の
配

置
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化

結
婚
・
子
育
て
資
金
の
一
括
贈
与

に
係
る
贈
与
税
の
非
課
税
措
置

当
年
度
予
算
の
執
行
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

前
年
度
事
例
集
の
作
成

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】 有
識
者
へ
の
意
見
聴
取

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｒ
７
年
度
以
降
の
検
討

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

各
都
道
府
県
へ

コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
配
置
の
促
進
、

コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
会
議
の
開
催

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】 Ｒ
７
年
度
以
降
の
検
討

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

非
課
税
措
置
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

高
等
教
育
費
の
負
担
軽
減

児
童
手
当
の
拡
充

こ
ど
も
に
と
っ
て
よ
り
良
い
医
療

の
在
り
方

Ⅱ
－
３
－
（
１
）
子
育
て
や
教
育
に
関
す
る
経
済
的
負
担
の
軽
減

給
付
型
奨
学
金
と
授
業
料
等
減
免
を
多
子
世
帯
や

理
工
農
系
の
学
生
等
の
中
間
層
に
拡
大
【
文
部
科
学
省
】

令
和
７
年
度
か
ら
の
多
子
世
帯
の
学
生
等
の

授
業
料
等
無
償
化
に
向
け
て
、
学
業
要
件
の

在
り
方
に
つ
い
て
有
識
者
会
議
を
設
置
し
検
討
す
る

と
と
も
に
、
シ
ス
テ
ム
改
修
等
や
所
要
の
法
令

改
正
等
を
実
施
【
文
部
科
学
省
】

大
学
院
修
士
段
階
に
お
け
る
授
業
料
後
払
い
制
度

の
創
設
【
文
部
科
学
省
】

減
額
返
還
制
度
等
の
見
直
し
【
文
部
科
学
省
】

子
供
３
人
以
上
を
扶
養
し
て
い
る
多
子
世
帯
の
学
生
等
に
つ
い
て
所
得
制
限
な
く
一
定
の
額
ま
で
大
学
等
の
授
業
料
・
入
学
金
を
無
償
化
【
文
部
科
学
省
】

授
業
料
後
払
い
制
度
に
つ
い
て
、
学
部
段
階
へ
の
本
格
導
入
に

向
け
た
更
な
る
検
討
【
文
部
科
学
省
】

児
童
手
当
の
抜
本
的
拡
充

（
所
得
制
限
の
撤
廃
・
支
給
期
間
の
高
校
生
年
代
ま
で
の
延
長
・
多
子
加
算
に
つ
い
て
第
３
子
以
降
３
万
円
と
す
る
・
支
払
月
を
隔
月
（
偶
数
月
）
の
年
６
回
と
す
る
）
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

社
会
保
障
審
議
会
医
療
保
険
部
会
な
ど

で
こ
ど
も
に
と
っ
て
よ
り
良
い
医
療
の

在
り
方
の
検
討
【
厚
生
労
働
省
】

検
討
内
容
を
踏
ま
え
た
取
組
の
実
施
【
厚
生
労
働
省
】



事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

の
推
進

体
罰
等
に
よ
ら
な
い
子
育
て
の
た

め
の
広
報
啓
発

Ⅱ
－
３
－
（
２
）
地
域
子
育
て
支
援
、
家
庭
教
育
支
援

第
２
期
子
ど
も
・
子
育
て
事
業
計
画

に
基
づ
く
事
業
実
施
（
～
Ｒ
６
）

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

第
３
期
市
町
村
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
に
基
づ
く
事
業
実
施
（
Ｒ
７
～
Ｒ
11
）
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

広
報
そ
の
他
啓
発
活
動
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

男
性
の
育
児
休
業
取
得
支
援

育
児
休
業
給
付
給
付
率
引
上

げ 両
立
支
援
等
助
成
金

育
児
休
業
給
付
を
支
え
る
財

政
基
盤
の
強
化

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

の
育
児
期
間
に
係
る
保
険
料

免
除
措
置

育
児
時
短
就
業
給
付
の
創
設

Ⅱ
－
３
－
（
３
）
共
働
き
・
共
育
て
の
推
進
、
男
性
の
家
事
・
子
育
て
へ
の
主
体
的
な
参
画
促
進
・
拡
大

（
法
案
成
立
の
場
合
）
施
行
（
Ｒ
７
年
４
月
よ
り
）
【
厚
生
労
働
省
】

法
改
正

【
こ
ど
も
家
庭
庁

厚
生
労
働
省
】

下
位
法
令
改
正
、
周
知

【
厚
生
労
働
省
】

（
法
案
成
立
の
場
合
）
施
行
（
Ｒ
７
年
４
月
よ
り
）
【
厚
生
労
働
省
】

両
立
支
援
等
助
成
金

「
育
休
中
等
業
務
代
替
支
援
コ
ー
ス
」
・
「
柔
軟
な
働
き
方
選
択
制
度
等
支
援
コ
ー
ス
」
の
創
設
（
Ｒ
６
年
１
月
・
Ｒ
６
年
４
月
よ
り
）
【
厚
生
労
働
省
】

男
性
の
育
児
休
業
取
得
促
進
事
業
、
中
小
企
業
育
児
・
介
護
休
業
等
推
進
支
援
等
事
業

法
改
正

【
こ
ど
も
家
庭
庁

厚
生
労
働
省
】

（
法
案
成
立
の
場
合
）

下
位
法
令
改
正
、
周
知
【
厚
生
労
働
省
】

（
法
案
成
立
の
場
合
）
施
行
（
Ｒ
８
年
10
月
よ
り
）
【
厚
生
労
働
省
】

法
改
正

【
厚
生

労
働
省
】

（
法
案
成
立
の
場
合
）

下
位
法
令
改
正
、
周
知

【
厚
生
労
働
省
】

（
法
案
成
立
の
場
合
）
施
行
（
公
布
の
日
よ
り
）
【
厚
生
労
働
省
】

男
性
の
育
児
休
業
取
得
支
援
等
を
通

じ
た
「
共
働
き
・
共
育
て
」
の
推
進

法
改
正

【
厚
生
労
働
省
】

（
法
案
成
立
の
場
合
）

下
位
法
令
改
正
、
周
知

【
厚
生
労
働
省
】

（
法
案
成
立
の
場
合
）
施
行
（
Ｒ
７
年
４
月
・
柔
軟
な
働
き
方
を
実
現
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
１
年
６
月
以
内
の
政
令
で
定
め
る
日
よ
り
）
【
厚
生
労
働
省
】

法
改
正

【
厚
生
労
働
省
】

（
法
案
成
立
の
場
合
）

下
位
法
令
改
正
、
周
知

【
厚
生
労
働
省
】

育
児
期
を
通
じ
た
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た

柔
軟
な
働
き
方
の
推
進

法
改
正

【
こ
ど
も
家
庭
庁

厚
生
労
働
省
】

下
位
法
令
改
正
、
周
知

【
厚
生
労
働
省
】

（
法
案
成
立
の
場
合
）
施
行
（
Ｒ
７
年
４
月
よ
り
）
【
厚
生
労
働
省
】



事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

多
様
な
働
き
方
と
子
育
て
の
両
立

支
援

家
事
負
担
を
軽
減
す
る
サ
ー
ビ
ス

の
適
切
な
利
活
用
に
向
け
た
環
境

整
備

 

家
事
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
福
利
厚
生
に

導
入
す
る
実
証
を
実
施
【
経
済
産
業
省
】

家
事
負
担
を
軽
減
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
適
切
な
利
活
用
に
向
け
た
環
境
整
備
の
推
進
【
経
済
産
業
省
】

事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
経
済
的
支
援

【
再
掲
】

ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
子
育

て
・
生
活
支
援
【
再
掲
】

ひ
と
り
親
家
庭
の
就
労
支
援

【
再
掲
】

ひ
と
り
親
家
庭
及
び
低
所
得
子
育

て
世
帯
の
こ
ど
も
の
学
習
支
援

【
再
掲
】

相
談
体
制
の
強
化
【
再
掲
】

ひ
と
り
親
支
援
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

の
開
設
・
充
実

親
子
交
流
支
援
・
養
育
費
確
保
支

援Ⅱ
－
３
－
（
４
）
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
支
援

児
童
扶
養
手
当
の
拡
充
に
係
る

法
令
等
の
整
備
、
周
知
等

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
等
に
よ
る
経
済
的
支
援
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

法
改
正

【
厚
生
労
働
省
】

（
法
案
成
立
の
場
合
）

下
位
法
令
改
正
、
周
知
【
厚
生
労
働
省
】

（
法
案
成
立
の
場
合
）

施
行
（
Ｒ
10
年
10
月
よ
り
）

【
厚
生
労
働
省
】

ひ
と
り
親
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
等
に
よ
る
子
育
て
・
生
活
支
援
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

給
付
金
等
の
拡
充
に
係
る

法
令
等
の
整
備
、
周
知
等

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
等
の
支
給
等
に
よ
る
就
業
支
援
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

こ
ど
も
の
生
活
・
学
習
支
援
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

ひ
と
り
親
家
庭
等
に
対
す
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談
体
制
強
化
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
就
業
支
援
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
構
築
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

離
婚
前
後
親
支
援
事
業
・
親
子
交
流
支
援
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

「
こ
ど
も
若
者
★
い
け
ん
ぷ
ら

す
」
の
着
実
な
実
施

Ⅲ
－
１
－
（
１
）
国
の
政
策
決
定
過
程
へ
の
こ
ど
も
・
若
者
の
参
画
促
進

登
録
者
１
万
人
に
向
け
た
定
期
的
な
広
報
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

こ
ど
も
・
若
者
の
意
見
の
集
約
・
活
用
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】



事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

地
方
公
共
団
体
へ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
周
知
や
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー

の
派
遣
等
の
支
援

Ⅲ
－
１
－
（
２
）
地
方
公
共
団
体
等
に
お
け
る
取
組
促
進

取
組
状
況
調
査
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

「
こ
ど
も
・
若
者
意
見
反
映
サ
ポ
ー
ト
事
業
」
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

こ
ど
も
施
策
に
お
け
る
適
切
な
ア

ウ
ト
カ
ム
等
の
検
討

こ
ど
も
施
策
に
お
け
る
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ

に
資
す
る
支
援
体
制
の
構
築

こ
ど
も
施
策
に
お
け
る
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ

の
浸
透
に
資
す
る
研
修
や
周
知
啓

発
、
情
報
提
供
、
相
談
支
援
等
の

充
実

大
学
・
研
究
機
関
等
の
創
意
工
夫

を
活
か
す
調
査
研
究
等
の
推
進

こ
ど
も
施
策
に
お
け
る
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ

に
関
す
る
地
方
公
共
団
体
の
好
事

例
の
収
集

こ
ど
も
施
策
に
関
す
る
デ
ー
タ
の

整
備

こ
ど
も
に
着
目
し
た
ウ
ェ
ル
ビ
ー

イ
ン
グ
指
標
の
在
り
方
の
検
討

エ
コ
チ
ル
調
査
の
推
進

こ
ど
も
施
策
に
関
す
る
デ
ー
タ
の

二
次
的
利
用
の
推
進

Ⅲ
－
２
－
（
１
）
「
こ
ど
も
ま
ん
な
か
」
の
実
現
に
向
け
た
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ

こ
ど
も
施
策
に
お
け
る
適
切
な
ア
ウ
ト
カ
ム
（
成
果
目
標
・
成
果
実
績
）
や
測
定
指
標
の
検
討

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

得
ら
れ
た
知
見
の
活
用
（
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
シ
ー
ト
に
お
け
る
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
の
改
善
等
）

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

「
こ
ど
も
家
庭
庁
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
の
充
実

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

「
こ
ど
も
家
庭
庁
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
の
活
用
推
進

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

職
員
向
け
研
修
、
周
知
啓
発
・
情
報
提
供
、
相
談
支
援
等
の
充
実
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

外
部
研
究
機
関
と
の
連
携
・
協
力
関
係
の
構
築
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
取
組
の
好
事
例
の
収
集
、
横
展
開
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

こ
ど
も
・
若
者
や
子
育
て
当
事
者
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
研
究
の
実
施

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

「
こ
ど
も
・
若
者
総
合
調
査
（
仮
称
）
」

の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

「
こ
ど
も
・
若
者
国
際
比
較
調
査
（
仮
称
）
」

の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

関
連
デ
ー
タ
・
指
標
の
国
内
整
備
状
況
を

把
握
す
る
た
め
の
調
査
研
究
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

我
が
国
に
お
け
る
指
標
の
在
り
方
の
検
討
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

13
歳
以
降
の
調
査
の
推
進
【
環
境
省
】

18
歳
以
降
の
調
査
に
向
け
た
基
本
計
画
の
見
直
し
【
環
境
省
】

こ
ど
も
施
策
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
二
次
的
利
用
の
推
進
に
資
す
る
方
策
の
検
討
、
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】



事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

児
童
相
談
所
職
員
の
確
保
、
育
成
、

専
門
性
の
向
上

児
童
相
談
所
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ケ

ア
に
つ
い
て

「
は
じ
め
の
10
0か

月
の
育
ち
ビ

ジ
ョ
ン
」
を
踏
ま
え
た
関
係
者
に

よ
る
連
携
の
推
進

Ⅲ
－
２
－
（
２
）
こ
ど
も
・
若
者
、
子
育
て
当
事
者
に
関
わ
る
人
材
の
確
保
・
育
成
・
支
援

新
た
な
児
童
虐
待
防
止
対
策
体
制
総
合
強
化
プ
ラ
ン
（
見
直
し
後
）
に
基
づ
く
児
童
相
談
所
の
体
制
強
化
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

児
童
相
談
所
の
採
用
・
人
材
育
成
・
定
着
支
援
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

新
た
な
児
童
虐
待
防
止
対
策
体
制
総
合

強
化
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
児
童
相
談
所
の

体
制
強
化
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
取
組
の
好
事
例
の
収
集
、
横
展
開
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

「
は
じ
め
の
10
0か

月
の
育
ち
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
踏
ま
え
た
普
及
啓
発
・
人
材
養
成
・
調
査
研
究
の
集
中
的
な
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

「
は
じ
め
の
10
0か

月
の
育
ち
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
関
連
施
策
の
総
合
的
な
推
進
【
こ
ど
も
家
庭
庁
を
中
心
と
し
た
政
府
全
体
】

事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

こ
ど
も
デ
ー
タ
連
携
実
証
事
業
の

実
施
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成

Ⅲ
－
２
－
（
３
）
地
域
に
お
け
る
包
括
的
な
支
援
体
制
の
構
築
・
強
化

こ
ど
も
デ
ー
タ
連
携
を
着
実
に
横
展
開
し
て
い
く
た
め
の
取
組
（
広
報
・
周
知
活
動
、
地
方
公
共
団
体
の
取
組
に
対
す
る
支
援
や
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
等
の

制
度
的
措
置
の
検
討
等
）
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

実
証
事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
（
素
案
へ
の

パ
ブ
コ
メ
実
施
、
有
識
者
に
よ
る
検
討
会

等
）
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

こ
ど
も
政
策
Ｄ
Ｘ
の
推
進

保
育
Ｄ
Ｘ
に
よ
る
現
場
の
負
担
軽

減Ⅲ
－
２
－
（
４
）
子
育
て
に
係
る
手
続
き
・
事
務
負
担
の
軽
減
、
必
要
な
支
援
を
必
要
な
人
に
届
け
る
た
め
の
情
報
発
信

こ
ど
も
政
策
Ｄ
Ｘ
推
進
チ
ー
ム
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

こ
ど
も
政
策
Ｄ
Ｘ
見
本
市
開
催
事
業
の

実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

こ
ど
も
政
策
Ｄ
Ｘ
の
実
現
に
向
け
た
実
証

事
業
の
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

業
務
フ
ロ
ー
や
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
の

標
準
化
の
検
討
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

全
国
共
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
仕
様
の
検
討
、

予
算
要
求
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

保
活
に
関
わ
る
シ
ス
テ
ム
や
行
政
手
続
の

連
携
の
検
討
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

入
所
申
請
や
届
出
情
報
の
デ
ー
タ
セ
ッ
ト

の
標
準
化
の
検
討
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

給
付
・
監
査
等
に
係
る
様
式
・
通
知
等
の

見
直
し
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

全
国
共
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備
、

試
行
運
用
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

シ
ス
テ
ム
・
行
政
手
続
間
の
デ
ー
タ

連
携
確
保
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

入
所
申
請
や
届
出
情
報
に
係
る
様
式
・

通
知
等
の
見
直
し
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

保
育
現
場
Ｄ
Ｘ
に
よ
る
給
付
・
監
査
等
の
運
用
開
始
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

令
和
８
年
度
入
所
に
向
け
た
保
活
や
入
所
手
続
か
ら
運
用
改
善
の
開
始
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】



事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

「
こ
ど
も
ま
ん
な
か
ア
ク
シ
ョ

ン
」
の
推
進

地
域
に
お
け
る
結
婚
・
子
育
て
に

温
か
い
社
会
づ
く
り
・
気
運
醸
成

の
推
進

結
婚
や
子
育
て
に
関
す
る
若
い
世

代
を
主
体
と
す
る
情
報
発
信
等

Ⅲ
－
２
－
（
５
）
こ
ど
も
・
若
者
、
子
育
て
に
や
さ
し
い
社
会
づ
く
り
の
た
め
の
意
識
改
革

当
年
度
予
算
の
執
行
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

前
年
度
事
例
集
の
作
成

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

Ｒ
７
年
度
以
降
の
検
討

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

情
報
発
信
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

施
策
が
こ
ど
も
や
若
者
に
与
え
る

影
響
を
評
価
す
る
取
組
の
在
り
方

に
関
す
る
調
査
研
究

Ⅲ
－
３
－
（
１
）
国
に
お
け
る
推
進
体
制

調
査
研
究
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

事
例
周
知
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

「
こ
ど
も
ま
ん
な
か
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
た
プ
ッ
シ
ュ
型
で
の
情
報
発
信
、

各
地
域
で
リ
レ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
、
こ
ど
も
ま
ん
な
か
月
間
等
の
取
組
を
継
続
し
て
実
施
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
1
0
年
度

自
治
体
こ
ど
も
計
画
の
策
定
支

援
・
策
定
状
況
の
公
表

Ⅲ
－
３
－
（
３
）
自
治
体
こ
ど
も
計
画
の
策
定
促
進
、
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携

自
治
体
こ
ど
も
計
画
の
策
定
支
援
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

自
治
体
こ
ど
も
計
画
策
定

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成

【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
周
知
、
活
用
促
進
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

自
治
体
こ
ど
も
計
画
、
こ
ど
も
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
・
施
策
に
つ
い
て
定
め
た
条
例
の
見
え
る
化
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

事
業

Ｒ
６
年
度

Ｒ
７
年
度

Ｒ
８
年
度

Ｒ
９
年
度

Ｒ
10
年
度

「
こ
ど
も
・
子
育
て
支
援
加
速
化

プ
ラ
ン
」
に
係
る
安
定
財
源
の
確

保Ⅲ
－
３
－
（
５
）
安
定
的
な
財
源
の
確
保

歳
出
改
革
に
よ
る
公
費
節
減
【
こ
ど
も
家
庭
庁
、
厚
生
労
働
省
】

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
特
例
公
債
の
発
行
（
Ｒ
６
.1
0～

Ｒ
10
）
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

歳
出
改
革
に
よ
る
公
費
節
減
計
1.
1兆

円

既
定
予
算
の
活
用
【
こ
ど
も
家
庭
庁
、
厚
生
労
働
省
】

既
定
予
算
の
活
用
計
1.
5兆

円

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
に
よ
る

財
源
確
保
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

計
0.
6兆

円

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
に
よ
る

財
源
確
保
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

計
0.
8兆

円

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
に
よ
る

財
源
確
保
【
こ
ど
も
家
庭
庁
】

計
１
兆
円

法
案
審
議

・
（
成
立
)



別紙２ 

こどもまんなか実行計画の施策の進捗状況を検証するための指標 

Ⅱ－１－（１） 

（こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等） 

項目 現状 出典 

「人が困っているときは、進ん

で助けていますか」という質問

に「当てはまる」「どちらかと言

えば当てはまる」と回答した児

童・生徒の割合 

児童 88.9％ 

生徒 88.4％ 

（2022 年度） 

 

文部科学省「全国学力・学

習状況調査」 

人権教室実施回数 13,341 回の内数 

（2022 年度） 

法務省人権擁護局人権啓発

課調べ 

全国中学生人権作文コンテスト

応募校数 

6,582 校 

（2022 年度） 

法務省人権擁護局人権啓発

課調べ 

 

Ⅱ－１－（２） 

（多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり） 

項目 現状 出典 

「はじめの 100 か月の育ちビジ

ョン」に関する動画やパンフレ

ット、ガイドブック等の累計数 

○一般向け 

・ＰＲ動画：３件 

・紹介動画：１件 

・パンフレット：１件 

○専門職向け 

・研修動画：１件 

・研修ガイドブック：１

件 

（2023 年度） 

「幼児期までのこどもの育

ちに係る基本的なビジョ

ン」策定後の具体的な取組

推進（具体的行動に活かせ

るコンテンツ作成）事業に

おける実績(こども家庭庁) 

「はじめの 100 か月の育ちビジ

ョン」を踏まえた活動を行うコ

ーディネーターの養成事業の実

証地域の累計数 

データなし（新規事業） 「幼児期までのこどもの育

ちに係る基本的なビジョ

ン」策定後の具体的な取組

推進（地域等の特色を活か

し具体的活動を推進する人

材養成）事業における実績

（こども家庭庁） 



2 

 

項目 現状 出典 

「はじめの 100 か月の育ちビジ

ョン」を踏まえた調査研究の実

施件数 

データなし（新規事業） 「幼児期までのこどもの育

ちに係る基本的なビジョ

ン」策定後の具体的な取組

推進（科学的知見の充実・

普及に向けた調査研究）事

業における実績（こども家

庭庁） 

公的機関や民間団体等が行う自

然体験に関する行事に参加した

小学生の割合 

36.7％ 

（2022 年度） 

独立行政法人国立青少年教

育振興機構「青少年の体験

活動に関する意識調査」 

独立行政法人国立青少年教育振

興機構における、社会の要請に

応える体験活動推進のための教

育事業の実施件数 

462 件 

（2022 年度） 

独立行政法人国立青少年教

育振興機構調べ 

 

「子どもゆめ基金」助成事業に

おいて、活動機会を提供した子

ども（０～18 歳）の人数 

254,576 人 

（2022 年度） 

独立行政法人国立青少年教

育振興機構調べ 

 

「体験の機会の場」の認定数 32 か所 

（2023 年度） 

環境省「地方公共団体にお

ける環境教育等促進法基本

方針に係る施行状況調査」 

「体験の機会の場」の利用者数 32,211 人 

（2021 年度） 

環境省「地方公共団体にお

ける環境教育等促進法基本

方針に係る施行状況調査」 

こどもへの舞台公演鑑賞機会の

提供 

データなし（新規事業） 「劇場・音楽堂等における

子供舞台芸術鑑賞体験支援

事業」の採択公演数（文化

庁） 

こどもたちが学校等で文化芸術

に触れられる機会の提供（学校

等における巡回公演数） 

1,876 公演（2022 年度） 文化芸術による子供育成推

進事業実績（文化庁） 

１か月の間に本を１冊も読まな

い児童生徒の割合 

小学生 7.0％ 

中学生 13.1％ 

高校生 43.5％ 

（2023 年） 

公益社団法人全国学校図書

館協議会「第 68 回学校読

書調査」 
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項目 現状 出典 

朝食を欠食するこども（小学６

年生）の割合 

6.1％ 

（2022 年） 

文部科学省「全国学力・学

習状況調査」 

朝食を欠食する若い世代（20～

39 歳）の割合 

28.3％ 

（2023 年 11 月実施） 

農林水産省「食育に関する

意識調査」 

主食・主菜・副菜を組み合わせ

た食事を１日２回以上ほぼ毎日

食べている若い世代（20～39

歳）の割合 

28.3％ 

（2023 年 11 月実施） 

農林水産省「食育に関する

意識調査」 

 

緑の基本計画のうち、こどもの

遊び場や親同士の交流の場の創

出に関する施策を位置づけてい

る計画の割合 

24.7% 

（2022 年度） 

国土交通省都市局公園緑

地・景観課調べ 

 

公営住宅において優先入居制度

を行う地方公共団体のうち、子

育て世帯を優先入居の対象とす

る地方公共団体数 

883 団体 

（2020 年） 

国土交通省住宅局住宅総合

整備課調べ 

水辺の賑わい創出に向け、水辺

とまちが一体となった取組を実

施した市区町村の数 

474 市区町村 

（2022 年） 

国土交通省水管理・国土保

全局河川環境課調べ 

 

旅客施設の段差解消率 93.5％ 

（2022 年度） 

国土交通省「移動等円滑化

取組報告書」又は「移動等

円滑化実績等報告書」

（2023 年） 

バリアフリー化された鉄軌道車

両の導入割合 

56.9％ 

（2022 年度） 

国土交通省「移動等円滑化

取組報告書」又は「移動等

円滑化実績等報告書」

（2023 年） 

ノンステップバスの導入割合 68.0％ 

（2022 年度） 

国土交通省「移動等円滑化

取組報告書」又は「移動等

円滑化実績等報告書」

（2023 年） 

リフト付きバス等の導入割合 6.5％ 

（2022 年度） 

国土交通省「移動等円滑化

取組報告書」又は「移動等

円滑化実績等報告書」

（2023 年） 



4 

 

項目 現状 出典 

バリアフリー化された貸し切り

バスの導入台数 

1,157 台 

（2022 年度） 

国土交通省「移動等円滑化

取組報告書」又は「移動等

円滑化実績等報告書」

（2023 年） 

福祉タクシー（ＵＤタクシー含

む）の導入台数 

45,311 台 

（2022 年度） 

国土交通省「移動等円滑化

取組報告書」又は「移動等

円滑化実績等報告書」

（2023 年） 

バリアフリー化された旅客船の

導入割合 

56.1％ 

（2022 年度） 

国土交通省「移動等円滑化

取組報告書」又は「移動等

円滑化実績等報告書」

（2023 年） 

バリアフリー化された航空機の

導入割合 

100％ 

（2022 年度） 

国土交通省「移動等円滑化

取組報告書」又は「移動等

円滑化実績等報告書」

（2023 年） 

バリアフリー化された 2,000 ㎡

以上の特別特定建築物の割合 

63.5％ 

（2022 年度） 

国土交通省住宅局参事官

（建築企画担当）調べ 

特定道路におけるバリアフリー

化率 

71％ 

（2022 年度） 

国土交通省「令和４年度政

策チェックアップ評価書」 

規模の大きい概ね２ha 以上の都

市公園におけるバリアフリー化

され園路及び広場の割合 

64％ 

（2022 年度） 

国土交通省都市局公園緑

地・景観課調べ 

規模の大きい概ね２ha 以上の都

市公園におけるバリアフリー化

された駐車場の割合 

56％ 

（2022 年度） 

国土交通省都市局公園緑

地・景観課調べ 

 

規模の大きい概ね２ha 以上の都

市公園におけるバリアフリー化

された便所の割合 

63％ 

（2022 年度） 

国土交通省都市局公園緑

地・景観課調べ 

バリアフリー化された特定路外

駐車場の割合 

72％ 

（2022 年度） 

国土交通省都市局街路交通

施設課調べ 
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項目 現状 出典 

日本の大学等が把握する日本人

留学者数（主に短期） 

10,999 人 

（2021 年） 

独立行政法人日本学生支援

機構「日本人学生留学状況

調査」 

海外の機関が把握する日本人留

学者数（主に長期） 

42,709 人 

（2020 年度） 

OECD「Education at a 

Glance」等による集計 

日本の高等教育機関及び日本語

教育機関等への外国人留学生数 

231,146 人 

（2022 年） 

独立行政法人日本学生支援

機構「外国人留学生在籍状

況調査」 

ジョイント・ディグリープログ

ラムの数 

27 プログラム 

（2023 年） 

文部科学省高等教育局参事

官（国際担当）付調べ 

日本人高校生の海外留学生数 3,118 人 

（2021 年） 

文部科学省「高等学校等国

際交流状況等調査」 

高校段階での外国人留学生数 892 人 

（2021 年） 

文部科学省「高等学校等国

際交流状況等調査」 

青少年及び青少年指導者に国際

交流の機会を提供する事業数 

５件 

（2022 年度） 

青少年国際交流推進事業委

託数（文部科学省） 

内閣府青年国際交流事業に参加

した日本青年の数 

17,982 名 

（2022 年度までの累計） 

内閣府青年国際交流担当室

調べ 

内閣府青年国際交流事業に参加

し日本青年と交流した外国青年

の数 

23,967 名 

（2022 年度までの累計） 

内閣府青年国際交流担当室

調べ 

地方ＥＳＤ関連フォーラム等の

開催回数 

199 回 

（2022 年度） 

環境省大臣官房総合政策課

環境教育推進室調べ 

① 国内の学校と交流したと回答

したユネスコスクールの割合 

② 海外の学校と交流したと回答

したユネスコスクールの割合 

① 46.2％（2022 年度） 

② 24.2％（2022 年度） 

文部科学省「ユネスコスク

ール活動調査」 

 

高校生等のアントレプレナーシ

ップ教育受講数 

7,000 人 

（2023 年 9 月時点） 

文部科学省科学技術・学術

政策局産業連携・地域振興

課調べ 

ＳＴＥＡＭライブラリーの閲覧

人数 

2,345,990 人 

(2022 年度３月時点) 

経済産業省「ＳＴＥＡＭ 

ライブラリー年次報告」 
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項目 現状 出典 

全国の小・中学校で「特別の教

育課程」の編成・実施による日

本語指導等を受ける児童生徒の

割合 

78%（2021 年） 

※日本語指導が必要な児童生

徒のうち特別の配慮に基づく

指導を受けている児童生徒の

うち日本語指導における「特

別の教育課程」による指導を

受けている児童生徒数÷日本

語指導が必要な児童生徒のう

ち特別の配慮に基づく指導を

受けている児童生徒数×100 

文部科学省「日本語指導が

必要な児童生徒の受入状況

等に関する調査」 

 

不就学の可能性がある外国人の

こども（小中学校相当）の数 

8,183 人 

（2022 年） 

文部科学省「外国人の子供

の就学状況等調査」 

人権教室実施回数（再掲） 13,341 回の内数 

（2022 年度） 

法務省人権擁護局人権啓発

課調べ 

人権相談件数 176,053 件の内数 

（2023 年） 

「令和５年における「人権

侵犯事件」の状況について

（概要）～法務省の人権擁

護機関の取組～」（法務

省） 

 

Ⅱ－１－（３） 

（こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供） 

項目 現状 出典 

女性の健康に関するナショナル

センター機能の構築のためのＷ

Ｇ開催回数 

10 回 

（2023 年度） 

国立成育医療研究センター

調べ 

妊娠と薬外来と連携する性と健

康の相談センターの数 

データなし（新規事業） 母子保健衛生費国庫補助金

交付決定ベース（こども家

庭庁） 

 

Ⅱ－１－（４） 

（こどもの貧困対策） 
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項目 現状 出典 

【こどもの生活・学習支援事

業】 

事業実施地方公共団体数 

397 団体 

（2022 年度） 

こども家庭庁支援局家庭福祉課

調べ 

【地域こどもの生活支援強化

事業】 

事業実施地方公共団体数 

６団体 

（2023 年度） 

こども家庭庁支援局家庭福祉課

調べ 

【離婚前後親支援事業】 

事業実施地方公共団体数 

176 団体 

（2022 年度） 

こども家庭庁支援局家庭福祉課

調べ 

【子どもの学習・生活支援事

業】 

事業実施地方公共団体数 

596 団体 

（2022 年度） 

厚生労働省「生活困窮者自立支

援法等に基づく各事業の事業実

績調査」 

全世帯と生活保護世帯の子供

の高等学校等進学率の差 

5.4％ 

（2021 年） 

文部科学省「学校基本調査」 

厚生労働省社会・援護局保護課

調べ 

経済的理由による高等学校の

中退者数 

617 人 

（2022 年） 

文部科学省「児童生徒の問題行

動・不登校等生徒指導上の諸課

題に関する調査」 

多子世帯や低所得世帯を対象

とした大学等授業料の無償化

の認知率 

データなし（新規事業） （調査方法を検討中） 

授業料後払い制度の認知率 データなし（新規事業） （調査方法を検討中） 

減額返還制度の認知率 データなし（新規調査） （調査方法を検討中） 

独立行政法人国立青少年教育

振興機構が実施する「生活・

自立支援キャンプ」の実施件

数 

46 件 

（2022 年度） 

独立行政法人国立青少年教育振

興機構調べ 

「子どもゆめ基金」助成事業

における、経済的に困難な状

況にある子どもを対象とした

活動に対する助成件数 

97 件 

（2022 年度） 

独立行政法人国立青少年教育振

興機構調べ 
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項目 現状 出典 

独立行政法人国立青少年教育

振興機構における「学生サポ

ーター」の配置人数 

11 人 

（2022 年度） 

独立行政法人国立青少年教育振

興機構調べ 

自立相談支援事業相談受付件

数 

555,779 件 

（2021 年度） 

厚生労働省「生活困窮者自立支

援制度における支援状況調査」 

児童扶養手当の支給要件を満

たす者に対する認定率 

98.9％ 

（2022 年度） 

厚生労働省「福祉行政報告例」 

ひとり親家庭のうち養育費に

ついての取決めをしている割

合（母子世帯） 

46.7％ 

（2021 年度） 

こども家庭庁「全国ひとり親世

帯等調査」 

ひとり親家庭のうち養育費に

ついての取決めをしている割

合（父子世帯） 

28.3％ 

（2021 年度） 

こども家庭庁「全国ひとり親世

帯等調査」 

養育費受領率（母子世帯） 28.1％ 

（2021 年） 

こども家庭庁「全国ひとり親世

帯等調査」 

養育費受領率（父子世帯） 8.7％ 

（2021 年） 

こども家庭庁「全国ひとり親世

帯等調査」 

養育費受領率（養育費の取り

決めをしている母子世帯） 

57.7％ 

（2021 年） 

こども家庭庁「全国ひとり親世

帯等調査」 

養育費受領率（養育費の取り

決めをしている父子世帯） 

25.9％ 

（2021 年） 

こども家庭庁「全国ひとり親世

帯等調査」 

マザーズハローワーク等にお

ける重点支援対象者の就職件

数 

96.1％ 

（2022 年度） 

厚生労働省職業安定局総務課首

席職業指導官室調べ 

生活保護受給者等就労自立促

進事業における就職率 

68.7％ 

（2022 年度） 

厚生労働省職業安定局総務課首

席職業指導官室調べ 

高等職業訓練促進給付金等事

業による就業実績件数 

2,149 件 

（2022 年度） 

こども家庭庁支援局家庭福祉課

調べ 

自立支援教育訓練給付金事業

による就業実績件数 

1,559 件 

（2022 年度） 

こども家庭庁支援局家庭福祉課

調べ 

働き方改革推進支援センター

のコンサルティング件数(件) 

30,245 件 

（2022 年）  

厚生労働省「働き方改革推進支

援センター実績」 
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項目 現状 出典 

就学援助制度に関する周知状

況 

（入学時及び毎年度の進級時

に学校で就学援助制度の書類

を配布している市町村の割

合）  

83.2% 

（2023 年） 

文部科学省「就学援助実施状況

等調査」 

こども家庭センターの整備市

町村数 

データなし（新規事業） こども家庭庁支援局虐待防止対

策課調べ 

子ども・若者支援地域協議会

設置地方公共団体数 

141 団体 

（2023 年１月時点） 

こども家庭庁支援局虐待防止対

策課調べ 

虐待・貧困により孤立し様々

な困難に直面する学生等への

アウトリーチ支援事業活用地

方公共団体数 

３団体 

（2023 年４月末時点） 

こども家庭庁支援局虐待防止対

策課調べ 

スクールカウンセラーが児童

生徒等から相談を受けた件数 

3,954,247 件 

（2022 年度） 

文部科学省初等中等教育局児童

生徒課調べ 

くるみん取得企業（次世代育

成支援対策推進法に基づき、

子育てを支援する企業として

認定を受けた企業）数 

4,313 社 

（2023 年９月末） 

厚生労働省雇用環境・均等局職

業生活両立課調べ 

特定求職者雇用開発助成金の

支給決定件数 

168,881 件の内数 

（2022 年度） 

厚生労働省職業安定局雇用開発

企画課調べ 

不本意非正規雇用労働者の割

合 

※非正規雇用労働者のうち、現職

の雇用形態についた主な理由が

「正規の職員・従業員の仕事がな

いから」と回答した者の割合。 

全年齢計：9.6％ 

（2023 年） 

25～34 歳：13.1% 

（2023 年） 

総務省「労働力調査（詳細集

計）」 

スクールソーシャルワーカー

が継続支援する児童生徒等の

抱える問題件数 

281,827 件 

（2022 年度） 

文部科学省初等中等教育局児童

生徒課調べ 

 

Ⅱ－１－（５） 

（障害児支援・医療的ケア児等への支援） 
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項目 現状 出典 

児童発達支援センター又はそれ

と同等の機能を有する体制を整

備している市町村数 

975 団体 

（2022 年度） 

※母数：全市町村（1,740） 

こども家庭庁「障害（児）

福祉計画に係る実施状況等

調査」 

インクルージョン推進体制が構

築されている市町村数 

データなし（第３期

（2024～2026 年度）から

指標設定） 

※母数：全市町村（1,740） 

こども家庭庁「障害（児）

福祉計画に係る実施状況等

調査」 

医療的ケア児等コーディネータ

ーを配置している市町村数 

908 団体 

（2022 年度） 

※母数：全市町村（1,740） 

こども家庭庁「障害（児）

福祉計画に係る実施状況等

調査」 

難聴児支援を総合的に推進する

ための計画を策定している市町

村数 

19 団体 

（2022 年度） 

※母数：全都道府県（47） 

こども家庭庁「障害（児）

福祉計画に係る実施状況等

調査」 

地域におけるこどもの発達相談

と家族支援の機能強化事業を実

施した地方公共団体数 

データなし（新規事業） 

※母数：全都道府県（47）、

指定都市（20）、中核市

（62）、特別区（23）、保健所

政令市（５） 

こども家庭庁支援局障害児

支援課調べ 

国や都道府県から助言等を受け

て地域の障害児支援体制の整備

を進めた地方公共団体数 

データなし（新規事業） 

※母数・指定都市（20）、中

核市（62） 

こども家庭庁支援局障害児

支援課調べ 

小学校に採用後、おおむね 10 年

目までの期間内において、特別

支援教育を複数年経験した教員

の割合 

27.3％ 

（2023 年度） 

全国特別支援学級・通級指

導教室設置学校長協会「全

国特別支援学級・通級指導

教室設置学校長協会調査報

告書」 

幼・小・中・高等学校等におい

て、個別の教育支援計画の作成

を必要とする児童等のうち、実

際に個別の教育支援計画が作成

されている児童等の割合 

79.5％ 

（2022 年度） 

文部科学省「特別支援教育

体制整備状況調査」 

特別支援学校、幼稚園、小・

中・高等学校に通学（園）する

医療的ケア児のうち、学校生活

において、医療的ケア看護職員

3.2％ 

（2023 年度） 

文部科学省「学校における

医療的ケアに関する実態調

査」 
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項目 現状 出典 

が配置できないことにより、保

護者等が付添いを行っている医

療的ケア児数の割合 

※医療的ケア看護職員等が配置され

ていないことにより、一部または全

部付添いが生じている場合に限る。 

学校卒業後に学習やスポーツ・

文化等の活動の機会があると回

答する障害者の割合 

38.2％（2022 年） 文部科学省「「生涯学習を

通じた共生社会の実現に関

する調査研究」障害者の生

涯学習活動に関する実態調

査実績」 

 

Ⅱ－１－（６） 

（児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援） 

項目 現状 出典 

こども家庭センターの整備市町村

数（再掲） 

データなし（新規事業） こども家庭庁虐待防止対

策課調べ 

子育て短期支援事業の提供体制の

年間確保実績  

 

ショートステイ  

延べ 253,983 人 

（2022 年度） 

トワイライトステイ  

延べ 157,360 人 

（2022 年度） 

こども家庭庁「子育て短

期支援事業の実施状況調

査」 

子育て世帯訪問支援事業の実施市

町村数  

データなし（新規事業） 子ども・子育て支援交付

金交付決定ベース（こど

も家庭庁） 

児童育成支援拠点事業の実施市町

村数  

データなし（新規事業） 子ども・子育て支援交付

金交付決定ベース（こど

も家庭庁） 

親子関係形成支援事業の実施市町

村数  

データなし（新規事業） 子ども・子育て支援交付

金交付決定ベース（こど

も家庭庁） 

一時預かり事業の年間延べ利用人

数 

 

延べ 3,511,779 人 

（2022 年度） 

子ども・子育て支援交付

金実績（一般型・余裕活

用型）（こども家庭庁） 
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項目 現状 出典 

一時保護施設のユニットケア加算

及び一時保護委託先開拓等事業の

活用地方公共団体数 

データなし（新規事業） こども家庭庁支援局虐待

防止対策課調べ 

こどもの権利擁護環境整備事業の

活用地方公共団体数 

データなし（新規事業） こども家庭庁支援局虐待

防止対策課調べ 

こども若者シェルター・相談支援

事業の活用地方公共団体数 

データなし（新規事業） こども家庭庁支援局虐待

防止対策課調べ 

親子再統合（親子関係再構築）支

援事業の活用地方公共団体数 

データなし（新規事業） こども家庭庁支援局虐待

防止対策課調べ 

児童福祉司及び児童心理司の配置

人数 

 

児童福祉司 6,138 人 

児童心理司 2,623 人 

（2023 年度） 

こども家庭庁支援局虐待

防止対策課調べ 

児童相談所の採用・人材育成・定

着支援事業の活用地方公共団体数 

データなし（新規事業） こども家庭庁支援局虐待

防止対策課調べ 

スクールカウンセラーが児童生徒

等から相談を受けた件数（再掲） 

3,954,247 件 

（2022 年度） 

文部科学省初等中等教育

局児童生徒課調べ 

スクールソーシャルワーカーが継

続支援する児童生徒等の抱える問

題件数（再掲） 

281,827 件 165,062 人 

（2022 年度） 

文部科学省初等中等教育

局児童生徒課調べ 

里親支援センターの設置数 データなし（新規事業） こども家庭庁支援局家庭

福祉課調べ 

特別養子縁組の成立件数 580 件 

（2022 年） 

裁判所「司法統計」 

施設において小規模・地域分散化

された養育環境に置かれている入

所児童の割合 

19.2％ 

（2023 年） 

こども家庭庁支援局家庭

福祉課調べ 

社会的養護自立支援拠点事業の実

施事業所数 

データなし（新規事業） こども家庭庁支援局家庭

福祉課 

妊産婦等生活援助事業の実施事業

所数 

データなし（新規事業） こども家庭庁支援局家庭

福祉課 
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項目 現状 出典 

ヤングケアラーについて、聞いた

ことがあると回答した中高生の割

合 

中学２年生 15.1％ 

（2020 年度） 

全日制高校２年生 12.6％

（2020 年度） 

こども家庭庁「ヤングケ

アラーの実態に関する調

査研究」（2020 年度子ど

も・子育て支援推進調査

研究事業） 

 

Ⅱ－１－（７） 

（こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組） 

項目 現状 出典 

こどもの人権ＳＯＳミニレターの

配布枚数 

11,743,238 枚 

（2022 年度） 

法務省人権擁護局調査救済

課調べ 

こども・若者の自殺危機対応チー

ム事業の実施地方公共団体数」 

４団体 

（2023 年度） 

地域自殺対策強化交付金交

付決定ベース（厚生労働

省） 

インターネットに関する啓発や学

習の経験のある青少年（10～17

歳）の割合 

85.0％ 

（2023 年度） 

こども家庭庁「青少年のイ

ンターネット利用環境実態

調査」 

情報モラルポータルサイトの新規

コンテンツ数 

７本 

（2023 年度） 

文部科学省「情報モラル教

育ポータルサイト」新規掲

載実績 

人権教室実施回数（再掲） 13,341 回の内数 

（2022 年度） 

法務省人権擁護局人権啓発

課調べ 

性犯罪・性暴力被害者のためのワ

ンストップ支援センターの相談件

数 

63,091 件 

（2022 年度） 

内閣府男女共同参画局男女

間暴力対策課べ 

 

国のＳＮＳ相談事業（Cure 

time）の相談件数 

※実施状況の推移を見るもの 

4,281 件 

（2022 年度） 

内閣府男女共同参画局男女

間暴力対策課調べ 

小・中学校における性犯罪・性暴

力防止のための教育の実施率 

小学校 37.0％ 

（2021 年度） 

中学校 53.4％ 

（2021 年度） 

文部科学省「学校安全の推

進に関する計画に係る取組

状況調査」 
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項目 現状 出典 

人権相談件数（再掲） 176,053 件の内数（2023

年） 

法務省「令和５年における

「人権侵犯事件」の状況に

ついて（概要）～法務省の

人権擁護機関の取組～」 

特定道路における無電柱化着手率 31％ 

（2019 年度） 

国土交通省「無電柱化推進

計画」 

（令和３年５月 25 日国土

交通大臣決定）） 

自転車ネットワークに関する計画

が位置付けられた自転車活用推進

計画を策定した市区町村数 

155 市区町村 

（2022 年度） 

 

国土交通省自転車活用推進

本部事務局調べ 

学校管理下における死亡事故の発

生件数 

22 件 

（2022 年度） 

独立行政法人日本スポーツ

振興センター「学校管理下

の災害」 

学校安全を担う校内組織が整備さ

れている学校の割合 

86.9％ 

（2021 年度） 

文部科学省「学校安全の推

進に関する計画に係る取組

状況調査」 

保護観察所において修学支援を実

施し、保護観察期間中に高等学校

等を卒業若しくは高等学校卒業程

度認定試験に合格した者又は保護

/ 観察終了時に高等学校等に在学

している者の数及びその割合 

データなし（2023 年度か

ら数値を把握予定） 

法務省保護局観察課調べ 

保護観察所における少年の保護観

察対象者に対する専門的処遇プロ

グラムによる処遇の開始人員数 

 

性犯罪再犯防止プログラ

ム：77 人 

薬物再乱用防止プログラ

ム：106 人 

暴力防止プログラム：39人 

飲酒運転防止プログラム：

２人 

（2022 年） 

法務省保護局観察課調べ 

2022 年に保護観察対象者にしょ

く罪指導プログラムを実施した件

数（全体（うち少年）） 

373（57）人 

（2022 年） 

法務省保護局観察課調べ 
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項目 現状 出典 

保護観察所による更生保護に関す

る地域援助の実施件数 

データなし（新規事業） 法務省保護局観察課調べ 

第 73 回“社会を明るくする運

動”行事等実施回数 

45,926 回 

（2023 年） 

法務省保護局更生保護振興

課調べ 

第 73 回“社会を明るくする運

動”参加延人数 

1,398,782 人 

（2023 年） 

法務省保護局更生保護振興

課調べ 

 

Ⅱ－２－（１） 

（こどもの誕生前から幼児期まで） 

項目 現状 出典 

無痛分娩を実施している医療機関

のうち、無痛分娩関係学会・団体

連絡協議会（JALA）の HPに掲載

されている医療機関の割合 

データなし（2024 年度か

ら調査開始） 

厚生労働省医政局地域医療

計画課調べ 

産後ケア事業の実施市町村数  1,462 市区町村 

（2022 年度） 

母子保健衛生費国庫補助金

交付決定ベース（こども家

庭庁） 

産後ケア事業の利用率  10.9％ 

（2022 年度） 

こども家庭庁成育局母子保

健課調べ 

新生児マススクリーニング検査

(拡充した対象疾患に対する新生

児マススクリーニング検査の実施

地方公共団体数) 

21／67 団体 

（都道府県・指定都市） 

（2023 年度） 

母子保健衛生費国庫補助金

交付決定ベース（こども家

庭庁） 

新生児聴覚検査(公費負担の実施

市町村数) 

1,392 市区町村 

（2022 年度） 

こども家庭庁成育局母子保

健課調べ 

「１か月児」及び「５歳児」への

健康診査実施市町村数 

・１か月児健診 

541 市区町村 

・５歳児健診 

246 市区町村 

（2022 年度） 

こども家庭庁成育局母子保

健課調べ 
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項目 現状 出典 

こども家庭センターの整備市町村

数（再掲） 

データなし（新規事業） こども家庭庁支援局虐待防

止対策課調べ 

妊産婦等生活援助事業の実施事業

所数（再掲） 

データなし（新規事業） こども家庭庁支援局家庭福

祉課調べ 

出産・子育て応援交付金を実施し

ている市町村数  

 

支給対象者のいる市町村

全てにおいて実施 

（2023 年度） 

出産・子育て応援交付金交

付決定ベース 

（こども家庭庁） 

「はじめの 100 か月の育ちビジョ

ン」に関する動画やパンフレッ

ト、ガイドブック等の累計数（再

掲） 

○一般向け 

・ＰＲ動画：３件 

・紹介動画：１件 

・パンフレット：１件 

○専門職向け 

・研修動画：１件 

・研修ガイドブック：１

件 

（2023 年度） 

「幼児期までのこどもの育

ちに係る基本的なビジョ

ン」策定後の具体的な取組

推進（具体的行動に活かせ

るコンテンツ作成）事業に

おける実績（こども家庭

庁） 

「はじめの 100 か月の育ちビジョ

ン」を踏まえた活動を行うコーデ

ィネーターの養成事業の実証地域

の累計数（再掲） 

データなし（新規事業） 

 

「幼児期までのこどもの育

ちに係る基本的なビジョ

ン」策定後の具体的な取組

推進（地域等の特色を活か

し具体的活動を推進する 

人材養成）事業における実

績（こども家庭庁） 

「はじめの 100 か月の育ちビジョ

ン」を踏まえた調査研究の実施件

数（再掲） 

データなし（新規事業） 

 

「幼児期までのこどもの育

ちに係る基本的なビジョ

ン」策定後の具体的な取組

推進（科学的知見の充実・普

及に向けた調査研究）事業

における実績（こども家庭

庁） 

保育の受け皿拡大量 約 8.5 万人 

（2023 年４月１日時点に

おける 2024 年度末までの

受け皿拡大量の見込み） 

「新子育て安心プラン」集

計結果（こども家庭庁） 



17 

 

項目 現状 出典 

地域子育て支援拠点事業実施か所

数  

 

7,970 か所 

（2022 年度） 

 

子ども・子育て支援交付金

及び重層的支援体制整備事

業交付金交付決定ベース

（こども家庭庁） 

こども誰でも通園制度の実施市町

村数 

・115 自治体に内示 

（2024 年４月 26 日現在） 

※制度の本格実施を見据え

た試行的事業として実施 

こども家庭庁成育局保育政

策課 

病児保育事業  

病児保育事業の延べ利用児童数 

85 万人 

（2021 年度） 

子ども・子育て支援交付金

実績（こども家庭庁） 

認定こども園の増加数 2021 年度から 2022 年度の

増加数 

増加数：635 園 

％ 

こども家庭庁成育局保育政

策課調べ） 

幼稚園・幼保連携型認定こども

園・保育所の教育・保育全体にお

ける小学校との接続状況につい

て、ステップ３・４と回答した地

方公共団体数の割合 

26.3％ 

（2023 年） 

文部科学省「幼児教育実態

調査」 

幼児教育センターを設置している

都道府県及び市町村の数 

133 団体 

（2023 年） 

文部科学省「幼児教育実態

調査」 

幼児教育アドバイザーを配置して

いる都道府県及び市町村の数 

870 団体 

（2023 年） 

文部科学省「幼児教育実態

調査」 

子育て支援員研修事業及び職員の

資質向上・人材確保等研修事業を

実施する者に対する補助を行った

地方公共団体数 

683 団体 

（2022 年） 

2022 年度子育て支援員研

修事業及び職員の資質向

上・人材確保等研修事業交

付実績ベース 

（こども家庭庁） 

保育対策総合支援事業費補助金に

係る交付決定地方公共団体数 

637 団体 

（2023 年） 

保育対策総合支援事業費補

助金交付決定ベース（こど

も家庭庁） 

保育士等の処遇改善の推移 約 23％ 

※平成 25 年度以降の累計 

こども家庭庁成育局保育政

策課 

保育士等の職員配置基準の改善の

実施施設の割合 

データなし（新規事業） こども家庭庁成育局保育政

策課調べ 
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Ⅱ－２－（２） 

（学童期・思春期） 

項目 現状 出典 

１人１台端末を週３回以上授業で

活用している学校の割合 

90.6％ 

（2023 年度） 

文部科学省「全国学力・学

習状況調査」 

運動部活動の地域連携や地域移行

に係る方針策定のための協議会を

実施した地方公共団体数 

40％ 

（2023 年） 

スポーツ庁「休日の部活動

の地域連携・地域移行と地

域スポーツ環境の整備に関

する実施状況調査」 

文化部活動の地域連携や地域移行

に係る方針策定のための協議会を

実施した地方公共団体数 

35％ 

（2023 年） 

文化庁「休日の部活動の地

域連携・地域移行と地域文

化芸術環境の整備に関する

実施状況調査」 

運動部活動の地域連携や地域移行

の方針を策定した地方公共団体数 

17％ 

（2023 年） 

スポーツ庁「休日の部活動

の地域連携・地域移行と地

域スポーツ環境の整備に関

する実施状況調査」 

文化部活動の地域連携や地域移行

の方針を策定した地方公共団体数 

15％ 

（2023 年） 

文化庁「休日の部活動の地

域連携・地域移行と地域文

化芸術環境の整備に関する

実施状況調査」 

卒業後にも運動やスポーツをした

いと「思う」「やや思う」と回答

する児童生徒の割合 

児童 86％、生徒 81％ 

（2023 年） 

スポーツ庁「全国体力・運

動能力、運動習慣等調査」 

日本国内の小中学校における教職

員標準定数に対する日本人学校へ

の派遣教員数の割合（充足率） 

※（充足率）＝（文部科学省からの

派遣教員数）/（義務標準法に基づき

算定した教員定数） 

87.3％ 

（2023 年） 

文部科学省総合教育政策局 

国際教育課調べ 

在外教育施設重点支援プランの教

育プログラムに関連する児童生徒

数 

3,095 人 

（2022 年） 

委託事業者による実績報告

書（文部科学省） 
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項目 現状 出典 

学校給食を実施している国公私立

学校の割合 

95.6％ 

（2021 年度） 

文部科学省「学校給食実施

状況調査」 

学校給食における地場産物及び国

産食材の使用割合 

地場産物 56.5％、国産食

材 89.2％ 

（2022 年度） 

文部科学省「学校給食にお

ける地場産物・国産食材の

使用状況調査」 

朝食を欠食するこども（小学６年

生）の割合 

5.6％ 

（2022 年） 

文部科学省「全国学力・学

習状況調査」 

ＮＰＯ等と連携したこどもの居場

所づくり支援モデル事業で補助す

る団体数  

42 団体 

（2023 年度） 

こどもの居場所づくり支援

体制強化事業交付決定実績

ベース（こども家庭庁） 

こどもの居場所支援体制強化事業

で補助する市区町村数 

２自治体 

（2023 年度） 

 

こどもの居場所づくり支援

体制強化事業交付決定実績

ベース（こども家庭庁） 

コミュニティ・スクールを導入し

ている公立学校数（割合） 

18,135 校（52.3％）

（2023 年度） 

文部科学省「コミュニテ

ィ・スクール及び地域学校

協働活動実施状況調査」 

地域学校協働活動本部がカバーし

ている公立学校数（割合） 

21,144 校（61.0％）

（2023 年度） 

文部科学省「コミュニテ

ィ・スクール及び地域学校

協働活動実施状況調査」 

放課後児童クラブ登録児童数  

 

145.7 万人 

（2023 年） 

こども家庭庁「放課後児童

健全育成事業（放課後児童

クラブ）の実施状況調査」 

教育委員会において、現在、重点

的に行っている取組として「学校

における消費者教育の充実」を挙

げている割合 

42.6％ 

（2021 年） 

文部科学省「令和３年度

「消費者教育に関する取組

状況調査」」 

大学等における消費者教育関連

（消費者問題に関する啓発・情報

提供以外）の取組の割合 

56.8％ 

（2021 年） 

文部科学省「令和３年度

「消費者教育に関する取組

状況調査」」 

地域少子化対策重点推進交付金事

業に対する事業対象者（住民等）

の満足度） 

データなし（2023 年度分

について 2024 年末までに

調査予定） 

地域少子化対策重点推進交

付金 事後評価書（こども

家庭庁） 

将来の夢や目標を持っている生徒

の割合（国・公・私立） 

66.4％ 

（2023 年） 

文部科学省「全国学力・学

習状況調査」 
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項目 現状 出典 

中学校における職場体験の実施率

（公立中学校） 

54.1％ 

（2022 年） 

文部科学省「職場体験・イ

ンターンシップ実施状況調

査」 

高等学校におけるインターンシッ

プの実施率（公立高等学校（全日

制・定時制）） 

66.2％ 

（2022 年） 

文部科学省「職場体験・イ

ンターンシップ実施状況調

査」 

大学生・高校生等を対象とした労

働条件セミナーの参加者のうちセ

ミナーが有用であったと回答した

人の割合 

96.7％ 

（2022 年度） 

2022 年度の大学生・高校生

等を対象とした労働条件セ

ミナー参加者へのアンケー

ト（厚生労働省） 

スクールカウンセラーが児童生徒

等から相談を受けた件数（再掲） 

3,954,247 件 

（2022 年度） 

文部科学省初等中等教育局

児童生徒課調べ 

スクールソーシャルワーカーが継

続支援する児童生徒等の抱える問

題件数（再掲） 

281,827 件（2022 年度） 文部科学省初等中等教育局

児童生徒課調べ 

「学校外からのアプローチによる

いじめ解消の仕組みづくりに向け

た手法の開発・実証」事業を実施

する地方公共団体数 

８団体 

（2023 年度） 

こども家庭庁支援局総務課

調べ 

いじめ調査アドバイザーへの相談

を通して、「調査委員の第三者性

を確保することに役立った」と回

答した地方公共団体等の割合 

集計中 

（2023 年度） 

こども家庭庁支援局総務課

調べ 

学びの多様化学校の設置数 24 校 

（2023 年４月１日） 

文部科学省初等中等教育局

児童生徒課調べ 

学校内外で専門機関等の相談・指

導等を受けていない不登校児童生

徒数の割合 

38.2％ 

（2022 年度） 

文部科学省「児童生徒の問

題行動・不登校等生徒指導

上の諸課題に関する調査」 

体罰・不適切な指導の発生件数 体罰 572 件 

（2022 年度） 

不適切な指導 551 件 

（2022 年度） 

文部科学省「体罰等の実態

調査」 

情報モラルポータルサイトの新規

コンテンツ数（再掲） 

７本 

（2023 年度）  

文部科学省「情報モラルポ

ータルサイト」 
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Ⅱ－２－（３） 

（青年期） 

項目 現状 出典 

多子世帯や低所得世帯を対象と

した大学等授業料の無償化の認

知率（再掲） 

データなし（新規事業） （調査方法を検討中） 

授業料後払い制度の認知率（再

掲） 

データなし（新規事業） （調査方法を検討中） 

減額返還制度の認知率（再掲） データなし（新規調査） （調査方法を検討中） 

大学間連携を含む関係機関との

連携実施校数の割合 

48.8％ 

（2022 年） 

日本学生支援機構「大学、

短期大学及び高等専門学校

における障害のある学生の

修学支援に関する実態調

査」 

専修学校における社会人在籍者

数 

182,215 人 

（2022 年） 

文部科学省「私立高等学校

等実態調査」 

専修学校の情報公開の充実に向

けた会議等件数 

９回 

（2022 年） 

文部科学省「私立高等学校

等実態調査」 

職業実践専門課程の認定校数 1,093 校 

（2022 年） 

文部科学省総合教育政策局

生涯学習推進課調べ 

専修学校の教職員研修プログラ

ム等への参加者数 

176 人 

（2022 年） 

文部科学省総合教育政策局

生涯学習推進課調べ 

産業界の人材育成課題の抽出に

向けたヒアリング・アンケート

調査等の実施回数 

データなし（新規事業） 「リカレント教育による新

時代の産学協働体制構築に

向けた調査研究事業」の成

果報告書等（文部科学省） 

考案された教育プログラム骨子

案の数 

データなし（新規事業） 「リカレント教育による新

時代の産学協働体制構築に

向けた調査研究事業」の成

果報告書等（文部科学省） 

放送大学における放送授業の科

目数 

339 科目 

（2022 年度） 

放送大学学園「2022 会計年

度 ５．事業報告書」 
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項目 現状 出典 

放送大学における公開講演会の

開催数 

412 回 

（2022 年度） 

放送大学学園「放送大学概

要 2023 年度２学期」） 

わかものハローワーク等を利用

して、就職したフリーター等の

うち、正社員として就職した者

の割合 

69.2％ 

（2022 年度） 

フリーター等支援事業実績

（厚生労働省） 

地方大学・地域産業創生交付金

による支援地域数（累計） 

12 件 

（2023 年度末） 

地方大学・地域産業創生交

付金交付実績ベース 

不本意非正規雇用労働者の割合

（再掲） 

※非正規雇用労働者のうち、現職の

雇用形態についた主な理由が「正規

の職員・従業員の仕事がないから」

と回答した者の割合。 

全年齢計：9.6％ 

（2023 年） 

25～34 歳：13.1％ 

（2023 年） 

総務省「労働力調査（詳細

集計）」 

管理職に占める女性割合 13.2％ 

（2023 年度） 

厚生労働省「賃金構造基本

統計調査」 

女性の活躍推進企業データベー

スへの年間アクセス件数 

750,508 件 

（2023 年度） 

厚生労働省雇用環境・均等

局雇用機会均等課調べ 

都道府県における公的結婚支援

による成婚者数 

1,693 人 

（2022 年） 

地域少子化対策重点推進交

付金 事後評価書（こども

家庭庁） 

地域少子化対策重点推進交付金

事業に対する事業対象者（住民

等）の満足度（再掲） 

集計中 地域少子化対策重点推進交

付金 事後評価書（2023 年

度）（こども家庭庁） 

結婚新生活支援事業が結婚に伴

う経済的不安の軽減に役立った

と答えた世帯の割合 

97％ 

（2022 年度） 

こども家庭庁「結婚新生活

支援事業に係るアンケート

調査」 

未婚者が結婚しない理由「適当

な相手にめぐりあわない」割合 

男性 43.3％、女性 48.1％ 

（2021 年） 

国立社会保障・人口問題研

究所「第 16 回出生動向基

本調査」 

子ども・若者総合相談センター

設置地方公共団体数 

116 団体 

（2023 年１月時点） 

こども家庭庁支援局虐待防

止対策課調べ 
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項目 現状 出典 

ひきこもり地域支援センター及

びひきこもり支援ステーション

の設置地方公共団体数 

172 団体 

（2022 年度） 

厚生労働省「ひきこもり支

援推進事業」 

「ひきこもり VOICE STATION」の

聴取者数 

194,739 人 

（2022 年度） 

厚生労働省「ひきこもりに

関する地域社会に向けた広

報事業」 

専門実践教育訓練給付の初回受

給者数 

35,906 人 

（2022 年度） 

厚生労働省職業安定局雇用

保険課調べ 

特定一般教育訓練給付の受給者

数 

3,056 人 

（2022 年度） 

厚生労働省職業安定局雇用

保険課調べ 

 

Ⅱ－３－（１） 

（子育てや教育に関する経済的負担の軽減） 

項目 現状 出典 

多子世帯や低所得世帯を対象とし

た大学等授業料の無償化の認知率

（再掲） 

- P 

授業料後払い制度の認知率（再

掲） 

- P 

減額返還認知率（再掲） - P 

児童手当の支給要件を満たす者に

対する支給率 

データなし 

（2024 年度児童手当事業

年報において公表できる

よう検討中） 

こども家庭庁成育局児童手

当管理室調べ 

就学援助制度に関する周知状況 

（入学時及び毎年度の進級時に学

校で就学援助制度の書類を配布し

ている市町村の割合）  

83.2％ 

（2023 年） 

文部科学省「就学援助実施

状況等調査」 

全世帯と生活保護世帯の子供の高

等学校等進学率の差 

5.4％ 

（2021 年） 

文部科学省「学校基本調

査」 

厚生労働省社会・援護局保

護課調べ 
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項目 現状 出典 

経済的理由による高等学校の中退

者数 

617 人 

（2022 年） 

児童生徒の問題行動・不登

校等生徒指導上の諸課題に

関する調査 

 

Ⅱ－３－（２） 

（地域子育て支援、家庭教育支援） 

項目 現状 出典 

子育て短期支援事業の年間確保

方策数 

 

ショートステイ  

延べ 253,983 人 

（2022 年度） 

トワイライトステイ  

延べ 157,360 人 

（2022 年度） 

子育て短期支援事業の実施

状況調査 

（こども家庭庁 成育環境

課家庭支援係実施） 

子育て世帯訪問支援事業の実施 

市町村数 （再掲） 

データなし（新規事業） 子ども・子育て支援交付金

交付決定ベース（こども家

庭庁） 

児童育成支援拠点事業の実施市

町村数 （再掲） 

データなし（新規事業） 子ども・子育て支援交付金

交付決定ベース（こども家

庭庁） 

親子関係形成支援事業の実施市

町村数 （再掲） 

データなし（新規事業） 子ども・子育て支援交付金

交付決定ベース（こども家

庭庁） 

地域子育て支援拠点事業実施か

所数（再掲） 

 

7,970 か所 

（2022 年度） 

子ども・子育て支援交付金

及び重層的支援体制整備事

業交付金交付決定ベース

（こども家庭庁） 

利用者支援事業実施か所数  

 

3,141 か所 

（2022 年度） 

子ども・子育て支援交付金

及び重層的支援体制整備事

業交付金交付決定ベース

（こども家庭庁） 

地域子育て相談機関の数 データなし（新規事業） こども家庭庁「地域子育て

相談機関の実施状況調査」 
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項目 現状 出典 

ファミリー・サポート・センタ

ー事業実施市町村数 

 

982 市町村 

（2022 年度） 

 

子ども・子育て支援交付金

交付決定ベース 

（こども家庭庁） 

地域において子育ての悩みや不

安を相談できる人がいる保護者

の割合 

40.0％ 

（2023 年） 

文部科学省「令和５年度家

庭教育支援推進のための調

査研究（家庭教育について

の保護者へのアンケート調

査）」 

こども家庭センターの整備市町

村数（再掲） 

データなし（新規事業） こども家庭庁支援局虐待防

止対策課調べ 

【幼稚園における在園児を対象

とした一時預かり以外】 

市町村による提供体制の確保量

（年間延べ利用人数） 

898.6 万人日 

（2022 年度） 

こども家庭庁「延長保育等

実施状況調査」 

 

Ⅱ－３－（３） 

（共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大） 

項目 現状 出典 

くるみん取得企業（次世代育成支

援対策推進法に基づき、子育てを

支援する企業として認定を受け

た企業）数（再掲） 

4,313 社 

（2023 年９月末） 

都道府県別一般事業主行動

計画策定届の届出及び認定

状況（厚生労働省雇用環境・

均等局職業生活両立課調

べ） 

国家公務員（一般職）男性職員

の育児休業取得率 

72.5％ 

（2022 年度） 

※ 育児休業を取得した国家

公務員（一般職）の男性職員

全体の数値 

人事院 「仕事と家庭の両

立関係制度の利用状況調査

（令和４年度）」 

 

地方公務員（一般行政部門）男

性職員の育児休業取得率 

49.9％ 

（2022 年度） 

 

令和４年度地方公共団体の

勤務状況等に関する調査結

果（総務省） 

働き方改革推進支援センターの

コンサルティング件数 

30,245 件 

（2022 年）  

働き方改革推進支援セン

ター実績（厚生労働省）

（再掲） 
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Ⅱ－３－（４） 

（ひとり親家庭への支援） 

項目 現状 出典 

児童扶養手当の支給要件を満た

す者に対する認定率（再掲） 

98.9％ 

（2022 年度） 

厚生労働省「福祉行政報告

例」 

高等職業訓練促進給付金等事業

による就業実績件数（再掲） 

2,149 件 

（2022 年度） 

こども家庭庁支援局家庭福

祉課調べ 

自立支援教育訓練給付金事業に

よる就業実績件数（再掲） 

1,559 件 

（2022 年度） 

こども家庭庁支援局家庭福

祉課調べ 

【こどもの生活・学習支援事

業】 

事業実施地方公共団体数（再

掲） 

397 団体 

（2022 年度） 

こども家庭庁支援局家庭福

祉課調べ 

【離婚前後親支援事業】 

事業実施地方公共団体数（再

掲） 

176 自治体 

（2022 年度） 

こども家庭庁支援局家庭福

祉課調べ 

ひとり親家庭のうち養育費につ

いての取決めをしている割合

（母子世帯）（再掲） 

46.7％ 

（2021 年度） 

こども家庭庁「全国ひとり

親世帯等調査」 

ひとり親家庭のうち養育費につ

いての取決めをしている割合

（父子世帯）（再掲） 

28.3％ 

（2021 年度） 

こども家庭庁「全国ひとり

親世帯等調査」 

養育費受領率（母子世帯）（再

掲） 

28.1％ 

（2021 年） 

こども家庭庁「全国ひとり

親世帯等調査」 

養育費受領率（父子世帯）（再

掲） 

8.7％ 

（2021 年） 

こども家庭庁「全国ひとり

親世帯等調査」 

養育費受領率（養育費の取り決

めをしている母子世帯）（再掲） 

57.7％ 

（2021 年） 

こども家庭庁「全国ひとり

親世帯等調査」 

養育費受領率（養育費の取り決

めをしている父子世帯）（再掲） 

25.9％ 

（2021 年） 

こども家庭庁「全国ひとり

親世帯等調査」 

離婚届における「養育費取決め

あり」のチェック割合 

59.7% 

（2022 年度） 

法務省民事局参事官室調べ 

 

Ⅲ－１－（１） 
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（国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進） 

項目 現状 出典 

意見聴取の実施数（こども若者

★いけんぷらすのいけんひろば

の累計回数） 

41 回 

（2023 年度末） 

「こども・若者意見反映推

進事業（こども若者★いけ

んぷらす）」事業実績（こ

ども家庭庁） 

 

Ⅲ－１－（２） 

（地方公共団体等における取組促進） 

項目 現状 出典 

地方公共団体へのファシリテー

ター派遣者数 

18 人 

（2023 年度） 

「こども・若者意見反映サ

ポート事業」事業実績 

（こども家庭庁） 

 

Ⅲ－２－（１） 

（「こどもまんなか」の実現に向けたＥＢＰＭ 

項目 現状 出典 

エコチル調査全体データを利用

した論文の数 

423 編 

（2023 年 12 月） 

子どもの健康と環境に関す

る全国調査（エコチル調

査） 第四次中間評価書 

（環境省） 

エコチル調査の参加者数(参加

率) 

93,140 名（93％） 

（2023 年９月） 

子どもの健康と環境に関す

る全国調査（エコチル調

査） 第四次中間評価書 

（環境省） 

 

Ⅲ－２－（２） 

（こども・若者、子育て当事者に関わる人材の確保・育成・支援） 

項目 現状 出典 

「はじめの 100 か月の育ちビジ

ョン」に関する動画やパンフレ

ット、ガイドブック等の累計数

（再掲） 

○一般向け 

・ＰＲ動画：３件 

・紹介動画：１件 

・パンフレット：１件 

○専門職向け 

・研修動画：１件 

「幼児期までのこどもの育

ちに係る基本的なビジョ

ン」策定後の具体的な取組

推進（具体的行動に活かせ

るコンテンツ作成）事業に

おける実績（こども家庭

庁） 
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項目 現状 出典 

・研修ガイドブック：１

件 

（2023 年度） 

「はじめの 100 か月の育ちビジ

ョン」を踏まえた活動を行うコ

ーディネーターの養成事業の実

証地域の累計数（再掲） 

データなし（新規事業） 

 

「幼児期までのこどもの育

ちに係る基本的なビジョ

ン」策定後の具体的な取組

推進（地域等の特色を活か

し具体的活動を推進する人

材養成）事業における実績

（こども家庭庁） 

「はじめの 100 か月の育ちビジ

ョン」を踏まえた調査研究の実

施件数（再掲） 

データなし（新規事業） 

 

「幼児期までのこどもの育

ちに係る基本的なビジョ

ン」策定後の具体的な取組

推進（科学的知見の充実・

普及に向けた調査研究）事

業における実績（こども家

庭庁） 

児童福祉司及び児童心理司の配

置状況（再掲） 

 

児童福祉司 6,138 人 

児童心理司 2,623 人 

（2023 年度） 

こども家庭庁支援局虐待防

止対策課調べ「 

児童相談所の採用・人材育成・

定着支援事業の活用地方公共団

体数（再掲） 

データなし（新規事業） こども家庭庁支援局虐待防

止対策課調べ 

保育の受け皿拡大量 約 8.5 万人 

（2023 年４月１日時点に

おける 2024 年度末までの

受け皿拡大量の見込み） 

「新子育て安心プラン」集

計結果（こども家庭庁） 

子育て支援員研修事業及び職員

の資質向上・人材確保等研修事

業を実施する者に対する補助を

行った地方公共団体数 

683 団体 

（2022 年） 

2022 年度子育て支援員研修

事業及び職員の資質向上・

人材確保等研修事業交付実

績（こども家庭庁） 

保育対策総合支援事業費補助金

に係る交付決定市町村数（再

掲） 

590 団体 

（2023 年） 

保育対策総合支援事業費補

助金交付決定ベース（こど

も家庭庁） 
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Ⅲ－２－（３） 

（地域における包括的な支援体制の構築・強化） 

項目 現状 出典 

子ども・若者支援地域協議会設

置地方公共団体数（再掲） 

141 団体 

（2023 年１月時点） 

こども家庭庁支援局虐待防

止対策課調べ 

子ども・若者総合相談センター

設置地方公共団体数（再掲） 

116 団体 

（2022 年度） 

こども家庭庁支援局虐待防

止対策課調べ 

こども家庭センターの整備市町

村数（再掲） 

データなし（新規事業） こども家庭庁支援局虐待防

止対策課調べ 

こどもデータ連携実証事業の実

施団体件数（累計） 

14 件 

（2023 年度末） 

こどもデータ連携実証事業

実績（こども家庭庁） 

 

Ⅲ－２－（５） 

（こども・若者、子育てにやさしい社会づくりのための意識改革） 

項目 現状 出典 

ベビーカーマークの認知度 46.6％ 

（2023 年） 

国土交通省総合政策局バリ

アフリー政策課調べ 

こどもまんなか応援サポーター

宣言した地方公共団体及び企

業・団体等数  

1043 団体 

（2024 年１月） 

こども家庭庁長官官房総務

課調べ 

 

Ⅲ－３－（３） 

（自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携） 

項目 現状 出典 

自治体こども計画を策定してい

る地方公共団体数 

２団体 

（2023 年） 

こども家庭庁長官官房参事

官（総合政策担当）調べ 

 

※こども家庭庁創設に伴い移管されたものについては、出典中「こども家庭庁」と記載している。 

※指標は施策の進捗状況を検証するためのものであるが、社会情勢や経済の状況など様々な要

因から影響を受ける場合があることに留意が必要である。 
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